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＜概 要＞ 

1.において，設計基準対象施設の「設置許可基準規則」及び「技術基準規則」

の追加要求事項を明確化するとともに，それら要求に対する島根原子力発電所２

号炉における適合性を示す。 

2.において，設計基準対象施設について，追加要求事項に適合するために必要

となる機能を達成するための設備又は運用等について説明する。 

3.において，追加要求事項に適合するための運用，手順等を抽出し，必要とな

る対策等を整理する。 

4.において，設計にあたって実施する各評価に必要な入力条件等の設定を行う

ため，設備等の設置状況を現場にて確認した内容について整理する。 

5条-1
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1. 基本方針 

1.1 要求事項の整理 

津波による損傷の防止について，「設置許可基準規則※１第五条」及び「技術基

準規則※２第六条」において，追加要求事項を明確化する（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

※１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則 

※２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 
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表１ 「設置許可基準規則第五条」及び「技術基準規則第六条」 要求事項 

設置許可基準規則 

第五条（津波による損傷の

防止） 

技術基準規則 

第六条（津波による損傷の

防止） 

備考 

設計基準対象施設（兼用キ

ャスク及びその周辺施設

を除く。）は、その供用中

に当該設計基準対象施設

に大きな影響を及ぼすお

それがある津波（以下「基

準津波」という。）に対し

て安全機能が損なわれる

おそれがないものでなけ

ればならない。 

設計基準対象施設（兼用キ

ャスク及びその周辺施設を

除く。）が基準津波（設置

許可基準規則第五条第一項

に規定する基準津波をい

う。以下同じ。）によりそ

の安全性が損なわれるおそ

れがないよう、防護措置そ

の他の適切な措置を講じな

ければならない。 

追加要求事項 
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5



1.2 追加要求事項に対する適合性 

(1) 位置，構造及び設備 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(2) 耐津波構造 

本発電用原子炉施設は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれが

ある津波（以下「基準津波」という。）に対して，次の方針に基づき耐津波設計

を行い，「設置許可基準規則」に適合する構造とする。 

 

(ⅰ) 設計基準対象施設に対する耐津波設計 

設計基準対象施設は，基準津波に対して，以下の方針に基づき耐津波設計を行

い，その安全機能が損なわれるおそれがない設計とする。基準津波の策定位置を

第８図に，基準津波の時刻歴波形を第９図に示す。 

また，設計基準対象施設のうち，津波から防護する設備を「設計基準対象施設

の津波防護対象設備」とする。 

【別添資料１(1.1)】 

 

ａ．設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部から

到達又は流入させない設計とする。なお，島根２号炉における「設計基準対象施

設の津波防護対象施設（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画」は

設置許可基準規則 別記３の「Ｓクラスに属する設備を内包する建屋及び区画」

に該当する。また，取水路，放水路等の経路から流入させない設計とする。具体

的な設計内容を以下に示す。 

 

(a) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画は，基準津波による遡上波が到達する可能性があるため，津波

防護施設を設置し，津波の流入を防止する設計とする。 

【別添資料１(2.2.1)】 

 

(b) 上記(a)の遡上波については，敷地及び敷地周辺の地形及びその標高，河川

等の存在，設備等の配置状況並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して，

遡上波の回り込みを含め敷地への遡上の可能性を検討する。また，地震による

変状又は繰り返し襲来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変

化等が考えられる場合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。 

【別添資料１(1.3)】 

 

(c) 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，

流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，必要に応じ津波

防護施設及び浸水防止設備の浸水対策を施すことにより，津波の流入を防止す

5条-4
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る設計とする。 

【別添資料１(2.2.2)】 

 

 

ｂ．取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水によ

る浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止する設計とする。具体的

な設計内容を以下に示す。 

 

(a) 取水・放水施設の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設，地下部等に

おける漏水の可能性を検討した上で，漏水が継続することによる浸水範囲を想

定（以下「浸水想定範囲」という。）するとともに，同範囲の境界において浸

水の可能性のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，浸水防

止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計とする。 

【別添資料１(2.3(1))】 

 

(b) 浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用

取水設備を除く。）がある場合は，防水区画化するとともに，必要に応じて浸

水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認する。 

【別添資料１(2.3(2))】 

 

(c) 浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は，必要に応じ排水設

備を設置する。 

【別添資料１(2.3(3))】 

 

ｃ．上記ａ．及びｂ．に規定するもののほか，設計基準対象施設の津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，浸水防護

をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点化範

囲を明確化するとともに，津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守

的に想定した上で，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口

（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して必要に応じ浸水対策を施す

設計とする。 

【別添資料１(2.4.1)】 

 

ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。その

ため，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下(2)に

おいて「非常用海水ポンプ」という。）については，基準津波による水位の低下

に対して，非常用海水ポンプが機能保持でき，かつ，冷却に必要な海水が確保で

きる設計とする。また，基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂流

物に対して取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保でき，かつ，取水口からの

5条-5

7



砂の混入に対して非常用海水ポンプが機能保持できる設計とする。なお，漂流物

については，定期的な調査により人工構造物の設置状況の変化を把握する。 

【別添資料１(2.5)】 

 

ｅ．津波防護施設及び浸水防止設備については，入力津波（施設の津波に対する

設計を行うために，津波の伝播特性，流入経路等を考慮して，それぞれの施設に

対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機

能が保持できる設計とする。また，津波監視設備については，入力津波に対して

津波監視機能が保持できる設計とする。 

【別添資料１(4.1～4.3)】 

ｆ．津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては，地震に

よる敷地の隆起・沈降，地震（本震及び余震）による影響，津波の繰り返しの襲

来による影響，津波による二次的な影響（洗掘，砂移動，漂流物等）及びその他

自然現象（風，積雪等）を考慮する。 

【別添資料１(4.1～4.4)】 

 

ｇ．津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水ポン

プの取水性の評価に当たっては，入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位

及び潮位のばらつきを考慮して安全側の評価を実施する。なお，その他の要因に

よる潮位変動についても適切に評価し考慮する。また，地震により陸域の隆起又

は沈降が想定される場合，想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地

殻変動量を考慮して安全側の評価を実施する。 

【別添資料１(1.5)】  

5条-6
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ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備 

(3) その他の主要な構造 

(ⅱ) 浸水防護設備 

ａ．津波に対する防護設備 

設計基準対象施設は，基準津波に対して，その安全機能が損なわれるおそれが

ないものでなければならないこと，また，重大事故等対処施設は，基準津波に対

して，重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないもので

なければならないことから，防波壁，防波壁通路防波扉，流路縮小工，屋外排水

路逆止弁，防水壁，水密扉，隔離弁，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置等により，

津波から防護する設計とする。 

 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

個数 １ 

防波壁（逆Ｔ擁壁） 

個数 １ 

防波壁（波返重力擁壁） 

個数 １ 

防波壁通路防波扉 

個数 ４ 

流路縮小工 

個数 ２ 

屋外排水路逆止弁 

個数 14 

防水壁 

個数 ２ 

水密扉 

個数 一式 

隔離弁 

個数 ６ 

床ドレン逆止弁 

個数 一式 

貫通部止水処置 

個数 一式 

 

【別添資料 1（4.1～4.3）】 

5条-7
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第８図 基準津波の策定位置 
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【基準津波１】 

鳥取県(2012)が日本海東縁部に想定した地震による津波 

 

【基準津波２】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

 

【基準津波３】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

 

【基準津波４】 

F-Ⅲ～F-Ⅴ断層から想定される地震による津波 

 

第９図(1) 基準津波の時刻歴波形 

5条-9
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【基準津波５】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

（防波堤無し） 

 

 

【基準津波６】 

日本海東縁部に想定される地震発生領域の連動を考慮した検討による津波 

（防波堤無し） 

 

第９図(2) 基準津波の時刻歴波形 

5条-10
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(2) 安全設計方針 

1.5 耐津波設計 

1.5.1 設計基準対象施設の耐津波設計 

1.5.1.1 設計基準対象施設の耐津波設計の基本方針 

設計基準対象施設は，その供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波（以下「基準津波」という。）に対してその安全機能が損な

われるおそれがない設計とする。 

 

(1) 津波防護対象の選定 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則（以下「設置許可基準規則」という。）第五条（津波による損傷の防止）」の

「設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがないも

のでなければならない」との要求は，設計基準対象施設のうち，安全機能を有す

る設備を津波から防護することを要求していることから，津波から防護を検討す

る対象となる設備は，設計基準対象施設のうち安全機能を有する設備（クラス１，

クラス２及びクラス３設備）である。 

また，「設置許可基準規則」の解釈別記３では，津波から防護する設備として，

耐震Ｓクラスに属する設備（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除

く。）が要求されている。 

以上から，津波から防護を検討する対象となる設備は，クラス１，クラス２及

びクラス３設備並びに耐震Ｓクラスに属する設備（津波防護施設，浸水防止設備

及び津波監視設備を除く。）とする。このうち，クラス３設備については，安全

評価上その機能を期待する設備は，津波に対してその機能を維持できる設計とし，

その他の設備は損傷した場合を考慮して，代替設備により必要な機能を確保する

等の対応を行う設計とする。 

これより，津波から防護する設備は，クラス１及びクラス２設備並びに耐震Ｓ

クラスに属する設備（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）

（以下1.5において「設計基準対象施設の津波防護対象設備」という。）とする。 

なお，津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「設置許可基準規則」

の解釈別記３で入力津波に対して機能を十分に保持できることが要求されており，

同要求を満足できる設計とする。 

【別添資料１(1.1)】 

 

(2) 敷地及び敷地周辺における地形，施設の配置等 

津波に対する防護の検討に当たって基本事項となる発電所の敷地及び敷地周辺

における地形，施設の配置等を把握する。 

 

ａ．敷地及び敷地周辺における地形，標高並びに河川の存在の把握 

5条-11
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島根原子力発電所の敷地は，島根半島の中央部，日本海に面した松江市鹿島町

に位置している。 

敷地の地形は，輪谷湾を中心とした半円状であり，敷地周辺の地形は，東西

及び南側の三方向を標高150m程度の高さの山に囲まれ，北側は日本海に面してい

る。 

敷地周辺の河川としては，敷地から南方約２kmに人工河川の佐陀川があり，宍

道湖から日本海に注いでいる。 

敷地は，主にＥＬ.＋8.5m，ＥＬ.＋15.0m及びＥＬ.＋44.0mの高さに分かれてい

る。 
【別添資料１(1.2(1))】 

 

ｂ．敷地における施設の位置，形状等の把握 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画として，ＥＬ.＋15.0mの敷地に原子炉建物，廃棄物処理建物及び制

御室建物を設置し，ＥＬ.＋8.5mの敷地にタービン建物を設置する。屋外設備とし

ては，ＥＬ.＋15.0mの敷地にＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置

し，ＥＬ.＋8.5mの敷地にＡ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を，ＥＬ.＋8.5mの敷地地

下の取水槽床面ＥＬ.＋1.1mに原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機

海水ポンプ（以下1.5において「非常用海水ポンプ」という。）を設置する。また，

非常用取水設備として，取水口及び取水管，ＥＬ.＋8.5mの敷地に取水槽を設置す

る。 

津波防護施設として，日本海及び輪谷湾に面した敷地面に天端高さＥＬ.＋

15.0mの防波壁を設置する。また，防波壁通路に天端高さＥＬ.＋15.0mの防波壁通

路防波扉を設置し，１号炉取水槽の取水管端部（取水管中心：ＥＬ.－4.9m）に流

路縮小工を設置する。 

浸水防止設備として，屋外排水路（ＥＬ.＋2.3m～ＥＬ.＋7.3m）に屋外排水路

逆止弁，取水槽（ＥＬ.＋1.1m～ＥＬ.＋8.8m）に防水壁，水密扉及び床ドレン逆

止弁を設置する。また，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン建

物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に防水壁，水密扉及び床ドレ

ン逆止弁を設置する。地震時に損傷した場合に津波が流入する可能性がある経路

に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配

管を設置する。取水槽，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）及びタービン

建物（復水器を設置するエリア）の貫通部に対して止水処置を実施する。 

津波監視設備として，取水槽の高さＥＬ.－9.3mに取水槽水位計を設置し，２号

炉排気筒のＥＬ.＋64.0m，３号炉北側の防波壁上部（東側・西側）ＥＬ.＋15.0m

の位置に津波監視カメラを設置する。 

敷地内の遡上域の建物・構築物等としては，防波壁外側のＥＬ.＋6.0mの荷揚場

に荷揚場詰所，デリッククレーン，キャスク取扱収納庫等がある。なお，ＥＬ.＋

8.5m盤に建物・構築物等はない。 
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【別添資料１(1.2(2))】 
 

ｃ．敷地周辺の人工構造物の位置，形状等の把握 

港湾施設としては，発電所構内に防波堤を設置しており，その内側には荷揚場

を設けている。 

発電所構外には，西方１km程度に片句（かたく）漁港，発電所西方２km程度に

手結（たゆ）漁港，南西２km程度に恵曇（えとも）漁港，東方３㎞及び４km程度

に御津（みつ）漁港及び大芦（おわし）漁港があり，各漁港には防波堤が設置さ

れている。漁港には船舶・漁船が約200隻あり，発電所周辺では，イカ釣り漁，か

ご漁，サザエ網・カナギ漁等が営まれている。また，発電所から２km程度離れた

位置に海上設置物である定置網の設置海域がある。 

敷地周辺の状況としては，民家，工場等があり，敷地前面海域における通過船

舶としては，海上保安庁の巡視船がパトロールしている。他には発電所から約６

km離れた潜戸（くけど）に小型の船舶による観光遊覧船の航路がある。 

【別添資料１(1.2(3))】 

 

 (3) 入力津波の設定 

入力津波を基準津波の波源から各施設・設備の設置位置において算定される時

刻歴波形として設定する。基準津波による各施設・設備の設置位置における入力

津波の時刻歴波形を第1.5－1図から第1.5－4図に，入力津波高さを第1.5－1表に

示す。日本海東縁部に想定される地震による津波及び海域活断層から想定される

地震による津波の特性は以下のとおりである。 

日本海東縁部に想定される地震による津波は，波源が敷地から600km以上離れ

ており，敷地において最大水位となる時間は地震発生から190分程度であるが，

水位変動量は大きい。また，波源の活動に伴う余震及び地殻変動が敷地に与える

影響は小さい。 

海域活断層から想定される地震による津波は，波源が敷地近傍であり，敷地に

おいて最大水位となる時間は地震発生から５分程度であるが，水位変動量は日本

海東縁部に想定される地震による津波に比べて小さい。また，波源の活動に伴う

余震及び地殻変動については，敷地への影響を考慮する。 

なお，設計において，津波が到達する施設については，津波荷重と余震荷重の

重畳の要否を検討する必要があるが，海域活断層を波源とする水位上昇側の基準

津波が策定されていないことから，海域活断層上昇側最大ケースの津波について

も，入力津波の検討対象とする。 

入力津波の設定に当たっては，津波の高さ，速度及び衝撃力に着目し，各施設・

設備において算定された数値を安全側に評価した値を入力津波高さや速度とし

て設定することで，各施設・設備の構造・機能の損傷に影響する浸水高及び波力・

波圧について安全側に評価する。 
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ａ．水位変動 

入力津波の設定に当たっては，潮位変動として，上昇側の水位変動に対しては

朔望平均満潮位ＥＬ.＋0.58m及び潮位のばらつき0.14mを考慮し，下降側の水位変

動に対しては朔望平均干潮位ＥＬ.－0.02m及び潮位のばらつき0.17mを考慮する。

朔望平均潮位及び潮位のばらつきは発電所構内（輪谷湾）における潮位観測記録

に基づき評価する。 

潮汐以外の要因による潮位変動については，発電所構内（輪谷湾）における約

15年（1995年～2009年）の潮位観測記録に基づき，高潮発生状況（発生確率，台

風等の高潮要因）を確認する。 

なお，発電所最寄りの気象庁潮位観測地点「境」（発電所の敷地東方約23㎞）

は，発電所と同様に日本海に面して潮位計を設置している。当該地点における潮

位観測記録は発電所構内（輪谷湾）における潮位観測記録と大きな差はない。 

高潮要因の発生履歴及びその状況を考慮して，高潮の発生可能性とその程度（ハ

ザード）について検討する。基準津波による基準津波策定位置における水位の年

超過確率は10－4から10－5程度であり，独立事象として津波と高潮が重畳する可能性

は極めて低いと考えられるものの，高潮ハザードについては，プラント運転期間

を超える再現期間100年に対する期待値ＥＬ.＋1.36mと，入力津波で考慮した朔望

平均満潮位ＥＬ.＋0.58mと潮位のばらつき0.14mの合計との差である0.64mを外郭

防護の裕度評価において参照する。 

ｂ．地殻変動 

 地震による地殻変動についても安全側の評価を実施するために，津波波源とな

る地震による地殻変動を考慮するとともに，津波が起きる前に基準地震動Ｓｓの

震源となる敷地周辺の活断層から想定される地震が発生した場合を想定した地殻

変動を考慮する。 

 敷地地盤の地殻変動量は，Mansinha and Smylie(1971)の方法により算定する。 

 津波波源となる地震による地殻変動としては，海域活断層及び日本海東縁部の

津波波源を想定する。海域活断層による地殻変動量は，0.34mの隆起である。日本

海東縁部に想定される地震による津波については，起因となる波源が敷地から十

分に離れており，敷地への地震による地殻変動の影響は十分に小さいため，地殻

変動量を考慮しない。また，基準地震動Ｓｓの震源による地殻変動としては，宍

道断層及び海域活断層を想定する。宍道断層による地殻変動量は，0.02m以下の沈

降であり，敷地への影響が十分小さいことから考慮しない。海域活断層による地

殻変動量は，0.34mの隆起である。なお，津波発生前に基準地震動Ｓｓの震源によ

る地殻変動が発生する場合の検討においては，同一震源による繰り返しの地殻変

動は考慮しない。 

以上のことから，下降側の水位変動に対して安全機能への影響を評価する際に

は，0.34mの隆起を考慮する。 

なお，島根原子力発電所の敷地は日本海側に位置していること，及び2011年東

北地方太平洋沖地震による影響がないことからプレート間地震の影響はない。ま
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た，広域的な余効変動については，基準地震動Ｓｓの評価における検討用地震の

震源において最近地震は発生していないことから，広域的な余効変動は生じてお

らず，津波に対する安全性評価に影響を及ぼすことはない。 

 

ｃ．敷地への遡上に伴う入力津波 

基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域の評価（以下1.5では「数値シミュレー

ション」という。）に当たっては，数値シミュレーションに影響を及ぼす斜面や

道路等の地形とその標高及び伝播経路上の人工構造物の設置状況を考慮し，遡上

域の格子サイズ（最小6.25m）に合わせた形状にモデル化する。 

敷地沿岸域及び海底地形は，海域では一般財団法人 日本水路協会（2008～

2011），深浅測量等による地形データを使用し，陸域では，国土地理院（2014）

等による地形データを使用する。また，取水路・放水路等の諸元及び敷地標高に

ついては，発電所の竣工図等を使用する。 

伝播経路上の人工構造物については，図面を基に数値シミュレーション上影響

を及ぼす構造物を考慮し，遡上・伝播経路の状態に応じた解析モデル，解析条件

が適切に設定された遡上域のモデルを作成する。 

敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっては，敷地前面・側面及び敷地周辺の

津波の侵入角度及び速度並びにそれらの経時変化を把握する。敷地周辺の浸水域

の寄せ波・引き波の津波の遡上・流下方向及びそれらの速度について留意し，敷

地の地形，標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込みを考慮する。 

 

数値シミュレーションに当たっては，遡上及び流下経路上の地盤並びにその周

辺の地盤について，地震に伴う液状化，流動化又は滑りによる標高変化を考慮し

た数値シミュレーションを実施し，遡上波の敷地への到達（回り込みによるもの

を含む。）の可能性について確認する。 

防波壁（東端部）及び防波壁（西端部）は双方とも地山斜面（岩盤）に擦り付

き，これらの地山が津波の敷地への地上部からの到達に対して障壁となっている。

このため，津波防護上の障壁となっている地山及び防波壁と地山斜面との接続箇

所については，地震時及び津波時の健全性について耐震重要施設及び重大事故等

対処施設の周辺斜面と同等の信頼性を有する評価を実施し，津波防護機能を保持

する構造とする。 

また，敷地周辺を流れる河川として，敷地から南方約２kmの位置に佐陀川が存

在するが，発電所とは標高150m程度の山地で隔てられている。この状況から，敷

地への遡上波に影響することはない。 

遡上波の敷地への到達の可能性に係る検討に当たっては，基準地震動Ｓｓに伴

い地形変化及び標高変化が生じる可能性を踏まえ，入力津波高さへの影響を確認

するため，数値シミュレーションの条件として沈下無しの条件に加えて，埋戻土

及び砂礫層に対して揺すり込み及び液状化に伴い地盤を沈下させた条件について

も考慮する。また，防波壁両端部以外の敷地周辺斜面の崩壊による入力津波高さ
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への影響を確認するため，数値シミュレーションの条件として斜面崩壊なしの条

件に加えて，敷地周辺の地滑り地形が判読されている地山の斜面について斜面崩

壊させた条件についても考慮する。さらに，発電所の防波堤については，基準地

震動Ｓｓによる損傷の可能性があることから，数値シミュレーションの条件とし

て防波堤有りの条件に加えて，防波堤がない条件についても考慮する。これらの

条件を考慮した数値シミュレーションを実施し，遡上域や津波水位を保守的に想

定する。 

初期潮位は，ＥＬ.±0.0mとする。朔望平均満潮位（ＥＬ.＋0.58m）及び潮位の

ばらつき（0.14m）は，数値シミュレーションによる津波水位に加えることで考慮

する。 

数値シミュレーション結果を第1.5－5 図に示す。施設護岸及び防波壁で最大を

示した基準津波１（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤なしの条件）の最高水

位分布では，潮位及び潮位のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さＥＬ.＋

8.5mに対して施設護岸及び防波壁でＥＬ.＋11.9mとなっている。一方，海域活断

層上昇側最大ケース（斜面崩壊なし，地盤変状なし，防波堤ありの条件）の最高

水位分布では，潮位及び潮位のばらつきを考慮して，最高水位は，敷地高さＥＬ.

＋8.5mに対して施設護岸及び防波壁でＥＬ.＋4.2mとなっている。したがって，防

波壁等の津波防護施設がない場合は，基準津波１により敷地の一部が遡上域とな

る。このため，津波防護施設である防波壁を設置し，設計基準対象施設の津波防

護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷

地に地上部から津波が到達，流入しない設計とする。 

津波による港湾内の局所的な海面の固有振動の励起について確認するため，湾

口，湾中央，湾奥西，湾奥東及び２号炉取水口の時刻歴波形を比較した。その結

果，湾口から湾奥に向かう津波の伝搬先で水位のピーク値が大きくなり，一部地

点（湾奥東）においては，上昇側のみピーク値の増加が顕著に認められる。これ

らは，湾口から湾奥に向かう津波の伝搬先の水深が浅くなることによる水位の増

幅，海面の固有振動による励起及び隅角部における反射の影響であり，これらの

影響は津波の数値シミュレーションにおいて適切に再現されている。また，津波

監視設備が設置されている取水槽内の水位変動は，取水口位置の水位変動を初期

条件とした管路計算により算定していることから，励起の影響が考慮されている。 

なお，湾奥東の地点のように，ピーク値の増加が顕著に認められる地点があり，

海面の固有振動による励起の可能性が否定できないことから，入力津波の設定に

当たっては，保守的な評価となるよう当該地点における最大の水位を一律に評価

地点（施設護岸又は防波壁）の入力津波高さとして設定している。 

発電所敷地について，その標高の分布と津波の遡上高さの分布を比較すると，

防波壁等の津波防護施設がない場合は，遡上波が敷地に地上部から到達，流入す

る可能性がある。津波防護の設計に使用する入力津波は，敷地及びその周辺の遡

上域，遡上経路の不確かさ及び施設の広がりを考慮して設定するものとする。設

計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物
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及び区画の設置された敷地への地上部からの到達及び流入の防止に係る設計又は

評価に用いる入力津波高さは，施設護岸及び防波壁でＥＬ.＋11.9mとする。 

なお，設計又は評価の対象となる施設等が設置される敷地は，日本海及び輪谷

湾に面して，堅固な地盤上にＥＬ.＋15.0mの防波壁を設置しており，地震による

沈下は想定されず，津波が敷地へ到達する可能性はない。一方，防波壁前面に存

在する埋戻土は地震時に沈下する可能性があるため，防波壁前面（荷揚場）の地

震による沈下を想定した数値シミュレーションを実施した。その結果，入力津波

高さに影響がないことを確認したことから，防波壁前面（荷揚場）の地震による

沈下を考慮しない。 

 

ｄ．取水路・放水路等の経路からの流入に伴う入力津波 

取水路・放水路等からの流入に伴う入力津波は，流入口となる港湾内における

津波高さについては，上記ａ．及びｂ．に示した事項を考慮し，上記ｃ．に示し

た数値シミュレーションにより安全側の値を設定する。また，取水路及び放水路

内における津波高さについては，各水路の特性を考慮した水位を適切に評価する

ため，開水路及び管路において非定常管路流の連続式及び運動方程式を使用し，

上記の港湾内における津波高さの時刻歴波形を入力条件として管路解析を実施す

ることにより算定する。その際，取水口から取水槽に至る系並びに放水口から放

水槽に至る系をモデル化し，管路の形状，材質及び表面の状況に応じた損失を考

慮するとともに，貝付着の有無及びポンプの稼働有無を不確かさとして考慮した

計算条件とし，安全側の値を設定する。 

なお，非常用海水ポンプの取水性を確保するため，発電所を含む地域に大津波

警報が発表された場合，循環水ポンプを停止する運用を定める。このため，日本

海東縁部に想定される地震による津波の取水路の入力津波高さの設定に当たって

は，水位の評価は循環水ポンプの停止を前提として実施する。 

また，１号炉取水槽に流路縮小工を設置することから，１号炉循環水ポンプの

停止を前提とする。  

【別添資料１(1.4～1.6)】 

 

1.5.1.2  敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

津波防護の基本方針は，以下の(1)から(5)のとおりである。 

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。下記(3)に

おいて同じ。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波

による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また，取水路・

放水路等の経路から流入させない設計とする。 

【別添資料１(2.2)】 

 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水によ

る浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止できる設計とする。 
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【別添資料１(2.3)】 

 

(3) 上記２方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及

び区画については，浸水防護をすることにより，津波による影響等から隔離可

能な設計とする。 

【別添資料１(2.4)】 

 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止できる設

計とする。 

【別添資料１(2.5)】 

 

 

(5) 津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計

とする。 

【別添資料１(2.6)】 

 

敷地の特性に応じた津波防護としては，基準津波による遡上波を地上部から到

達又は流入させない設計とするため，数値シミュレーションに基づき，外郭防護

として防波壁及び防波壁通路防波扉を設置する。 

また，取水路，放水路等の経路から津波を流入させない設計とするため，外郭

防護として，１号炉取水槽に流路縮小工，屋外排水路に屋外排水路逆止弁，２号

炉取水槽に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置する。また，取水槽及び屋

外配管ダクト（タービン建物～放水槽）の貫通部に対して止水処置を実施する。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

建物及び区画については，津波による影響等から隔離可能な設計とするため，内

郭防護として，タービン建物（復水器を設置するエリア）と浸水防護重点化範囲

との境界に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施

する。また，地震により損傷した場合に浸水防護重点化範囲へ津波が流入する可

能性がある経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持す

るポンプ及び配管を設置する。 

地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把握するため，津波

監視設備として，取水槽に取水槽水位計を，２号炉排気筒及び３号炉北側の防波

壁上部（東側・西側）に津波監視カメラを設置する。 

津波防護対策の設備分類と設置目的を第1.5－2表に示す。また，敷地の特性に

応じた津波防護の概要を第1.5－6図に示す。 

【別添資料１(2.1)】 

 

1.5.1.3 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 
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  設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する

原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理建物はＥＬ.＋15.0mの敷地に設置してい

る。また，タービン建物はＥＬ.＋8.5mの敷地に設置している。 

屋外には，ＥＬ.＋15.0mの敷地にＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

を設置するエリア及び屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建

物）を設置しており，ＥＬ.＋8.5mの敷地にＡ－非常用ディーゼル発電機（燃料

移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリ

ア，排気筒を設置するエリア及び屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒，ター

ビン建物～放水槽）を設置している。また，ＥＬ.＋8.5mの敷地地下の取水槽に

非常用海水ポンプを設置している。 

このため，高潮ハザードの再現期間100年に対する期待値を踏まえた潮位を考

慮した上で，施設護岸又は防波壁における入力津波高さＥＬ.＋11.9mに対して，

天端高さＥＬ.＋15.0mの防波壁及び防波壁通路防波扉を設置することにより，津

波が到達，流入しない設計とする。 

また，遡上波の地上部からの到達，流入の防止として，地山斜面を活用する。

地山斜面は，防波壁の高さＥＬ.＋15.0m以上の安定した岩盤とし，地震時及び津

波時においても津波防護機能を十分に保持する構造とする。 

【別添資料１(2.2.1)】 

 

(2) 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

敷地へ津波が流入する可能性のある経路としては，取水路，放水路及び屋外排

水路が挙げられる。これらの経路を第1.5－3表，取水路及び放水路の縦断図を第

1.5－7図に示す。 

特定した流入経路から，津波が流入する可能性について検討を行い，取水路，

放水路等の経路からの流入に伴う入力津波高さ及び高潮ハザードの再現期間100

年に対する期待値を踏まえた潮位に対しても，十分に余裕のある設計とする。 

特定した流入経路から，津波が流入することを防止するため，津波防護施設と

して，１号炉取水槽に流路縮小工を設置する。また，浸水防止設備として，屋外

排水路に屋外排水路逆止弁，２号炉取水路の取水槽除じん機エリア天端開口部に

防水壁及び水密扉を，２号炉取水槽床面開口部に床ドレン逆止弁を設置し，２号

炉取水槽除じん機エリアと取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクト及び２号炉取水槽除じ

ん機エリアと２号炉取水槽海水ポンプエリア並びに２号炉放水槽と屋外配管ダ

クト（タービン建物～放水槽）との貫通部に対して止水処置を実施する。また，

２号炉の取水路及び放水路に接続する配管については，内包する流体に対するバ

ウンダリが形成されており，津波の流入経路とならない。なお，１号炉及び３号

炉の取水路及び放水路の天端開口高さは，入力津波高さ以上であり，津波の流入

経路とならない。 

これらの浸水対策の概要について，第1.5－8図～第1.5－10図に示す。 

また，浸水対策の実施により，特定した流入経路からの津波の流入防止が可能
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であることを確認した結果を第1.5－4表に示す。 

上記のほか，１号炉放水連絡通路については，コンクリート及び埋戻土により

埋め戻しを行うため，津波の流入経路とならない。 

なお，２号炉放水路の循環水系配管の貫通部は，コンクリート巻立てによる密

着構造となっていることから津波が流入することはない。 

 

【別添資料１(2.2.2)】 

 

1.5.1.4 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

(1) 漏水対策 

取水・放水施設，地下部等における漏水の可能性を検討した結果，取水槽海水

ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアには，床ドレン逆止弁を設置してお

り，入力津波高さが逆止弁を設置している床面の高さを上回り，当該部で漏水が

継続する可能性がある。 

取水槽海水ポンプエリアには重要な安全機能を有する非常用海水ポンプが設

置されていることから，取水槽海水ポンプエリアを漏水が継続することによる浸

水の範囲（以下1.4において「浸水想定範囲」という。）として想定する。 

また，取水槽循環水ポンプエリアには重要な安全機能を有する非常用海水系の

配管等が設置されていることから，浸水想定範囲として想定する。 

   取水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽

循環水ポンプエリア床面における漏水の可能性を検討した結果，床面における

開口部等として挙げられる海水ポンプのグランド部及び雨水排水口について，

グランド部に対しては，パッキンやボルトによるシール等の設計上の配慮を，

雨水排水口については，床ドレン逆止弁を設置する設計上の配慮を施しており，

漏水による浸水経路とならない。 

   なお，各海水ポンプのグランドドレンはグランドドレン配管を取水槽循環水

ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリア内に開放し，床ドレン逆止弁を経由

した排水とすることから，漏水による浸水経路とならない。 

以上より，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

を内包する建物及び区画への漏水による浸水の可能性はない。 

【別添資料1（2.3(1)）】 

 

 (2) 安全機能への影響確認 

取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアには，重要な安全機

能を有する屋外設備である非常用海水ポンプ及び非常用海水系の配管等が設置

されているため，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアを防

水区画化する。なお，取水槽循環水ポンプエリア内に浸水により機能喪失する

設備が無いことを確認した。 

上記(1)より，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除
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く。）を内包する建物及び区画への漏水による浸水の可能性はないが，取水槽

床ドレン逆止弁に津波が到達した場合に，漏水が発生することを考慮し，各浸

水想定範囲における浸水を仮定する。その上で，重要な安全機能を有する非常

用海水ポンプについて，漏水による取水槽海水ポンプエリアにおける浸水量を

評価し，安全機能への影響がないことを確認する。浸水想定範囲ごとに防水区

画化するエリアを整理した一覧を第1.5－5表に，浸水想定範囲を第1.5－11図に

防水区画化の範囲を第1.5－12図に示す。 
また，取水槽循環水ポンプエリアに隣接する取水槽海水ポンプエリアへの浸

水の影響を評価し，安全機能への影響がないことを確認する。 

 

【別添資料1（2.3(2)）】 

 

(3) 排水設備設置の検討 

上記(2)において浸水想定範囲のうち重要な安全機能を有する非常用海水ポ

ンプが設置されている取水槽海水ポンプエリアで長期間浸水することが想定さ

れる場合は，排水設備を設置する。 

【別添資料1（2.3(3)）】 

 

 

1.5.1.5 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画の隔離 

（内郭防護） 

(1) 浸水防護重点化範囲の設定 

浸水防護重点化範囲として，原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア），廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア，屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子

炉建物，タービン建物～排気筒及びタービン建物～放水槽），Ａ－非常用ディー

ゼル発電機（燃料移送系），Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアを

設定する。 

【別添資料1（2.4.1）】 

 

(2) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震による溢水の影

響も含めて確認を行い，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸

水口を特定し，浸水対策を実施する。 

具体的には，タービン建物（復水器を設置するエリア）において発生する地震

による循環水系配管等の損傷箇所からの津波の流入等が，浸水防護重点化範囲

（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），原子炉建物，取水槽
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循環水ポンプエリア）へ影響することを防止するため，浸水防護重点化範囲の境

界に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。

また，地震時に損傷した場合に浸水防護重点化範囲へ津波が流入する可能性があ

る経路に対して，隔離弁を設置するとともに，バウンダリ機能を保持するポンプ

及び配管を設置する。 

なお，溢水の拡大防止対策として設置するインターロック（循環水ポンプの停

止，循環水ポンプ出口弁の閉止及び復水器水室出入口弁の閉止）についても，影

響評価において考慮する。 

実施に当たっては，以下ａ．からｆ．の影響を考慮する。 

 

ａ．地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷設する循環水

系配管の伸縮継手を含む低耐震クラス機器及び配管の損傷により，保有水が溢

水するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循環水系配管等に流れ込み，循

環水系配管等の損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置するエリア）

に流入することが考えられる。 

このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）内に流入した海水によ

るタービン建物（復水器を設置するエリア）に隣接する浸水防護重点化範囲（タ

ービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），原子炉建物及び取水槽

循環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

 

ｂ．地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に敷

設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷に

より，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽からタービン補機

海水系配管等の損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア）に流入することが考えられる。 

このため，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に流入し

た海水による浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア），原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価す

る。 

 

ｃ．地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアの循環水系配管の伸縮継手を含む

低耐震クラス機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が

取水槽から循環水系配管等に流れ込み，循環水系配管等の損傷箇所を介して，

取水槽循環水ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，取水槽循環水ポンプエリア内に流入した海水による浸水防護重点

化範囲（取水槽循環水ポンプエリア，取水槽海水ポンプエリア及びタービン建

物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア））への影響を評価する。 

 

ｄ．地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配管
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等を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するととも

に，津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，取水槽海水ポンプエリア内に流入した海水による浸水防護重点化

範囲（取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評

価する。 

 

ｅ．地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影

響について評価する。 

 

ｆ．地震に起因する屋外タンク等の損傷による溢水が，浸水防護重点化範囲へ与

える影響について評価する。 

【別添資料１(2.4.2)】 

 

(3) 上記(2)ａ．からｆ．の浸水範囲及び浸水量については，以下のとおり安全

側の想定を実施する。 

 

ａ．タービン建物（復水器を設置するエリア）における機器・配管の損傷によ

る津波，溢水等の事象想定 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水については，循環水

系配管伸縮継手の全円周状の破損を含む低耐震クラス機器及び配管の損傷を

想定する。このため，インターロック（地震大による原子炉スクラム及びター

ビン建物の漏えい信号で作動）により循環水ポンプが停止し，循環水ポンプ出

口弁及び復水器水室出入口弁が閉止するまでの間に生じる溢水量並びにター

ビン補機海水系を含む低耐震クラス機器及び配管の損傷による保有水の溢水

量を合算した水量が，同エリアに滞留するものとして浸水水位を算出する。 

なお，循環水系及びタービン補機海水系に設置するインターロックによって，

津波の襲来前に循環水ポンプ出口弁，復水器水室出口弁及びタービン補機海水

ポンプ出口弁を閉止することにより，津波の流入を防止できるため，津波の流

入は考慮しない。 

 

ｂ．タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における機器・配

管の損傷による津波，溢水等の事象想定 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の低耐震クラスであ

るタービン補機海水系配管等の損傷により，津波が損傷箇所を介してタービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に流入することを防止するため，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対して配管のバウンダリ機能を保持する。また，

タービン補機海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理系配管に隔離弁（逆

止弁）を設置することにより，津波の流入は考慮しない。 
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ｃ．取水槽循環水ポンプエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等

の事象想定 

取水槽循環水ポンプエリアの低耐震クラスである循環水系配管伸縮継手の

全円周状の破損を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，津波が損傷

箇所を介して取水槽循環水ポンプエリアに流入することを防止するため，基準

地震動Ｓｓによる地震力に対してポンプ及び配管のバウンダリ機能を保持す

る。また，タービン補機海水ポンプ出口弁にインターロックによる弁閉止対策

を実施する（電動弁）ことにより，津波の流入は考慮しない。 

 

ｄ．取水槽海水ポンプエリアにおける機器・配管の損傷による津波，溢水等の

事象想定 

取水槽海水ポンプエリアの低耐震クラスであるタービン補機海水系配管等

の損傷により，津波が損傷箇所を介して取水槽海水ポンプエリアに流入するこ

とを防止するため，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してポンプ及び配管のバ

ウンダリ機能を保持することから津波の流入は考慮しない。 

 

ｅ．機器・配管の損傷による津波流入量の考慮 

上記ａ．における循環水系配管の損傷については，津波が襲来する前に循環

水ポンプを停止し，循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁を閉止するイン

ターロックを設け，津波を流入させない設計とすることから，津波の浸水量は

考慮しない。 

また，タービン補機海水系配管の損傷については，津波が襲来する前にター

ビン補機海水ポンプ出口弁を閉止するインターロックを設け，津波を流入させ

ない設計とすることから，津波の浸水量は考慮しない。 

上記ｂ．におけるタービン補機海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理

系配管については，隔離弁（逆止弁）を設置し，隔離弁（逆止弁）から放水槽

までの範囲は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を保持し，

津波を流入させない設計とすることから，津波の浸水量は考慮しない。 

また，原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配

管（放水配管）については，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ

機能を保持し，津波を流入させない設計とすることから，津波の浸水量は考慮

しない。 

上記ｃ．における取水槽循環水ポンプエリアの循環水系配管（伸縮継手部含

む）は基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を保持し，津波を

流入させない設計とすることから，津波の浸水量は考慮しない。また，タービ

ン補機海水系配管の損傷については，津波が襲来する前にタービン補機海水ポ

ンプ出口弁を閉止するインターロックを設け，津波を流入させない設計とする

ことから，津波の浸水量は考慮しない。 
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上記ｄ．における取水槽海水ポンプエリアのタービン補機海水系及び除じん

系のポンプ及び配管は基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能

を保持し，津波を流入させない設計とすることから，津波の浸水量は考慮しな

い。バウンダリ機能を保持する機器，配管及び隔離弁（電動弁，逆止弁）の設

置箇所の概要を第 1.5－13図に示す。 

 

ｆ．機器・配管等の損傷による内部溢水の考慮 

上記ａ．，ｂ．，ｃ．及びｄ．における機器・配管等の損傷による浸水範囲，

浸水量については，内部溢水等の事象想定も考慮して算定する。 

 

ｇ．地下水の流入量の考慮 

地下水の流入については，別途実施する「1.7 溢水防護に関する基本方針」

の影響評価において，地震時の地下水排水ポンプの停止により建物周囲の水位

が地表面まで上昇することを想定し，建物外周部における貫通部止水処置等を

実施して建物内への流入を防止する設計としている。このため，地下水による

浸水防護重点化範囲への有意な影響はない。なお，地下水位低下設備について

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して耐震性を確保する設計とする。 

地震による建物の地下階外壁の貫通部等からの流入については，浸水防護重

点化範囲の評価に当たって，地下水の影響を安全側に考慮する。 

 

ｈ．屋外タンク等の損傷による溢水等の事象想定 

屋外タンクの損傷による溢水については，別途実施する「1.7 溢水防護に関

する基本方針」の影響評価における，地震時の屋外タンクの溢水により建物周

囲が浸水することを想定した場合に対し，原子炉建物，廃棄物処理建物及びＢ

－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリアの各扉付近の開口

部の下端高さが高い位置にあること，Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送

系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置

するエリアについては，防水壁及び水密扉を設置することにより，屋外の溢水

による浸水防護重点化範囲への影響はない。 

なお，タービン建物については，外壁にある扉付近の水位が扉の設置位置を

超えるが，開口部下端高さを超える水位の継続時間が短く，流入する溢水は少

量であり，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の溢水を貯

留できる空間容積より十分小さいことから，屋外の溢水による浸水防護重点化

範囲への影響はない。 

  

ｉ.施設・設備施工上生じうる隙間部等についての考慮 

津波及び溢水により浸水を想定するタービン建物と隣接する原子炉建物及

び取水槽循環水ポンプエリアの地下部の境界において，施工上生じうる建物間

等の隙間部には止水処置を行い，浸水防護重点化範囲への浸水を防止する設計
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とする。 

【別添資料1（2.4.2）】 

 

1.5.1.6 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

(1) 非常用海水ポンプの取水性 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水ポンプが機能保持でき，かつ，

冷却に必要な海水が確保できる設計とする。 

基準津波による水位の低下に伴う取水路の特性を考慮した非常用海水ポンプ

位置の評価水位を適切に算定するため，開水路及び管路において非定常管路流の

連続式及び運動方程式を用いて管路解析を実施する。 

その際，取水口から取水槽に至る経路をモデル化し，管路の形状，材質及び表

面の状況に応じた摩擦損失，貝付着を考慮するとともに，防波堤の有無及び潮位

のばらつきの加算により安全側に評価した値を用いる。 

以上の解析から，基準津波による下降側水位をＥＬ.－8.4m（ＥＬ.－8.31m）

と評価した。この評価水位に対して非常用海水ポンプの取水可能水位は，原子炉

補機海水ポンプはＥＬ.－8.32m，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプはＥＬ.－

8.85mであり，余裕がないため，発電所を含む地域に大津波警報が発令された際

には，津波到達予想時刻の５分前までに循環水ポンプを停止する運用を整備する。 

以上の結果，基準津波による下降側水位はＥＬ.－6.5mとなるため，非常用海

水ポンプの取水機能を維持できる。 

【別添資料1（2.5.1）】 

 

(2) 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認 

基準津波による水位変動に伴う海底の砂移動・堆積及び漂流物に対して，取水

口，取水管及び取水槽の通水性が確保できる設計とする。 

また，基準津波による水位変動に伴う浮遊砂等の混入に対して非常用海水ポン

プは機能保持できる設計とする。 

 

ａ．砂移動・堆積の影響 

取水口は，取水口呑口下端がＥＬ.－12.5mであり，海底面ＥＬ.－18.0mより

5.5m高い位置にある。 

また，取水槽の底面の高さはＥＬ.－9.8mであり，非常用海水ポンプの吸込

み下端(ＥＬ.－9.3m)から取水槽底面までは0.5mの距離がある。 

これに対して，砂移動解析を実施した結果，基準津波による砂移動に伴う取

水口付近における砂の堆積厚さは0.02mであり，砂の堆積によって，取水口が閉

塞することはない。また，取水槽における砂の堆積厚さは0.001m未満であり，

非常用海水ポンプへの影響はなく機能は保持できる。 

【別添資料1（2.5.2(1)）】 
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ｂ．非常用海水ポンプへの浮遊砂の影響 

非常用海水ポンプは，取水時に浮遊砂の一部が軸受潤滑水としてポンプ軸受

に混入したとしても，非常用海水ポンプの軸受に設けられた異物逃がし溝（原

子炉補機海水ポンプ：3.5mm，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ：3.5mm）から

排出される構造とする。 

これに対して，発電所周辺の砂の粒径は0.3mm（全測定地点の平均粒径（50％

通過質量百分率粒径）の最小値）であり，粒径数ミリメートル以上の砂はごく

わずかであることに加えて，粒径数ミリメートル以上の砂は浮遊し難いもので

あることを踏まえると，大きな粒径の砂はほとんど混入しないと考えられ，砂

混入に対して非常用海水ポンプの取水機能は保持できる。 

【別添資料1（2.5.2(2)）】 

 

ｃ．漂流物の取水性への影響 

(a) 漂流物の抽出方法 

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出するため，発電所敷地外につい

ては，基準津波の数値シミュレーション結果を踏まえ発電所周辺約５kmの範囲

を，敷地内については，遡上域となる防波壁の外側を網羅的に調査する。 

設置物については，地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊させた上で，浮

力計算により漂流するか否かの検討を行う（第1.5－14図）。 

 

(b) 抽出された漂流物となる可能性のある施設・設備の影響確認 

基準津波の数値シミュレーション結果によると，日本海東縁部に想定される

地震による津波については，防波壁の外側は遡上域となる。 

このため，基準地震動Ｓｓによる液状化等に伴う敷地の変状，潮位のばらつ

き（0.14m）も考慮し，基準津波により漂流物となる可能性のある施設・設備

が，非常用海水ポンプの取水性に影響を及ぼさないことを確認する。 

この結果，発電所敷地内で漂流し，取水口に到達する可能性があるものとし

て，キャスク取扱収納庫，荷揚場詰所の壁材（ＡＬＣ版）等が挙げられるが，

取水口が深層取水方式であること及び取水口は十分な通水面積を有している

ことから，取水性への影響はない。 

発電所敷地内で漂流し，取水口に到達する可能性があるものとして，上記漂

流物のほかに港湾施設点検用等の作業船及び発電所の荷揚場に停泊する燃料

等輸送船，貨物船等の船舶がある。 

港湾施設点検用等の作業船は，津波警報等発令時には，緊急退避するため，

日本海東縁部に想定される地震による津波が発生する場合は，漂流することは

なく，取水性への影響はない。 

また，海域活断層から想定される地震による津波が発生する場合は，緊急退

避できない可能性があるが，取水口が深層取水方式であること及び取水口は十

分な通水面積を有していることから，取水性への影響はない。 
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発電所の荷揚場に停泊する燃料等輸送船，貨物船等の船舶については，津波

警報等発令時には，緊急退避するため，日本海東縁部に想定される地震による

津波が発生する場合は，漂流することはなく，取水性への影響はない。 

また，停泊時には係留することとし，緊急退避が困難な到達の早い海域活断

層から想定される地震による津波が発生する場合は，係留により漂流させない

設計とすることから，取水性に影響はない。 

発電所敷地外で漂流し，取水口に到達する可能性があるものは，発電所近傍

で航行不能となった漁船，周辺漁港周辺の家屋，工場等が挙げられるが，発電

所近傍で航行不能となった漁船については取水口が深層取水方式であること

及び取水口は十分な通水面積を有していること，周辺漁港周辺の家屋，工場等

については，設置位置及び流向を考慮した結果，取水口に到達しないと評価し

ていることから，取水性への影響はない。 

発電所近傍を通過する定期船に関しては，発電所から約６㎞離れた位置に観

光遊覧船の航路があるが，半径５km以内の敷地前面海域にないことから発電所

に対する漂流物とならない。 

発電所の防波堤については，地震により損傷する可能性があるが，防波堤設

置位置から２号炉の取水口まで約340mの距離があること及び防波堤の主たる

構成要素は１t以上の質量があることから，２号炉の取水口に到達することは

ない。 

なお，津波防護施設に対する衝突荷重として考慮する漂流物として，外海に

面する津波防護施設に対しては作業船（総トン数10トン）及び漁船（総トン数

10トン）を，輪谷湾内に面する津波防護施設に対しては，荷揚場設備（キャス

ク取扱収納庫約4.3t），作業船（総トン数10トン）及び漁船（総トン数３トン）

を選定する。また，上記漂流物のうち漁船については，操業区域及び航行の不

確かさがあり，不確かさを考慮した漂流物として周辺漁港の最大の漁船（総ト

ン数19トン）を考慮する。また，施設護岸から500m以遠で操業及び航行する漁

船（最大：総トン数19トン）については，漂流物となった場合においても津波

防護施設に到達する可能性は十分に小さいが，仮に500m以遠から津波防護施設

に衝突する漂流物として考慮する。 

衝突荷重が作用する位置は，津波防護施設全線において安全側に，入力津波

高さに高潮ハザードの裕度を加えた高さを用いる。なお，海域活断層から想定

される地震による津波においては，入力津波高さ以下の防波壁の部位において

も漂流物が衝突するものとして考慮する。 

除じん装置については，基準津波の流速に対し，十分な強度を有しているた

め，損傷することはなく漂流物とはならないことから，取水性に影響を及ぼさ

ないことを確認している。 

上記(a)，(b)については，継続的に発電所敷地内及び敷地外の人工構造物の

設置状況の変化を確認し，漂流物の取水性への影響を確認する。  

【別添資料1（2.5.2(3)）】 
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1.5.1.7 津波監視 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に把握するととも

に，津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確実に確保するために，津波監視設

備を設置する。 

津波監視設備として，津波監視カメラ及び取水槽水位計を設置する。 

津波監視カメラは地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的に把

握するため，津波及び漂流物の影響を受けない２号炉排気筒及び３号炉北側の防

波壁上部（東側・西側）に設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計とする。 

取水槽水位計は，非常用海水ポンプの取水性を確保するために，基準津波の下

降側の取水槽水位の監視を目的に，津波及び漂流物の影響を受けにくい防波壁内

側の取水槽海水ポンプエリアに設置し，津波監視機能が十分に保持できる設計と

する。 

また，津波監視設備は，基準地震動Ｓｓに対して，機能を喪失しない設計とす

る。設計に当たっては，その他自然現象（風，積雪等）による荷重との組合せを

適切に考慮する。 

 

(1) 津波監視カメラ 

津波監視カメラは，２号炉排気筒のＥＬ.＋64.0m及び３号炉北側の防波壁上部

（東側・西側）ＥＬ.＋15.0mに設置し，昼夜問わず監視できるよう赤外線撮像機

能を有したカメラを用い，中央制御室から監視可能な設計とする。 

 

(2) 取水槽水位計 

取水槽水位計は，取水槽の高さＥＬ.－9.3mに設置し，水位上昇側及び下降側

の津波高さを計測できるよう，ＥＬ.＋10.7m～ＥＬ.－9.3mを測定範囲とし，中

央制御室から監視可能な設計とする。 

【別添資料 1（2.6）】
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第 1.5－1表(1) 島根原子力発電所の入力津波高さ一覧(日本海東縁部)  

因子 設定位置
基準
津波

地形変化
(防波堤)

潮位変動
地震による
地殻変動

管路状態 設定位置に
おける評価値
(EL. m)

（参考）
許容津波高さ
(EL. m)

朔望平均

潮位(m)

潮位の

ばらつき(m) 貝付着
ポンプ
状態

遡上域

最高水位
施設護岸又は防波壁 1 無し

EL.+0.58 EL.＋0.14 無し

管路解析

対象外
+11.9 +15.0

水路内
最高水位

1号炉取水槽 １ 無し 無し 停止 +7.0※1 +8.8

2号炉取水槽 １ 無し 無し 停止 +10.6 +11.3

3号炉取水槽 １ 無し 無し 停止 +7.8 +8.8

3号炉取水路点検口 １ 無し 無し 停止 +6.4 +9.5

1号炉放水槽 １ 有り 無し 停止 +4.8 +8.8

1号炉冷却水排水槽 １ 有り 無し 停止 +4.7 +8.5

1号炉マンホール １ 有り 無し 停止 +4.8 +8.5

1号炉放水接合槽 １ 有り 無し 停止 +3.5 +9.0

2号炉放水槽 １ 有り 無し 停止 +7.9 +8.8

2号炉放水接合槽 １ 無し 無し 停止 +6.1 +8.0

3号炉放水槽 ５ 無し 無し 停止 +7.3 +8.8

3号炉放水接合槽 ５ 無し 無し 停止 +6.5 +8.5

取水口
最低水位

2号炉取水口 6 無し

EL.-0.02 EL.－0.17 隆起0.34m
を考慮

管路解析
対象外 -6.5 -12.5

水路内

最低水位
2号炉取水槽 6 無し

有り 運転
-8.4

[-8.31]
-8.3

[-8.32]
無し 停止 -6.1※2

※1 流路縮小工を設置して評価している。なお，流路縮小工設置前の水位は，EL.＋9.2mである。
※2 2号炉取水槽における水路内最低水位は，循環水ポンプ運転状態のEL.－8.4m(EL.－8.31m)であるため，2.5.1「非常用海水冷却系の取水性」に示す循環水ポンプ停止運用を踏まえ，停

止時を評価値とする。  

 

 

第 1.5－1表(2) 島根原子力発電所の入力津波高さ一覧(海域活断層) 

因子 設定位置
基準
津波

地形変化
(防波堤)

潮位変動
地震による
地殻変動

管路状態 設定位置に
おける評価値
(EL. m)

（参考）
許容津波高さ
(EL. m)

朔望平均

潮位(m)
潮位の

ばらつき(m) 貝付着
ポンプ
状態

遡上域

最高水位
施設護岸又は防波壁

海域活
断層
上昇側
最大
ケース

有り

EL.+0.58 EL.＋0.14 無し

管路解析

対象外
+4.2 +15.0

水路内
最高水位

1号炉取水槽 ４ 有り 無し 停止 +2.7※ +8.8

2号炉取水槽 4 無し 無し 停止 +4.9 +11.3

3号炉取水槽 4 有り 無し 停止 +3.7 +8.8

3号炉取水路点検口 4 有り 無し 停止 +2.7 +9.5

1号炉放水槽 4 無し 無し 停止 +2.1 +8.8

1号炉冷却水排水槽 4 無し 無し 停止 +1.9 +8.5

1号炉マンホール 4 無し 無し 停止 +1.8 +8.5

1号炉放水接合槽 4 無し 無し 停止 +1.9 +9.0

2号炉放水槽 4 無し 有り 運転 +4.2 +8.8

2号炉放水接合槽 4 有り 有り 運転 +2.8 +8.0

3号炉放水槽 4 有り 無し 停止 +3.3 +8.8

3号炉放水接合槽 4 有り 無し 停止 +3.5 +8.5

取水口
最低水位

2号炉取水口 4 無し

EL.-0.02 EL.－0.17 隆起0.34m
を考慮

管路解析
対象外 -4.3 -12.5

水路内
最低水位

2号炉取水槽 4 無し 無し 運転 -6.5 -8.3

※ 流路縮小工を設置して評価している。なお，流路縮小工設置前の水位は，EL.＋3.8mである。  
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第1.5－2表 津波防護対策の設備分類と設置目的 

津波防護対策 設備分類 設置目的 

防波壁 
津波防護施設 

・津波が地上部から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 防波壁通路防波扉 

屋外排水路逆止弁 浸水防止設備 
・津波が屋外排水路から敷地へ到達，流入

することを防止する。 

取
水
槽 

流路縮小工(1号炉)  津波防護施設 
・津波が取水路から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 
防水壁 

浸水防止設備 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

・津波が取水路から取水槽海水ポンプエリ

ア及び取水槽循環水ポンプエリアへ到達，

流入することを防止する。 

貫通部止水処置 

・津波が取水槽除じん機エリアから敷地へ

到達，流入すること及び取水槽海水ポンプ

エリアへ流入することを防止する。 

隔離弁， 

機器及び配管 

・地震による取水槽内の海水系機器の損傷

箇所を介しての津波の流入に対して浸水防

護重点化範囲への浸水を防止する。 

タ
ー
ビ
ン
建
物
他 

防水壁 

・地震によるタービン建物内の循環水系配

管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び

損傷個所を介しての津波の流入に対して浸

水防護重点化範囲への浸水を防止する。 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

貫通部止水処置 

隔離弁，配管 

放
水
槽 

貫通部止水処置 
・津波が放水槽からタービン建物へ流入す

ることを防止する。 

津波監視カメラ 

津波監視設備 
・敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，

その影響を俯瞰的に把握する。 
取水槽水位計 

 

【別添資料 1（第 2.1－1表）】 
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第 1.5－3表 流入経路特定結果 

流入経路 流入箇所 

取水路 

２号炉 

 

除じん機エリア天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

海水ポンプエリア貫通部(ＥＬ.＋8.8m) 

取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクト貫通部(ＥＬ.＋8.8m) 

床面開口部(ＥＬ.＋1.1m) 

循環水系 循環水系ポンプ（据付部含む）及び配管(ＥＬ.＋1.1m)※１ 

海水系 

原子炉補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管(ＥＬ.＋

1.1m) ※１ 

高圧炉心スプレイ補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管

(ＥＬ.＋1.1m) ※１ 

タービン補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管(ＥＬ.

＋1.1m) ※１ 

除じんポンプ（据付部含む）及び配管(ＥＬ.＋1.1m) ※１ 

１号炉 取水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

３号炉 
取水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

取水路点検口天端開口部(ＥＬ.＋9.5m) 

放水路 

２号炉 

 

放水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

放水接合層天端開口部(ＥＬ.＋8.0m) 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）貫通部(ＥＬ.＋

2.0m) 

循環水系 循環水系配管（ＥＬ.－2.8m）※２ 

海水系 
原子炉補機海水系配管（ＥＬ.＋2.3m）※２ 

タービン補機海水系配管（ＥＬ.＋3.3m）※２ 

排水管 液体廃棄物処理系配管（ＥＬ.＋4.3m）※２ 

１号炉 

放水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

冷却水排水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.5m) 

マンホール天端開口部(ＥＬ.＋8.5m) 

放水接合層天端開口部(ＥＬ.＋9.0m) 

３号炉 
放水槽天端開口部(ＥＬ.＋8.8m) 

放水接合層天端開口部(ＥＬ.＋8.5m) 

屋外排水路 屋外排水路（ＥＬ.＋2.7～＋7.3m） 

※１ 施設，設備を設置した床面高さを記載 

※２ 放水槽への接続高さを記載 

 

【別添資料 1（2.2.2）】
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第1.5－5表 浸水想定範囲と防水区画化するエリア 

 

浸水想定範囲 防水区画化するエリア 

循環水ポンプを設置するエリア 

（取水槽循環水ポンプエリア） 

原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心

スプレイ補機海水ポンプを設置す

るエリア 

（取水槽海水ポンプエリア） 

原子炉補機海水ポンプ，高圧炉心スプレ

イ補機海水ポンプを設置するエリア 

（取水槽海水ポンプエリア） 

循環水ポンプを設置するエリア 

（取水槽循環水ポンプエリア） 
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5条-35

37



 

 

 

 

 

 

 

 

 

※最大水位上昇量 11.13m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL+11.9m 

施設護岸又は防波壁（入力津波１，防波堤無し） 

 

 

１号炉取水槽（入力津波１，防波堤無し） 
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第 1.5－1図(1) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：日本海東縁部） 
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３号炉取水路点検口（入力津波１，防波堤無し） 
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第 1.5－1図(2) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：日本海東縁部）
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１号炉放水接合槽（入力津波１，防波堤有り） 
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第 1.5－1図(3) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：日本海東縁部）
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３号炉放水接合槽（入力津波５，防波堤無し） 

 

 

※最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号炉取水口（入力津波６，防波堤無し）※下降側 

 

 

※最大水位下降量-7.97m-地殻変動量 0.34m≒EL-8.4m 

２号炉取水槽（入力津波６，防波堤無し）※下降側 ポンプ運転時 

 

 
※最大水位下降量-5.67m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.1m 

２号炉取水槽（入力津波６，防波堤無し）※下降側 ポンプ停止時 
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第 1.5－1図(4) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：日本海東縁部） 

【別添資料 1（第 1.6－2－1図）】
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３号炉放水接合槽（入力津波５，防波堤無し） 

 

 

※最大水位下降量-6.08m-地殻変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号炉取水口（入力津波６，防波堤無し）※下降側 

 

 

※最大水位下降量-7.97m-地殻変動量 0.34m≒EL-8.4m 

２号炉取水槽（入力津波６，防波堤無し）※下降側 ポンプ運転時 
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第 1.5－2図 入力津波の時刻歴波形（下降側：日本海東縁部） 

【別添資料 1（第 1.6－2－1図）】
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※最大水位上昇量 3.44m＋朔望平均満潮位 0.58m＋潮位のばらつき 0.14m≒EL+4.2m 

施設護岸又は防波壁（海域活断層上昇側最大ケース，防波堤有り） 
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第 1.5－3図(1) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：海域活断層） 
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３号炉取水路点検口（入力津波４，防波堤有り） 
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第 1.5－3図(2) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：海域活断層）
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１号炉放水接合槽（入力津波４，防波堤無し） 

 

 

２号炉放水槽（入力津波４，防波堤無し） 
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第 1.5－3図(3) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：海域活断層） 
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３号炉放水接合槽（入力津波４，防波堤有り） 

 

 

 

※最大水位下降量-3.93m－地盤変動量 0.34m≒EL-4.3m 

２号炉取水口（入力津波４ 防波堤無し）※下降側 

 

 

※最大水位下降量-6.08m－地盤変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号炉取水槽（入力津波４ 防波堤無し）※下降側 
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第 1.5－3図(4) 入力津波の時刻歴波形（上昇側：海域活断層） 

【別添資料 1（第 1.6－2－2図）】
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３号炉放水接合槽（入力津波４，防波堤有り） 

 

 

 

※最大水位下降量-3.93m－地盤変動量 0.34m≒EL-4.3m 

２号炉取水口（入力津波４ 防波堤無し）※下降側 

 

 

※最大水位下降量-6.08m－地盤変動量 0.34m≒EL-6.5m 

２号炉取水槽（入力津波４ 防波堤無し）※下降側 
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第 1.5－4図 入力津波の時刻歴波形（下降側：海域活断層） 

【別添資料 1（第 1.6－2－2図）】 
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※防波壁津波最高地点ＥＬ.＋11.13m＋朔望平均満潮位+0.58m＋潮位のばらつき+0.14m≒ＥＬ.＋11.9m 

 

第1.5－5図(1) 基準津波の遡上波による最高水位分布 

（基準津波１：防波堤無し） 

【別添資料１（第2.2－1－1図）】 
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第1.5－5図(2)  海域活断層上昇側最大ケースの遡上波による最高水位分布 

（防波堤有り） 
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第1.5－5図(3) 基準津波の遡上波による最大浸水深分布 

（基準津波１：防波堤無し） 

【別添資料１（第2.2－1－2図）】 
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※ 基準地震動Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持のみを要求する機器・配管を除く

浸水防止設備
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第1.5－6図 敷地の特性に応じた設計基準対象施設の津波防護の概要 

【別添資料１（2.1）】 
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第 1.5－7図(1) 取水路及び放水路の縦断図（１号炉取水路） 
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第 1.5－7図(2) 取水路及び放水路の縦断図（２号炉取水路） 
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第 1.5－7図(3) 取水路及び放水路の縦断図（３号炉取水路） 
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第 1.5－7図(4) 取水路及び放水路の縦断図（１号炉放水路） 
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第 1.5－7図(5) 取水路及び放水路の縦断図（２号炉放水路） 
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第 1.5－7図(6) 取水路及び放水路の縦断図（３号炉放水路） 
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第 1.5－8図 津波防護施設（１号炉取水槽流路縮小工）設置箇所の概要 

【別添資料１（4.1）】 
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第 1.5－9図 浸水防止設備（屋外排水路逆止弁）設置箇所の概要 

【別添資料１（4.2）】 
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第1.5－10図 浸水防止設備（防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置）

設置箇所の概要 

【別添資料１（2.2）】 
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第1.5－11図 浸水想定範囲 

【別添資料１（2.3）】
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第1.5－12図(1) 浸水想定範囲（取水槽循環水ポンプエリア）に対する 

防水区画化範囲 

【別添資料１（2.3）】 
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第 1.5-12図(2) 浸水想定範囲（取水槽海水ポンプエリア）に対する 

防水区画化範囲 

【別添資料１（2.3）】 
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(3) 適合性説明 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の方針 

 

1.10.1 発電用原子炉設置変更許可申請（平成25年12月25日申請）に係る実用発

電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則へ

の適合 

 

（津波による損傷の防止） 

第五条 設計基準対象施設（兼用キャスク及びその周辺施設を除く。）は，そ

の供用中に当該設計基準対象施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（以下

「基準津波」という。）に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならない。 

 

適合のための設計方針 

 設計基準対象施設のうち津波防護対象設備は，基準津波に対して，その安全機

能が損なわれることがないように次のとおり設計する。 

 

(1) 津波の敷地への流入防止 

津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を設置する敷地において，基準

津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とする。また，海と連

接する取水路，放水路等の経路から，同敷地及び津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）を内包する建物に流入させない設計とする。 

 

(2) 漏水による安全機能への影響防止 

取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水による

浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止する設計とする。 

 

(3) 津波防護の多重化 

上記(1)及び(2)の方針のほか，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

は，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，津波

防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，

浸水防護重点化範囲として明確化するとともに，津波による溢水を考慮した浸水

範囲及び浸水量を保守的に想定した上で，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性

のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を施す設計とする。 

 

(4) 水位低下による安全機能への影響防止 

水位変動に伴う取水位低下による重要な安全機能への影響を防止する。そのた

め，原子炉補機海水系及び高圧炉心スプレイ補機海水系（以下(4)(8)において「非

5条-60

62



常用海水冷却系」という。）については，基準津波による水位の低下に対して，

原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下(4)において

「非常用海水ポンプ」という。）が機能保持でき，かつ冷却に必要な海水が確保

できる設計とする。また，基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積及び漂

流物に対して取水口，取水槽及び取水管の通水性が確保でき，かつ取水口からの

砂の混入に対して非常用海水ポンプが機能保持できる設計とする。 

 

(5) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の機能保持 

津波防護施設及び浸水防止設備については，入力津波（施設の津波に対する設

計を行うために，津波の伝播特性及び流入経路等を考慮して，それぞれの施設に

対して設定するものをいう。以下同じ。）に対して津波防護機能及び浸水防止機

能が保持できるように設計する。また，津波監視設備については，入力津波に対

して津波監視機能が保持できる設計とする。 

 

(6) 地震による敷地の隆起・沈降，地震による影響等 

地震による敷地の隆起・沈降，地震（本震及び余震）による影響，津波の繰り

返しの襲来による影響，津波による二次的な影響（洗掘，砂移動，漂流物等）及

びその他自然条件（風，積雪等）を考慮する。 

 

(7) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合わ

せ 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せを

考慮する自然現象として，津波（漂流物を含む。），地震（余震）及びその他自

然現象（風，積雪等）を考慮し，これらの自然現象による荷重を適切に組み合わ

せる。漂流物の衝突荷重については，各施設・設備の設置場所及び構造等を考慮

して，漂流物が衝突する可能性がある施設・設備に対する荷重として組み合わせ

る。その他自然現象による荷重（風荷重，積雪荷重等）については，各施設・設

備の設置場所，構造等を考慮して，各荷重が作用する可能性のある施設・設備に

対する荷重として組み合わせる。 

  

(8) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水冷却

系の取水性の評価 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水冷却系

の取水性の評価に当たっては，入力津波による水位変動に対して朔望平均潮位を

考慮して安全側の評価を実施する。なお，その他の要因による潮位変動について

も適切に評価し考慮する。また，地震により陸域の隆起又は沈降が想定される場

合，想定される地震の震源モデルから算定される敷地の地殻変動量を考慮して安

全側の評価を実施する。 
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1.3 気象等 

該当なし 

1.4 設備等（手順等含む） 

 

10.5 津波及び内部溢水に対する浸水防護設備 

10.5.1 津波に対する防護設備 

10.5.1.1 設計基準対象施設 

10.5.1.1.1 概 要 

発電用原子炉施設の耐津波設計については，「設計基準対象施設は，基準津波

に対して，その安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。」

ことを目的として，津波の敷地への流入防止，漏水による安全機能への影響防止，

津波防護の多重化及び水位低下による安全機能への影響防止を考慮した津波防護

対策を講じる。 

津波から防護する設備は，クラス１及びクラス２設備並びに耐震Ｓクラスに属

する設備（津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）（以下10.5

において「設計基準対象施設の津波防護対象設備」という。）とする。 

津波の敷地への流入防止は，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。）を内包する建物及び区画の設置された敷地において，基準津波

による遡上波の地上部からの到達及び流入の防止対策並びに取水路，放水路等の

経路からの流入の防止対策を講じる。 

漏水による安全機能への影響防止は，取水・放水施設，地下部等において，漏

水の可能性を考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影

響を防止する対策を講じる。 

津波防護の多重化として，上記２つの対策のほか，設計基準対象施設の津波防

護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画のうち，原子炉

建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），廃棄物処理建物

（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア），取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア，屋外

配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気筒及

びタービン建物～放水槽)，Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），Ｂ－非

常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃

料移送系）及び排気筒を設置するエリアは浸水防護をすることにより津波による

影響等から隔離する対策を講じる。 

水位低下による安全機能への影響防止は，水位変動に伴う取水性低下による重

要な安全機能への影響を防止する対策を講じる。 

 

10.5.1.1.2 設計方針 

設計基準対象施設は，基準津波に対して安全機能が損なわれるおそれがない設

計とする。 
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耐津波設計に当たっては，以下の方針とする。 

(1) 設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上波を地上部か

ら到達又は流入させない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入

させない設計とする。具体的な設計内容を以下に示す。 

 

ａ．設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包す

る建物及び区画は，基準津波による遡上波が到達する可能性があるため，津波

防護施設を設置し，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させない

設計とする。 

 

ｂ．上記ａ．の遡上波については，敷地及び敷地周辺の地形及びその標高，河川

等の存在並びに地震による広域的な隆起・沈降を考慮して，遡上波の回り込み

を含め敷地への遡上の可能性を検討する。また，地震による変状，繰り返し襲

来する津波による洗掘・堆積により地形又は河川流路の変化等が考えられる場

合は，敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討する。 

 

ｃ．取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について検討した上で，

流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通口等）を特定し，必要に応じ浸水

対策を施すことにより，津波の流入を防止する設計とする。また，１号炉取水

槽に対しては，津波の流入を防止するため，流路縮小工を設置するが，１号炉

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 

(2) 取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を考慮の上，漏水によ

る浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響を防止する設計とする。具体

的な設計内容を以下に示す。 

 

ａ．取水・放水施設の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設，地下部等に

おける漏水の可能性を検討した上で，漏水が継続することによる浸水範囲を想

定（以下10.5において「浸水想定範囲」という。）するとともに，同範囲の境

界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特

定し，浸水防止設備を設置することにより浸水範囲を限定する設計とする。 

 

ｂ．浸水想定範囲及びその周辺に設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用

取水設備を除く。）がある場合は，防水区画化するとともに，必要に応じて浸

水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認する。 

 

ｃ．浸水想定範囲における長期間の浸水が想定される場合は，必要に応じ排水設

備を設置する。 

5条-63

65



 

(3) 上記(1)及び(2)に規定するもののほか，設計基準対象施設の津波防護対象設

備（非常用取水設備を除く。）を内包する建物及び区画については，浸水防護

をすることにより津波による影響等から隔離する。そのため，浸水防護重点化

範囲を明確化するとともに，津波による溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を

保守的に想定した上で，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路及び

浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して必要に応じ浸水対

策を施す設計とする。 

 

(4) 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防止する。その

ため，原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（以下10.5

において「非常用海水ポンプ」という。）については，基準津波による水位の

低下に対して，非常用海水ポンプが機能保持でき，かつ，冷却に必要な海水が

確保できる設計とする。また，基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積

及び漂流物に対して取水口，取水管及び取水槽の通水性が確保でき，かつ，取

水口からの砂の混入に対して非常用海水ポンプが機能保持できる設計とする。 

 

(5) 津波防護施設及び浸水防止設備については，入力津波（施設の津波に対する

設計を行うために，津波の伝播特性，浸水経路等を考慮して，それぞれの施設

に対して設定するものをいう。以下10.5において同じ。）に対して津波防護機

能及び浸水防止機能が保持できる設計とする。また，津波監視設備については，

入力津波に対して津波監視機能が保持できる設計とする。具体的な設計内容を

以下に示す。 

 

ａ．「津波防護施設」は，防波壁，防波壁通路防波扉及び１号炉取水槽流路縮小

工とする。「浸水防止設備」は，屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉，床ドレ

ン逆止弁，隔離弁及びバウンダリ機能保持する機器・配管並びに貫通部止水処

置とする。また，「津波監視設備」は，津波監視カメラ及び取水槽水位計とす

る。 

 

ｂ．入力津波については，数値シミュレーションにより，各施設・設備の設置位

置において算定される時刻歴波形とする。数値シミュレーションに当たっては，

敷地形状，敷地沿岸域の海底地形，津波の敷地への侵入角度，河川の有無，陸

上の遡上・伝播の効果，伝播経路上の人工構造物等を考慮する。また，津波に

よる港湾内の局所的な海面の固有振動の励起を適切に評価し考慮する。 

 

ｃ．津波防護施設については，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対す

る抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配

慮した上で，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。 
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ｄ．浸水防止設備については，浸水想定範囲等における浸水時及び浸水後の波圧

等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対し

て，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

 

ｅ．津波監視設備については，津波の影響（波力及び漂流物の衝突）に対して，

影響を受けにくい位置への設置及び影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津

波に対して津波監視機能が十分に保持できる設計とする。 

 

ｆ．津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建物・構築物，設置物

等が破損，倒壊及び漂流する可能性がある場合には，津波防護施設及び浸水防

止設備に波及的影響を及ぼさないよう，漂流防止措置又は津波防護施設及び浸

水防止設備への影響の防止措置を施す設計とする。 

 

ｇ．上記ｃ． ，ｄ．及びｆ．の設計等においては，耐津波設計上の十分な裕度を

含めるため，各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高，波力・

波圧，洗掘力，浮力等）について，入力津波による荷重から十分な余裕を考慮

して設定する。また，余震の発生の可能性を検討した上で，必要に応じて余震

による荷重と入力津波による荷重との組合せを考慮する。さらに，入力津波の

時刻歴波形に基づき，津波の繰り返しの襲来による作用が津波防護機能及び浸

水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 

(6) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計に当たっては，地震に

よる敷地の隆起・沈降，地震（本震及び余震）による影響，津波の繰り返しの

襲来による影響，津波による二次的な影響（洗掘，砂移動，漂流物等）及びそ

の他自然条件（風，積雪等）を考慮する。 

 

(7) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計における荷重の組合せ

を考慮する自然現象として，津波（漂流物含む。），地震（余震）及びその他

自然現象（風，積雪等）を考慮し，これらの自然現象による荷重を適切に組み

合わせる。漂流物の衝突荷重については，各施設・設備の設置場所及び構造等

を考慮して，漂流物が衝突する可能性がある施設・設備に対する荷重として組

み合わせる。その他自然現象による荷重（風荷重，積雪荷重等）については，

各施設・設備の設置場所，構造等を考慮して，各荷重が作用する可能性のある

施設・設備に対する荷重として組み合わせる。 

 

 

(8) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計並びに非常用海水ポン

プの取水性の評価に当たっては，入力津波による水位変動に対して朔望平均潮
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位を考慮して安全側の評価を実施する。なお，その他の要因による潮位変動に

ついても適切に評価し考慮する。また，地震により陸域の隆起又は沈降が想定

される場合，想定される地震の震源モデルから算定される，敷地の地殻変動量

を考慮して安全側の評価を実施する。 

 

10.5.1.1.3 主要設備 

(1) 防波壁 

津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置され

た敷地に到達，流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）が機能喪失することのない設計とするため，日本海及び輪谷湾に面した敷

地面に防波壁を設置する。 

防波壁は，多重鋼管杭式擁壁，逆Ｔ擁壁及び波返重力擁壁で構成され，波返重

力擁壁は，岩盤部と改良地盤部により分類される。 

多重鋼管杭式擁壁は，鋼管を多重化して鋼管内をコンクリート又はモルタルで

充填した多重鋼管による杭基礎構造とし，鋼管杭と鉄筋コンクリート造の被覆コ

ンクリート壁による上部構造とする。鋼管杭は，岩盤に支持させる構造とする。

また，施設護岸が損傷した際の津波の地盤中からの回り込みに対し，防波壁の背

後に地盤改良を実施する。 

逆Ｔ擁壁は，直接基礎構造とし，鉄筋コンクリート造の逆Ｔ擁壁による上部構

造とする。逆Ｔ擁壁は，改良地盤を介して岩盤に支持させる構造とし，グラウン

ドアンカーにより改良地盤及び岩盤に押し付ける構造とする。 

波返重力擁壁は，直接基礎構造とし，鉄筋コンクリート造の重力擁壁による上

部構造とする。また，ケーソン等を介して岩盤に支持させる構造とする。なお，

防波壁両端部については，堅硬な地山斜面に支持させる構造とする。 

防波壁は，十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置するとともに，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

また，波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安

定性を評価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できる設計とする。

設計に当たっては，漂流物による荷重，その他自然現象による荷重（風荷重，積

雪荷重等）及び地震（余震）との組合せを適切に考慮する。なお，主要な構造体

の境界部には，想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し，試験等にて止水性

を確認した止水目地で止水処置を講じる設計とする。 

なお，漂流物による荷重により，津波防護機能が保持できない場合には，津波

防護施設の一部として漂流物対策を講じる。 

 

 

 

(2) 防波壁通路防波扉 

津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置され
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た敷地に到達，流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）が機能喪失することのない設計とするため，防波壁通路に防波壁通路防波

扉を設置する。 

防波壁通路防波扉は，鋼管杭又は改良地盤並びに基礎スラブによる基礎構造と

し，鋼製の主桁，補助縦桁及びスキンプレート等により構成された防波扉からな

る。防波扉の下部及び側部に試験等にて止水性を確認した水密ゴムを設置し，止

水性を確保する構造とする。 

防波壁通路防波扉は，十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設置すると

ともに，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して津波防護機能が十分に保持できる

設計とする。また，津波波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及

び転倒に対する安定性を評価し，入力津波に対する津波防護機能が十分に保持で

きる設計とする。 

設計に当たっては，漂流物による荷重，その他自然現象による荷重（風荷重）

との組合せを適切に考慮する。 

なお，漂流物による荷重により，津波防護機能が保持できない場合には，津波

防護施設の一部として漂流物対策を講じる。 

 

(3) １号炉取水槽流路縮小工 

津波が１号炉取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置

された敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

が機能喪失することのない設計とするため，１号炉取水槽の取水管端部に鋼製の

流路縮小工を設置する。 

１号炉取水槽流路縮小工の設計においては，十分な支持性能を有する構造物に

設置するとともに，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して津波防護機能が十分に

保持できる設計とする。また，津波波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性を評

価し，構造境界部の止水に配慮した上で，入力津波（静水圧，流水圧及び流水の

摩擦による推力）に対する津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。設計

に当たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

 

(4) 屋外排水路逆止弁 

津波が屋外排水路から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置さ

れた敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

が機能喪失することのない設計とするため，屋外排水路逆止弁を設置する。 

屋外排水路逆止弁は，板材，補強材等の鋼製部材により構成され，敷地内への

津波を防止する設備設備である。 

屋外排水路逆止弁は，十分な支持性能を有する構造物に設置するとともに，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。

また，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当

たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 
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(5) 防水壁 

 ａ．除じん機エリア防水壁 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された

敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が

機能喪失することのない設計とするため，除じん機エリアに防水壁を設置する。 

除じん機エリア防水壁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。また，浸水による静水圧に対する耐性を評価し，

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，その他自然現象による荷重（風荷重）との組合せを適切に考慮する。なお，

主要な構造体の境界部には，想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し，試験

等にて止水性を確認した止水目地で止水処置を講じる設計とする。 

 

ｂ．復水器エリア防水壁 

 タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護重点化範囲への溢水の

流入を防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失するこ

とのない設計とするため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に復水器エ

リア防水壁を設置する。 

 復水器エリア防水壁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が

十分に保持できる設計とする。また，溢水による静水圧として作用する荷重及び

余震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

 

(6) 水密扉 

ａ．除じん機エリア水密扉 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）の設置された

敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が

機能喪失することのない設計とするため，除じん機エリアに水密扉を設置する。 

除じん機エリア水密扉は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能

が十分に保持できる設計とする。また，浸水による静水圧に対する耐性を評価し，

入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当たって

は，その他自然現象による荷重（風荷重）との組合せを適切に考慮する。 

 

ｂ．復水器エリア水密扉 

タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護重点化範囲への溢水の

流入を防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失するこ

とのない設計とするため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に復水器エ

リア水密扉を設置する。 

 復水器エリア水密扉は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が

十分に保持できる設計とする。また，溢水による静水圧として作用する荷重及び

5条-68

70



余震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。 

(7) 床ドレン逆止弁 

ａ．取水槽床ドレン逆止弁 

津波が取水槽の床面開口部から取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポン

プエリアに流入することを防止することにより，津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，取水槽海水ポンプエ

リア及び取水槽循環水ポンプエリアに床ドレン逆止弁を設置する。 

取水槽床ドレン逆止弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能

が十分に保持できるように設計する。また，浸水時の波圧等に対する耐性を評価

し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当た

っては，その他自然現象による荷重（積雪荷重）及び地震（余震）との組合せを

適切に考慮する。 

 

ｂ．タービン建物床ドレン逆止弁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）から浸水防護重点化範囲への溢水の

流入を防止し，津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失するこ

とのない設計とするため，タービン建物に床ドレン逆止弁を設置する。 

 タービン建物床ドレン逆止弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防

止機能が保持できる設計とする。また，溢水による静水圧として作用する荷重及

び余震荷重を考慮した場合において，浸水防止機能が十分に保持できる設計とす

る。 

 

(8) 隔離弁（電動弁，逆止弁） 

ａ．電動弁 

 海水系機器・配管等の損傷箇所を介した津波が浸水防護重点化範囲に流入する

ことを防止するため，タービン補機海水ポンプの出口に隔離弁（電動弁）を設置

する。 

 隔離弁（電動弁）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように設計する。また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は

Ｓクラスの施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，お

おむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。さらに，浸水時の

波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。設計に当たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

 

ｂ．逆止弁 

海水系機器・配管等の損傷箇所を介した津波が浸水防護重点化範囲に流入する

ことを防止するため，タービン補機海水系配管（放水配管）及び液体廃棄物処理

系配管に隔離弁（逆止弁）を設置する。 

 隔離弁（逆止弁）は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十
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分に保持できるように設計する。また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は

Ｓクラスの施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，お

おむね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。さらに，浸水時の

波圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持でき

る設計とする。設計に当たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

 

(9) ポンプ及び配管 

地震により損傷した場合に津波が浸水防護重点化範囲に流入することを防止す

るため，バウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を設置する。 

 ポンプ及び配管は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十分

に保持できるように設計する。また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳ

クラスの施設に適用する静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おお

むね弾性状態にとどまる範囲で耐えられるように設計する。さらに，浸水時の波

圧等に対する耐性を評価し，入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる

設計とする。設計に当たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

以下にバウンダリ機能を保持するポンプ及び配管を示す。（【】内は設置エリ

アを示す。） 

・タービン補機海水ポンプ【取水槽海水ポンプエリア】 

・タービン補機海水系配管【取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエ

リア】 

・循環水ポンプ及び配管【取水槽循環水ポンプエリア】 

・原子炉補機海水系配管（放水配管）及び高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）【タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び屋外配

管ダクト（タービン建物～放水槽）】 

・除じんポンプ及び配管【取水層海水ポンプエリア】 

 

(10) 貫通部止水処置 

津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）を設置する敷

地に流入することのない設計とするため，取水Ｃ／Ｃケーブルダクトとの境界に

貫通部止水処置を実施する。 

また，津波が取水槽除じん機エリア及び放水槽から流入することのない設計と

するため，取水槽海水ポンプエリア及び屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

との境界に貫通部止水処置を実施する。 

さらに，地震によるタービン建物（復水器を設置するエリア）の循環水系配管

及び低耐震クラス機器の損傷に伴い溢水する保有水が浸水防護重点化範囲へ流入

することを防止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），原子炉建物及び取水槽循環水ポ

ンプエリアの境界に貫通部止水処置を実施する。 

貫通部止水処置は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対して浸水防止機能が十分
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に保持できる設計とする。また，浸水時及び浸水後の水圧等に対する耐性等を評

価し，入力津波に対する浸水防止機能が十分に保持できる設計とする。設計に当

たっては，地震（余震）との組合せを適切に考慮する。 

 

上記(1)から(7)の各施設・設備における許容限界は，地震後及び津波後の再使

用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該

構造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成す

る材料が弾性域内に収まることを基本とする。 

上記(8)及び(9)の隔離弁，ポンプ及び配管の許容限界は，基準地震動Ｓｓによ

る地震力に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後の再使

用性を考慮し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにと

どまって破断延性限界に十分な余裕を有することを基本とする。津波荷重（余震

荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界として，津波後の再

使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，止水性の面も踏まえることにより，当

該設備全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，各施設・設備を構成す

る材料が弾性域内に収まることを基本とする。また，弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対して，おおむね弾性状

態にとどまる範囲で耐えられることを確認する。なお，止水性能については耐

圧・漏水試験で確認する。 

上記(10)の貫通部止水処置については，地震後，津波後の再使用性や，津波の

繰り返し作用を想定し，止水性の維持を考慮して，貫通部止水処置が健全性を維

持することとする。 

各施設・設備の設計及び評価に使用する津波荷重の設定については，入力津波

が有する数値シミュレーション上の不確かさ及び各施設・設備の機能損傷モード

に対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮する。 

 

入力津波が有する数値シミュレーション上の不確かさの考慮に当たっては，各

施設・設備の設置位置で算定された津波の高さを安全側に評価して入力津波を設

定することで，不確かさを考慮する。 

各施設・設備の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさ

の考慮に当たっては，入力津波の荷重因子である浸水高，速度，津波波力等を安

全側に評価することで，不確かさを考慮し，荷重設定に考慮している余裕の程度

を検討する。 

津波波力の算定においては，津波波力算定式等，幅広く知見を踏まえて，十分

な余裕を考慮する。 

漂流物の衝突による荷重の評価に際しては，津波の流速による衝突速度の設定

における不確実性を考慮し，流速について十分な余裕を考慮する。 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備の設計において，基準津波の波

源の活動に伴い発生する可能性がある地震（余震）についてそのハザードを評価
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し，その活動に伴い発生する余震による荷重を設定する。 

余震荷重については，基準津波の継続時間のうち最大水位変化を生起する時間

帯を踏まえ過去の地震データを抽出・整理することにより余震の規模を想定し，

余震としてのハザードを考慮した安全側の評価として，この余震規模から求めた

地震動に対してすべての周期で上回る地震動を弾性設計用地震動の中から設定す

る。 

主要設備の配置図を第10.5－1図に，また，概念図を第10.5－2図～第10.5－17

図に示す。 

 

10.5.1.1.4 主要設備の仕様 

浸水防護設備の主要仕様を第10.5－1表に示す。 

 

10.5.1.1.5 試験検査 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，健全性及び性能を確認する

ため，発電用原子炉の運転中又は停止中に試験又は検査を実施する。 

10.5.1.1.6 手順等 

津波に対する防護については，津波による影響評価を行い，設計基準対象施設

の津波防護対象設備が基準津波によりその安全機能を損なわないよう手順を定め

る。 

 

(1) 防波壁通路防波扉については，原則閉運用とし，開放後の確実な閉止操作，

中央制御室における閉止状態の確認，閉止されていない状態が確認された場合

の閉止操作の手順を定める。 

(2) 引き波時の非常用海水ポンプの取水性確保を目的として，循環水ポンプにつ

いては，発電所を含む地域に大津波警報が発令された場合，停止する操作手順

を定める。 

(3) 水密扉については，原則閉止運用とし，開放後の確実な閉止操作，中央制御

室における閉止状態の確認，閉止されていない状態が確認された場合の閉止操

作の手順を定める。 

(4) 燃料等輸送船に関し，入港する前までに，津波時に漂流物とならない係留方

法を策定する手順を定める。また，津波警報等が発令された場合において，荷

役作業を中断し，緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を

定める。さらに，陸側作業員及び輸送物に関し，津波警報等が発令された場合

において，荷役作業を中断し，陸側作業員を退避させるとともに，輸送物の退

避の可否判断を含めた退避の手順を定める。手順には，輸送物を退避できない

場合において，輸送物を漂流物としないための措置も含める。なお，その他の

作業船，貨物船等の港湾内に停泊する船舶に対しては，入港する前までに，津

波時に漂流物とならない係留方法を策定する手順を定める。さらに，津波警報

等が発表された場合において，作業を中断し，陸側作業員を退避させるととも
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に，緊急離岸する船側と退避状況に関する情報連絡を行う手順を定める。 

(5) 津波監視カメラ及び取水槽水位計による津波の襲来状況の監視に係る手順

を定める。 

(6) 漂流物調査範囲内の人工構造物の設置状況の変化を把握するため，定期的に

設置状況を確認する手順を定める。さらに，従前の評価結果に包絡されない場

合は，人工構造物が漂流物となる可能性，非常用海水ポンプの取水性並びに津

波防護施設及び浸水防止設備の健全性への影響評価を行い，影響がある場合は

漂流物対策を実施する。 

(7) 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備については，各施設及び設備

に要求される機能を維持するため，適切な保守管理を行うとともに，故障時に

おいては補修を行う。 

(8) 津波防護に係る手順に関する教育並びに津波防護施設，浸水防止設備及び津

波監視設備の保守管理に関する教育を定期的に実施する。10.5.1.1.6手順等津

波に対する防護については，津波による影響評価を行い，設計基準対象施設の

津波防護対象設備が基準津波により安全機能を損なわないよう手順を定める。 
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第10.5－1表 浸水防護設備の主要仕様 

 

(1) 防波壁 

種 類   防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

個 数   １ 

(2) 防波壁 

種 類   防波壁（逆Ｔ擁壁） 

個 数   １ 

(3) 防波壁 

種 類   防波壁（波返重力擁壁） 

個 数   １ 

  (4) 防波壁通路防波扉 

種 類   防波壁通路防波扉 

個 数   ４ 

(5) １号炉取水槽流路縮小工 

種 類   流路縮小工 

個 数   ２ 

(6) 屋外排水路逆止弁 

種 類   逆止弁 

個 数   14 

(7) 防水壁 

    種 類   防水壁 

    個 数   ２ 

(8) 水密扉 

種 類   片開扉 

個 数   一式 

(9)  床ドレン逆止弁 

種 類   逆止弁 

個 数   一式 

(10) 隔離弁 

種 類   電動弁，逆止弁 

個 数   一式 

(11) ポンプ及び配管 

種 類   ポンプ，配管 

個 数   一式 

(12) 貫通部止水処置 

種 類   貫通部止水 

個 数   一式 
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第10.5－1図 津波防護対象施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第10.5－2図 防波壁配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.5－3図 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.5－4図 防波壁（逆Ｔ擁壁）概念図 
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第10.5－5図 防波壁（波返重力擁壁）概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図 

第10.5－6図 防波壁通路防波扉（３号炉東側）概念図  

岩盤部 

地盤改良部 
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第10.5－7図 1号炉取水槽流路縮小工概念図 
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平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-A断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正面図             断面図 

 

第10.5－8図 屋外排水路逆止弁概念図 
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第10.5－9図 除じん機エリア防水壁概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.5－10図 除じん機エリア水密扉概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第10.5－11図 復水器エリア水密扉概念図 
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第10.5－12図 床ドレン逆止弁概念図 

 

 

 

第10.5－13図 隔離弁（電動弁）概念図 
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第10.5－14図 隔離弁（逆止弁）概念図 

 

（シリコンシール） 

第10.5－15図 貫通部止水処置の概念図 

 

 

（ラバーブーツ） 

第10.5－16図 貫通部止水処置の概念図 
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（モルタル） 

第10.5－17図 貫通部止水処置の概念図 
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耐津波設計方針について 
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５．港湾内の局所的な海面の励起について 

６．管路計算の詳細について 

７．入力津波に用いる潮位条件について 

８．入力津波に対する水位分布について 

９．津波防護対策の設備の位置付けについて 

10．内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について 

11．浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，実施範囲及び施工例 

12．基準津波に伴う砂移動評価について 

13．島根原子力発電所周辺海域における底質土砂の分析結果について 

14．海水ポンプ軸受の浮遊砂耐性について 

15．津波漂流物の調査要領について 

16．燃料等輸送船の係留索の耐力について 

17．燃料等輸送船の喫水高さと津波高さとの関係について 

18．漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について 

19．津波監視設備の監視に関する考え方 

20．耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて 

21．基準類における衝突荷重算定式及び衝突荷重について 

22．耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて 

23．水密扉の運用管理について 

24．審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針） 

25. 防波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について

26. 防波壁及び防波壁通路防波扉の津波荷重の設定方針について

27. 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラス機器及び配

管の津波流入防止対策について

28. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポ

ンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について

29. １号炉取水槽流路縮小工について

30. 取水槽除じん機エリア防水壁及び取水槽除じん機エリア水密扉の設計方針

及び構造成立性の見通しについて

31. 施設護岸の漂流物評価における遡上域の範囲及び流速について

32. 海水ポンプの実機性能試験について

33. 海水ポンプの吸込流速が砂の沈降速度を上回る範囲について

34. 水位変動・流向ベクトルについて

35. 荷揚場作業に係る車両・資機材の漂流物評価について
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36. 構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について

37. 津波発生時の運用対応について

38．地震後の荷揚場の津波による影響評価について 

39．防波壁通路防波扉の設計及び運用対応について 

40. 浸水防止設備のうち機器・配管系の基準地震動Ｓｓに対する許容限界につい

て 

41. １号炉放水連絡通路の閉塞について

42. 総トン数 10トン以上のイカ釣り漁漁船の操業禁止区域について

43. 島根原子力発電所の周辺海域で操業する漁船について

44. 基礎底面の傾斜による防波壁の構造成立性について

（参考資料） 

－１ 島根原子力発電所における津波評価について 

－２ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料１第9章） 

－３ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料１第10章） 

－４ 島根原子力発電所２号炉内部溢水の影響評価について（別添資料 1 補足説 

明資料 30） 

－５ 津波防護上の地山範囲における地質調査 柱状図及びコア写真集（第 762回

審査会合 机上配布資料，第 802 回審査会合 机上配布資料，第 841 回審査

会合 机上配布資料） 

下線は，今回の提出資料を示す。 

（2.5については，2.5.2(3)を抜粋） 
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2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画については，浸水防護

重点化範囲として明確化すること。 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画については，浸

水防護重点化範囲として明確化する。 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。以下，2.4にお

いて同じ。）を内包する建物及び区画としては，原子炉建物，タービン建物，廃

棄物処理建物，制御室建物，取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリ

ア及び屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物

～排気筒，タービン建物～放水槽)並びにＡ，Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃

料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を

設置するエリアがある。また，タービン建物については，復水器を設置するエリ

アから耐震Ｓクラスの設備を設置するエリアへの浸水対策として，復水器エリア

防水壁等を設置し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）とタ

ービン建物（復水器を設置するエリア）に区画する。各建物内の設計基準対象施

設の津波防護対象設備の配置は添付資料１に示すとおりである。 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画は，原子炉建物，ター

ビン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），廃棄物処理建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエ

リア），取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダク

ト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気筒，タービン

建物～放水槽)並びにＡ，Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアである

ため，これらを浸水防護重点化範囲として設定する。 

第 2.4-1表，第 2.4-1図，第 2.4-2図に浸水防護重点化範囲を示す。また，タ

ービン建物地下 1階の復水器エリア防水壁と耐震Ｓクラスの設備の位置関係を第

2.4-3図に示す。 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，詳細設計段階で浸水防護重点

化範囲を再設定する方針である。 

5条-別添1-Ⅱ-2-57
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第 2.4-1表 浸水防護重点化範囲 

耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画 周辺敷地高さ 

・タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリア 

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） 

・屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置する

エリア 

EL8.5m 

・原子炉建物 

・制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物） 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリ 

ア 

EL15.0m 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-58
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 第 2.4-1図 浸水防護重点化範囲概略図  

浸水防護重点化範囲

取水槽海水ポンプエリア，
取水槽循環水ポンプエリア

2号炉
原子炉建物

制御室建物の一部区画

2号炉 廃棄物処理建物の一部区画
B-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）

A-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト
(タービン建物～排気筒)

屋外配管ダクト（復水貯
蔵タンク～原子炉建物）
／燃料移送系配管ダクト

屋外配管ダクト
(タービン建物
～放水槽）

タービン建物（耐震Ｓクラス
を設置する区画）

5条-別添1-Ⅱ-2-59
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第 2.4-2図(1) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL1.6m 

タービン建物 EL2.6m 

原子炉建物 EL1.3m 廃棄物処理建物 EL3.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL8.8m 

原子炉建物 EL8.8m 廃棄物処理建物 EL8.8m 

タービン建物 EL5.5m 

5条-別添1-Ⅱ-2-60
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第 2.4-2図(2) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL16.9m 

制御室建物 EL12.8m 

タービン建物 EL12.5m

原子炉建物 EL15.3m 
廃棄物処理建物 EL15.3m 

廃棄物処理建物 EL12.3m 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL20.6m

原子炉建物 EL23.8m 廃棄物処理建物 EL22.1m 

5条-別添1-Ⅱ-2-61
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第 2.4-2図(3) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

5条-別添1-Ⅱ-2-62
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第 2.4-2図(4) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

 

 

第 2.4-2図(5) 浸水防護重点化範囲（断面図） 

 

第 2.4-3図 タービン建物地下 1階の復水器エリア防水壁等の浸水防止設備と 

耐震Ｓクラスの設備の位置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

原子炉建物 EL42.8m 廃棄物処理建物 EL37.5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

廃棄物処理建物地下 2階 

U 

U 

U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 

タービン建物地下 1階 

原子炉建物地下 2階 

U U U U 

U 

U 

U U 

U 

U 
U 

凡例 

      ：浸水防護重点範囲 

：復水器エリア防水壁 

：水密扉  

：貫通部止水処置実施箇所 

床ドレン逆止弁は浸水防護重点範囲の境界となる床面に設置 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系配管 

      ：非常用ガス処理系配管 

      ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

      ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

    （点線部は埋設を示す） 

  Ｕ   ：上階へ 

      

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

U U 

U 

耐震Ｓクラス 

 の設備 

浸水防止設備 

浸水防護重点化範囲 

復水器エリア防水壁 

5条-別添1-Ⅱ-2-63
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2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定すること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可

能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸

水対策を施すこと。 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定する。浸水範囲，

浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経

路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施

する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震による溢水の影

響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実施する。 

・地震・津波による建物内の循環水系等の機器・配管の損傷による建物内への

津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建物における地震時の地下水排

水ポンプの停止による地下水の流入等の事象を考慮する。

・地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷による敷地内へ

の津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮する。

・循環水系機器・配管等の損傷による津波浸水量については，入力津波の時刻

歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。また，サイフォン効果も

考慮する。

・機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水における溢水事象想

定を考慮して算定する。

・地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範囲へ与える影

響について評価する。

・施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部からの溢水も考

慮する。

【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建

物及び区画が設置された敷地への津波の地上部からの到達・流入に対する外郭防

護及び取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護は，津波防護施設，

浸水防止設備を設置することにより実現している。これより，津波単独事象に対

しては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路は存在しない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」について，２号炉に

対して「地震による溢水」を具体化すると次の各事象が挙げられる。これらの概

念図を第 2.4-4-1図に示す。 

5条-別添1-Ⅱ-2-64
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(1) 地震による溢水の影響を含めた浸水防護重点化範囲への影響について 

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷設する循環水

配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス（浸水防止機能を除く）の機器及び配管

の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循環

水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置

するエリア）に流入することが考えられる。 

このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に流入した津波により，

隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

 

  b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水 

地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に敷

設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽からタービン補機海

水系配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラ

スの設備を設置するエリア）に流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア），原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）には，廃棄物処理建

物及び制御室建物が隣接するが，それぞれ浸水防護重点化範囲の高さはＥＬ.

＋8.8m及びＥＬ.＋12.8m以上であり，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設

置するエリア）における浸水水位（ＥＬ.＋3.6m）がそれ以下であることから，

廃棄物処理建物及び制御室建物の浸水防護重点化範囲への浸水経路はない。 

 

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の

破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するととも

に，津波が取水槽及び放水槽から循環水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を

介して，取水槽循環水ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽循環水ポンプエリア，取水槽海水ポ

ンプエリア及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア））への影

響を評価する。 

 

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

  地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配

管等を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することが考えられる。 
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このため，浸水防護重点化範囲（取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水

ポンプエリア）への影響を評価する。 

※１：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながっており，２号炉の取

水槽及び放水槽の水位が高い方から，循環水配管等の損傷箇所との水頭

差により海水が流入する。（第 2.4-4-2図） 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水

地震により敷地内にある低耐震クラスの機器である屋外タンク等が損傷し，

保有水が敷地内に流出することが考えられる。 

  このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇

地震により地下水を排出するための排水設備（地下水排水ポンプ）が停止し，

建物周辺の地下水位が上昇することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 
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第 2.4-4-2図 地震による溢水の概念図 

（海域に接続する低耐震クラスの機器及び配管の経路概要） 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下におい

て海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」への影響が考えられる事

象（津波による溢水の浸水範囲内で，同時に起こり得る溢水事象）としては， a.，

b.，c.，d.が挙げられることから，これらの各事象について，浸水防護重点化範

囲への影響を以下に評価した。 

上記の「地震による溢水」のうち e.，f.については，これらによる影響に対し

て「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）」への適合のために評

価及び対策を行うこととしており，その結果，「津波による溢水」には影響しな

い地震単独事象となっている。 

本内容については，同条に対する適合性（参考資料２第９章，参考資料３第 10

章，参考資料４補足説明資料 30）において説明しており，以下ではその概要も合

わせて示す。なお，Ａ，Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアについ

ては，「2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止」で示した海域に

接続する経路がないことから，浸水防護重点化範囲へ津波が浸水することはない。 

また，「b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢

水」，「c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水」，d.「取水槽海水ポンプエリ

アにおける溢水」は，それらの区画が耐震Ｓクラスの設備を設置する浸水防護重

点化範囲であることから，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下にお

いて海水が流入する事象）を生じさせない対策（低耐震クラスの機器及び配管へ

の津波流入防止対策（添付資料 27参照））を踏まえ，浸水防護重点化範囲への影

響を評価する。 

Rw/Bより

放水路へ

ＣＳＷ－Ｐ

復水器

取水槽

タービン建物

放水槽

ＴＳＷ熱交換器

取水槽循環水
ポンプエリア

取水槽海水
ポンプエリア

取水路より

除じんＰ
除じん機へ

除じん機
エリア

ＴＳＷ－ＰR/Bより

：液体廃棄物処理系配管

：タービン補機海水系配管

：循環水系配管

：除じん系配管

：原子炉補機海水系配管（放水配管）
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(2) 浸水量評価 

a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料２第９章 9.1）において「復水機エ

リアにおける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内

容を添付資料 10 に抜粋して示す。 

添付資料 10に示すとおり，本事象による浸水水位は第 2.4-5図のとおりとな

る(「設置許可基準規則第９条(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第

９章 9.1)表 9-12より転載)。また，浸水イメージは第 2.4-6図のとおりとなる。 

 

 

 

第 2.4-5図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における地震起因による

溢水評価 
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（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（断面図） 

第 2.4-6図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における浸水イメージ 

 

また，津波による溢水に対しては，「設置許可基準規則第９条（溢水による損

傷の防止等）」に対する適合性（第９章 9.1）における「復水器エリアにおける溢

水」の結果から，循環水系に追加設置するインターロック（地震大による原子炉

スクラム及びタービン建物の漏えい信号で作動）により，津波襲来前に循環水ポ

ンプの出口弁及び復水器水室出口弁の全閉により自動隔離することから，津波は

タービン建物（復水器を設置するエリア）に浸水しない。また，当該弁は津波襲

来前に閉止しているため，津波による荷重が作用することから，津波時にも閉止

状態を保持できる設計とし，評価方法等については，詳細設計段階で説明する。

当該設備の設置位置概要を第 2.4-7図に示す。 
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これにより，隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア）へ津波は浸

水しない。 

第 2.4-7図 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の設置位置概要 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水

地震に起因し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の低

耐震クラスの配管であるタービン補機海水系配管，原子炉補機海水系配管（放

水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放水配管），液体廃棄物処理系配

管の破損により，津波が損傷箇所を介してタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）に流入することを防止するため，以下の対策を実施する。

対策の詳細は添付資料 27に示す。 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系配管への逆止弁設置

上記対策により，同区画は「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下

において海水が流入する事象）は生じない。 

また，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に設置する耐

震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について，添付資料 28に示す。 
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c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 地震に起因し，取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配管伸縮継手の

破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，津波がその損傷箇所を介

して，取水槽循環水ポンプエリア内に流入することを防止するため，以下の対

策を実施する。対策の詳細は添付資料 27に示す。 

・循環水系の機器及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ

機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下において海水が流

入する事象）に該当する事象は生じない。 

また，取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸

水影響について，添付資料 28に示す。 

 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し，取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補機海水系配管

を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，津波が取水槽海水ポンプエ

リアに流入することを防止するため，以下の対策を実施する。対策の詳細は添

付資料 27に示す。 

・タービン補機海水系，除じん系の機器及び配管の基準地震動 Ssによる地震

力に対してバウンダリ機能保持 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下において海水が流

入する事象）に該当する事象は生じない。 

 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10.1）において「屋外タンク

の溢水による影響」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内

容を添付資料 10 に抜粋して示す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による溢水については，溢水源として

屋外に設置されたタンク等を挙げた上で，溢水防護区画への影響評価を実施し

た。その結果，屋外タンクの破損により生じる溢水が，原子炉建物，廃棄物処

理建物及びＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，タ

ービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），Ａ－非常用ディーゼル発

電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び

排気筒を設置するエリアに影響を及ぼさないことを確認した。 

屋外タンクの溢水伝播挙動を第 2.4-8図に示す。 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-72

105



 

 

 

 

第 2.4-8-1図 屋外タンクの溢水伝播挙動 
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第 2.4-8-2図 屋外タンクの溢水伝播挙動 
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f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10章 10.2）において「地下水の

溢水による影響」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内容

を添付資料 10に抜粋して示す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による浸水水位（建物周囲の地下水位）

については，基準地震動 Ssによる地震力に対して機能維持する地下水位低下設

備を設置することから，建物まで地下水位が上昇することはなく，地下水が溢

水防護区画に影響を与えることはないと評価している。 

その上で，安全側に地下水位をタービン建物の地表面(EL8.5m)と想定し，地

震による建物外周部からの流入について，地震による残留ひび割れを考慮した

評価を実施し，ひび割れの程度に応じた浸水量を仮定する。 

a.b.c.d.e.f.までの影響評価の内容を第 2.4-2表に示す。 

 

第 2.4-2表 影響評価一覧表 
溢水 
事象 

事象概要 
起因 
事象 

想定事象 対策 確認条文 

a 

タ ー ビン 建物

（復水器を設置

するエリア）に

おける溢水 

地震 

・内部溢水 

・津波による

溢水 

・インターロックによ

る循環水系の自動

隔離※ 

・インターロックによ

るタービン補機海

水系の自動隔離※ 

・タービン補機海水系

の放水配管等への

逆止弁設置※ 

・低耐震クラスの機器

及び配管の耐震性

評価 

設置許可基準規則 

第５条 

第９条 

b 

タ ー ビン 建物

（耐震Ｓクラス

の設備を設置す

るエリア）にお

ける溢水 

地震 

c 

取水槽循環水ポ

ンプエリアにお

ける溢水 

地震 

d 

取水槽海水ポン

プエリアにおけ

る溢水 

地震 

e 

屋外タンク等に

よる屋外におけ

る溢水 

地震 ・内部溢水 

・取水槽海水ポンプエ

リアへの防水壁の

設置 

設置許可基準規則 

第９条 

f 

建物外周地下部

における地下水

位の上昇 

地震 ・内部溢水 
・地下水位低下設備の

設置※ 

設置許可基準規則 

第９条 

※ 隔離範囲については，基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能等を保持する

設計とする。 
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(3) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「(2)浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，浸水量に対し，

浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施した。なお，浸水の可能性のある

経路，浸水口の特定にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，

貫通口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙間部や建物

間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

浸水対策の実施範囲を第 2.4-9図に，浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種

類を第 2.4-3表に示す。 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その設置位置，施工

範囲については添付資料 11に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定した浸水が及ば

ず，結果として浸水対策が不要であった範囲を建物の階層単位で整理して示すと

第 2.4-4表となる。各津波防護対象設備において，浸水が生じ得る箇所に設置さ

れるものであるか否か（浸水対策が求められる浸水防護重点化範囲内に設置され

ているか否か）は，同表及び添付資料１「基準津波に対して機能を維持すべき設

備とその配置」により確認される。 

 

 a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

「浸水量評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 地震に起因する溢水によるタービン建物（復水器を設置するエリア）におけ

る溢水水位は，EL 約 4.8mとなるため，没水水位との関係を考慮した浸水防護

重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことから，浸水防護重点化範囲（原

子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽

循環水ポンプエリア）へ及ぼす影響はない。 

 ＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対する対策＞ 

 ・復水器エリア防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置 

 ＜原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

 ・貫通部止水処置 

 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水 

 タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における溢水につい

ては，浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防

護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

津波の浸水はない。詳細は添付資料 27 に示す。 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対する対策＞ 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水系配管（放

水配管）の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持 

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系排水配管への逆止弁設置 
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c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水

取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重点化範囲の

境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重点化範囲である取水槽循

環水ポンプエリアに津波の浸水はない。なお，タービン補機海水ポンプ出口弁

に設置するインターロックについては，浸水防護重点化範囲（耐震 Sクラスの

設備を内包する建物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，津波襲来

前に確実に閉止するため，多重化・多様化を図る。詳細は添付資料 27に示す。 

＜取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・循環水ポンプ及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機

能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作）

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水

取水槽海水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重点化範囲の

境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重点化範囲である取水槽

海水ポンプエリアに津波の浸水はない。詳細は添付資料 27 に示す。 

＜取水槽海水ポンプエリアに対する対策＞ 

・タービン補機海水系のポンプ及び配管，除じん系のポンプ及び配管の基準

地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持

e. 屋外タンク等における溢水

「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参

考資料３第 10.1）において「屋外タンクの溢水による影響」として説明してい

るとおり，地震時の屋外タンク等による影響評価は，原子炉建物，廃棄物処理

建物及びＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリアに設置

する格納槽の各扉付近の開口部の下端高さが溢水水位より高い位置にあること，

タービン建物については，外壁にある扉付近の水位が扉の設置位置を超えるが，

開口部下端高さを超える水位の継続時間が短く，流入する溢水は少量であり，

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の溢水を貯留できる空

間容積より十分小さく，また，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア）には浸水により機能喪失する設備が設置されていないこと，Ａ－非常

用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃

料移送系）及び排気筒を設置するエリアについては，防水壁及び水密扉を設置

することにより，浸水防護重点化範囲に影響を与えることはない（第 2.4－10

図参照）。 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇

「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷防止等）」に対する適合性（参考

資料３第 10章 10.2）において「地下水の溢水による影響」として説明してい
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るとおり，建物外周地下部における地下水位の上昇については，基準地震動 Ss

による地震力に対して機能維持する地下水位低下設備を設置することによって，

地震時及び地震後においても地下水を地上の雨水排水系統へ排水することが可

能である。また，地下水位低下設備の電源は，非常用電源系統より供給するこ

とから，外部電源喪失時にも排水が可能となっており，水位が上昇し続けるこ

とはない（「島根原子力発電所２号炉 地震による損傷の防止 別紙-17 地下

水位低下設備について」参照）。安全側に地下水位をタービン建物の地表面

(EL8.5m)と想定し，地震による建物外周部からの流入について，地震による残

留ひび割れを考慮した評価を実施し，ひび割れの程度に応じた浸水量を仮定し

た場合においても，浸水防護重点化範囲に影響を与えないように浸水対策を実

施する。 

 

なお,島根２号炉の浸水防護重点化範囲であるタービン建物，制御室建物，廃

棄物処理建物（それぞれ耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）は島根１号炉タ

ービン建物等と隣接しているため,島根１号炉にて発生した溢水による島根２号

炉の浸水防護重点化範囲への浸水が考えられるが,島根２号炉と島根１号炉の建

物境界に対しては，溢水防護の観点から止水対策を実施することから,島根２号

炉へ浸水することはない。 

 
（平面図） 

 

（A-A断面） 

第 2.4-9-1図 浸水対策概要図（EL5.3mまで） 
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（平面図） 

（断面図） 

第 2.4-9-2図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの

機器及び配管への対策概要図 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

浸水防護重点化範囲

耐震Sクラスとする範囲

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽除じん機エリア防水壁


取水槽海水ポンプエリア防水壁

（内部溢水対策）

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m

タービン補機海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

タービン建物

溢水水位

EL 4.8m

タービン建物 取水槽

循環水ポンプエリア 海水ポンプエリア 除じん機

エリア

EL 10.8m
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第 2.4-9-3図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの

機器及び配管への対策概要図（取水槽廻り詳細図）（ＥＬ.2.0m） 

 

第 2.4-9-4図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの 

機器及び配管への対策概要図 

（タービン建物（復水器を設置するエリア）詳細図）（ＥＬ.2.0m） 

 本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 2.4-9-5図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの

機器及び配管への対策概要図 

（タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）詳細図）（ＥＬ.2.6ｍ） 

第 2.4-9-6図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する低耐震クラスの

機器及び配管への対策概要図 

（屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）詳細図）（ＥＬ.2.0m） 

 
本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 2.4－10図 Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリア及びＢ－非常用

ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※格納槽は設計中であり，形状等については変更となる可能性がある。

浸水防護重点化範囲

2号炉
原子炉建物

B-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）

排気筒

A-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機（燃料移送系）

防水壁および水密扉

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク格納槽※

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

格納槽入口扉

格納槽

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

5条-別添1-Ⅱ-2-82

115



 

第 2.4-3表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

浸水経路・浸水口 浸水対策 

（参考） 

対象とする 

溢水事象 

通路・扉部 ・「水密扉」を設置 a,e 

区画 ・「防水壁」を設置 a,e 

貫

通

部 

配管 

・「貫通部止水処置」を実施 

a,e,f 

電線管 a,e,f 

ケーブルトレイ a,e,f 

予備スリーブ a,e,f 

床ドレン ・「逆止弁」を設置 a 

低耐震クラスの機器及

び配管 

・基準地震動 Ss による地震力に対する

バウンダリ機能保持 

・「電動弁」，「逆止弁」を設置 

b,c,d 

建物間接合部 
・「エキスパンションジョイント止水板」

を設置 
e,f 

 

第 2.4-4表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求有無） 

建物 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における階層※１ 

地下１階 

(EL2.0m) 

浸水あり 

地上１階 

(EL5.5m) 

浸水なし 

地上２階 

(EL12.5m)以上 

浸水なし 

原子炉建物 対策要求あり 対策要求なし 

対策要求なし 制御室建物 
対策要求なし※２ 対策要求なし 

廃棄物処理建物 

タービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を

設置するエリア） 

対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

取水槽循環水ポン

プエリア 
対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

※１ 建物によりエレベーションは異なり，ここでは代表でタービン建物のエレ

ベーションを表記 

※２ 制御室建物及び廃棄物処理建物の浸水防護重点化範囲はそれぞれ EL12.8m，

EL8.8m以上であるため，対策要求はない。（第 2.4-2-1図（１／４,２／４）

参照。） 
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2.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

2.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持確認 

(3) 基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取水性確保 

２号炉の取水口は深層取水方式を採用しており，取水口呑口上端が EL-9.5mと

低い位置（第 2.5-6 図）であることから，漂流物が取水口及び取水管の通水性に

影響を与える可能性は小さいが，基準津波により漂流物となる可能性がある施

設・設備等が，取水口あるいは取水管を閉塞させ，非常用海水冷却系（原子炉補

機海水系及び高圧炉心スプレイ補機海水系）の取水性に影響を及ぼさないことを

確認した。漂流物に対する取水性確保の影響評価については，発電所周辺地形並

びに敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性を把握した上で，検討対象施設・設

備の抽出範囲を設定し，漂流物の検討フローを策定し，抽出した施設・設備につ

いて，漂流（滑動を含む）する可能性，２号炉取水口に到達する可能性及び２号

炉取水口が閉塞する可能性についてそれぞれ検討を行い，非常用海水冷却系の海

水ポンプの取水性への影響を評価した。 

なお，漂流物調査範囲内の人工構造物（漁船を含む）の位置，形状等に変更が

生じた場合は，津波防護施設の健全性又は取水機能を有する安全設備の取水性に

影響を及ぼす可能性がある。このため，漂流物調査範囲内の人工構造物（漁船を

含む）については，基準適合状態維持の観点から，設置状況を定期的（１回／定

期事業者検査）に確認するとともに，第 2.5-18図に示す漂流物の選定・影響確

認フローに基づき評価を実施し，津波防護施設の健全性又は取水機能を有する安

全設備の取水性を確認し，必要に応じて，対策を実施する。 

また，発電所の施設・設備の設置・改造等を行う場合においても，都度，津波

防護施設の健全性又は取水機能を有する安全設備の取水性への影響評価を実施

する。 

これらの調査・評価方針については，ＱＭＳ文書に定め管理する。 

 

(H.W.L)EL＋0.58m

EL－9.50m

EL－12.50m

EL－18.00m

 
第2.5-6図 取水口呑口概要図 
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  a.検討対象施設・設備の抽出範囲の設定 

   発電所周辺地形並びに敷地及び敷地周辺に襲来する津波について，その

特徴を把握した上で，検討対象施設・設備の抽出範囲を設定する。 

 

①発電所周辺地形の把握 

 島根原子力発電所は，島根半島の中央部で日本海に面した位置に立地し

ている。島根原子力発電所の周辺は，東西及び南側を標高 150m程度の高

さの山に囲まれており，発電所東西の海沿いには漁港がある。島根原子力

発電所の周辺地形について，第 2.5-7図に示す。 

 

 

 
 

 

第 2.5-7図 発電所周辺の地形 
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②敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性の把握 

基準津波の波源，断層幅と周期の関係，海底地形，最大水位上昇量分布，

最大流速分布をそれぞれ第 2.5-8～12図に示す。また，水位変動・流向ベ

クトルを添付資料 34に示す。 

上記から得られる情報を基に，敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性

を考察した。 

 

【断層幅と周期の関係（第 2.5-9図）から得られる情報】 

・津波は，断層運動に伴う地盤変動により水位が変動することにより発

生するため，地盤変動範囲と水深が津波水位変動の波形（周期）の支

配的要因となる。特に，地盤変動範囲は断層の平面的な幅に影響され

ることから，平面的な断層幅が津波周期に大きな影響を与える。 

・島根原子力発電所で考慮している波源は，太平洋側で考慮しているプ

レート間地震と比べ，平面的な断層幅が狭く，傾斜角も高角であるこ

とから，津波周期が短くなる傾向にある。 

 

【海底地形（第 2.5-10図），最大水位上昇量分布（第 2.5-11図）から得

られる情報】 

・日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆を回り込むよう

に南方向に向きを変え伝播する。また，島根原子力発電所前面に位置

する隠岐諸島の影響により，隠岐諸島を回り込むように津波が伝播し，

東西方向から島根原子力発電所に到達する。 

 

【最大流速分布（第 2.5-12図）から得られる情報】 

 ・日本海東縁部に想定される地震による津波は，図中の①～⑥であり，

基準津波１（①，②）は，他の基準津波（図中③～⑥）に比べ，沖合

の流速が速い範囲が広域である。また，沿岸部においても流速が速い

箇所が多いことから，日本海東縁部に想定される地震による津波のう

ち，基準津波１の流速が速い傾向がある。 

 ・海域活断層から想定される地震による津波は，図中の⑦，⑧であり，

日本海東縁部に想定される地震による津波（図中の①～⑥）と比較す

ると，沖合・沿岸部共に日本海東縁部に想定される地震による津波の

方が流速が速い。 

 ・全ての流速分布において，流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速

くなる傾向がある。 

5条-別添1-Ⅱ-2-98

119



  

 ・防波堤有無による影響について，①及び②並びに⑦及び⑧を比較した

結果，発電所沖合の流速への有意な影響はない。 

 

【水位変動・流向ベクトル（添付資料 34）から得られる情報】 

 基準津波１～６の水位変動・流向ベクトルから得られる情報をそれぞれ

第 2.5-2(1)表から第 2.5-2(6)表に示す。また，得られた情報をまとめる

と以下のとおりとなる。 

 

    [日本海東縁部に想定される地震による津波] 

 ・日本海東縁部に想定される地震による津波の第１波は地震発生後 115

分程度で輪谷湾内に到達するが，到達した際の水位変動は２m以下で

あり，その後，約１時間程度，水位変動は最大でも３m程度で上昇・

下降を繰り返す。 

 ・各基準津波の施設護岸又は防波壁での最高水位，２号炉取水口での最

低水位を以下に発生時刻を含めて示す。 

 【水位上昇側】（潮位 0.58m,潮位のばらつき+0.14mを考慮） 

    基準津波１（防波堤有り）：EL+10.7m（約 192分） 

    基準津波１（防波堤無し）：EL+11.9m（約 193分） 

    基準津波２（防波堤有り）：EL+ 9.0m（約 198分） 

    基準津波５（防波堤無し）：EL+11.5m（約 193分） 

 【水位下降側】（潮位 0.09m,潮位のばらつき-0.17m,隆起-0.34mを考慮） 

    基準津波１（防波堤有り）：EL-5.4m（約 189分 30 秒） 

    基準津波１（防波堤無し）：EL-6.3m（約 189分） 

    基準津波３（防波堤有り）：EL-4.9m（約 190分 30 秒） 

    基準津波６（防波堤無し）：EL-6.4m（約 190分 30 秒） 

 ・輪谷湾内の流向は最大でも４分程度で反転している。 

 ・発電所沖合において，1m/sを超える流速は確認されない。 

 ・発電所港湾部の最大流速は，基準津波１（防波堤有り）のケースであ

り，港湾外及び港湾内ともに防波壁前面付近で 9.0m/s（約 193分）で

ある。 

 

 [海域活断層から想定される地震による津波] 

 ・海域活断層から想定される地震による津波の第１波は地震発生後約３

分程度で押し波として襲来し２分間水位上昇(1m程度)する。その後，

引き波傾向となり，地震発生後，6分 30秒において基準津波４の最低
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水位（２号炉取水口：EL-4.2m）となる。以降は，水位変動１m程度で

上昇下降を繰り返す。 
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第 2.5-2(1)-1 表 基準津波１の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海域 
発電所港湾部（輪谷湾） 

防波堤有り 防波堤無し 

0分～ 

108分 
－（津波が到達していない。） －（津波が到達していない。） －（津波が到達していない。） 

109分 
津波の第１波が敷地の東側か

ら襲来する。 
－（津波が到達していない。） －（津波が到達していない。） 

114分 

東側から襲来する津波は徐々

に発電所方向に進行する。 

西側からも津波が襲来する。 

－（津波が到達していない。） －（津波が到達していない。） 

116分 30

秒 
－ 

第１波が輪谷湾内に襲来する。 

水位が 1m程度上昇する。 
防波堤有りと同様な傾向を示す。 

116分 30

秒～ 

183分 

発電所沖合において，1m/s以

上の流速は発生していない。 

最大でも 3m程度（138分，142

分，160分～161分，164分～165

分，166分～167分，170分～171

分，174分，175分，178分～179

分，180分）の水位変動を繰り

返す。また，水位変動の周期（押

し波または引き波継続時間）は

最大でも 4分程度（121分～124

分 30秒，）である。 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 

183分～

184分 

30秒 

－ 

強い押し波により水位が 5m程

度上昇する。また，5m/s程度の

流速が発生する。押し波時間は

2分間程度継続し，その後引き

波に転じる。 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 

186分 

～ 

187分 

30秒 

－ 

強い押し波により水位が 5m程

度上昇する。また， 5m/s程度

の流速が発生する。押し波時間

は 2分間程度継続し，その後引

き波に転じる。 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 

187 分 

30秒 

～ 

189分 

30秒 

－ 
強い引き波により水位が－6m

程度下降する。 
防波堤有りと同様な傾向を示す。 

189分 

30秒 

～ 

190分 

30秒 

（沖合において）水位変動が

3mを超える津波が発電所方向

に襲来する。 

強い押し波により水位が 5m程

度上昇する。また，5m/sを超え

る流速が発生する。押し波時間

は 1分間程度継続し，その後引

き波に転じる。 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 
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第 2.5-2(1)-2表 基準津波１の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所 

周辺海域 

発電所港湾部（輪谷湾） 

防波堤有り 防波堤無し 

192分 

30秒 

～ 

193分 

30秒 

－ 

西側方向から（沖合において）水位変動が

3mを超える津波が襲来する。 

基準津波１における最高水位 EL+10.7mが

3号炉北側の防波壁の西端付近で確認され

る（192分 30秒）。 

押し波時間は 1分間程度継続し，その後引

き波に転じる。 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後 192分 30秒） 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 

防波堤無しにおいて，最高水位 EL+11.9m

が輪谷湾の東側の隅角部で確認される（約

193分）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後 193分） 

 

194分 

以降 

発電所沖合

において，

1m/s以上

の流速は発

生していな

い。 

水位変動は最大でも 3m程度（206分，207

分～208分，210分，214分，222分）で，

また，水位変動の周期（押し波または引き

波継続時間）は最大でも 3分程度（233分

～236分）で押し波，引き波を繰り返す。 

防波堤有りと同様な傾向を示す。 
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第 2.5-2(2)表 基準津波２の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海域 
発電所港湾部（輪谷湾） 

防波堤有り 

170分～ 

195分 

発電所沖合において，1m/s

以上の流速は発生してい

ない。 

最大でも 3m程度（182分，190分）の水位変動を繰り返

す。また，水位変動の周期は最大でも 4分(178分 30秒

～182分 30秒)程度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後 178分 30秒～182分 30秒） 

 

 

195分～ 

196分 30秒 
－ 

強い引き波により水位が-5m程度下降する。引き波継続

時間は 1分 30秒程度で，その後，すぐに押し波となる。 

197分～ 

198分 
－ 

基準津波２における最大水位 EL+9.0mが輪谷湾の西側で

確認される（約 198分）。 

198分 

以降 

発電所沖合において，1m/s

以上の流速は発生してい

ない。 

水位変動は最大でも 3m程度(202分，207分)で，押し波，

引き波を繰り返す。 
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第 2.5-2(3)表 基準津波３の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海域 
発電所港湾部 

防波堤有り 

170分～ 

189分 

発電所沖合において，1m/s 以上の流速は

発生していない。 

最大でも 3m 程度（178 分 30 秒，181 分 30

秒，182分）の水位変動を繰り返す。また，

水位変動の周期は最大でも 4 分程度(173 分

～177分)である。 

189分 

～ 

190分 

30秒 

－ 

強い引き波により 2号炉取水口で最低水位

EL -4.9mが確認される。 

引き波時間は 1分 30秒程度継続し，その後

押し波に転じる。 

191分以

降 

発電所沖合において，1m/s以上の流速は

発生していない。 

水位変動は最大でも 3m程度（192分，194

分，196分 30秒，198 分）で，押し波，引

き波を繰り返す。 

 

 

第 2.5-2(4)表 基準津波５の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海域 
発電所港湾部 

防波堤無し 

170分～

190分 

発電所沖合において，1m/s以上の流速は

発生していない。 

水位変動は最大でも 3m程度（176分 30秒，

181分，）で，押し波，引き波を繰り返す。 

190分～

192分 
－ 

強い引き波により水位が-6m程度下降する。 

引き波継続時間は２分間程度であり，その

後押し波に転じる。 

192分～

193分 
－ 

強い押し波により基準津波５における最大

水位 EL+11.5mが輪谷湾の東側の隅角部で確

認される（約 193分）。 

押し波時間は１分間程度であり，その後引

き波に転じる。 

198分 

～ 

199分 

30秒 

－ 
押し波時間は 1分 30秒間程度であり，その

後引き波に転じる。 
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第 2.5-2(5)表 基準津波６の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海域 
発電所港湾部 

防波堤無し 

170分～

188分 30

秒 

発電所沖合において，1m/s以上の流速は

発生していない。 

水位変動は最大でも 3m程度（182分，185

分，188分 30秒） 

189分～

190分 

30秒 

－ 

強い引き波により 2号炉取水口で最低水位

EL-6.4mが確認される。（190分 30秒）。 

引き波時間は 1分 30秒程度であり，その後

押し波に転じる。 

190分 

30秒 

～ 

191分 

30秒 

 強い押し波により水位が 6m程度上昇する。 

197分 

～ 

198分 

 強い押し波により水位が 6m程度上昇する。 
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第 2.5-2(6)表 基準津波４の水位変動・流向ベクトルから得られる情報 

時刻 

水位変動・流向ベクトルの考察 

発電所周辺海

域 

発電所港湾部 

防波堤有り 防波堤無し 

0分～

2分  

水位変動 1m程

度の津波が確

認できる。ま

た，その後水位

-2m程度の津波

が確認できる。 

1m/s以上の流

速は発生して

いない。 

－（津波が到達していない。） －（津波が到達していない。） 

3分 
港湾内に押し波が襲来。 

水位が 1m程度上昇する。 
防波堤有りと同様な傾向。 

6分 

以降 
－ 

引き波により最低水位 EL-4.0 m が確認さ

れる（約 6分 30秒）。 

最大流速 3.3m/sが 3号炉北側の防波壁の

西端付近で確認される。（約 6分） 

最高水位 EL+3.0m が 3 号炉北側の防波壁

の西端付近で確認される。（約 6分 30秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後約 6分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後約 6分 30秒） 

防波堤有りと同様な傾向。 

防波堤無しにおいて，最低水位 EL-4.2m

が確認される（約 6分 30秒）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地震発生後約 9分） 
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基準津波の波源，断層幅と周期の関係，海底地形，最大水位上昇量分布，

最大流速分布及び水位変動・流向ベクトルを踏まえた敷地及び敷地周辺に襲

来する津波の特性に係る考察は以下のとおり。 

・日本海東縁部に想定される地震による津波の周期はプレート間地震によ

る津波に比べ短い傾向にあり，流向は最大でも４分程度で反転している。 

・日本海東縁部に想定される地震による津波は，大和堆，隠岐諸島の海底

地形の影響を受け島根原子力発電所に到達する。 

・海域活断層から想定される地震による津波に対して，日本海東縁部に想

定される地震による津波の方が流速が速い。 

・日本海東縁部に想定される地震による津波の中でも基準津波１の流速が

比較的速い。 

・基準津波１は，基準津波の策定において考慮した津波の中で，施設護岸

又は防波壁における水位上昇量が最大となることから，エネルギー保存

則を踏まえると流速も最も大きくなると考えられる。 

・流速は発電所沖合よりも沿岸付近の方が速くなる傾向がある。 

・発電所沖合において，防波堤の有無による流速への有意な影響はない。 
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第 2.5-8図 基準津波の波源 
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第 2.5-9図 断層幅と周期の関係 
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第 2.5-10図 海底地形 

 

隠岐諸島 

島根原子力発電所 

 

大和堆 
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（参考）波源位置から島根原子力発電所までの最大水位上昇量分布 

 

 

第 2.5-11図 最大水位上昇量分布 
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日
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第 2.5-12図 最大流速分布 

②基準津波１（防波堤無し） 

③基準津波２（防波堤有り） ④基準津波３（防波堤有り） 

⑤基準津波５（防波堤無し） ⑥基準津波６（防波堤無し） 

⑦基準津波４（防波堤有り） ⑧基準津波４（防波堤無し） 

島根原子力発電所 

①基準津波１（防波堤有り） 

島根原子力発電所 

島根原子力発電所 島根原子力発電所 

島根原子力発電所 島根原子力発電所 

島根原子力発電所 島根原子力発電所 
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※ 津波解析から求まる流向流速をもとに，質量を持たず，抵抗を考慮しない仮想的な浮遊物が，

水面を移動する軌跡を示す解析。 

 さらに，津波の平面二次元解析から求まる流向及び流速により仮想的な浮遊物

が辿る経路を確認することで，より詳細に基準津波の流向及び流速の特徴が把握

できるため，仮想的な浮遊物の軌跡解析※を基準津波１～６について実施した。 

 仮想的な浮遊物の移動開始位置については，日本海側に面している島根原子力

発電所の敷地形状を踏まえ，敷地前面の９箇所（地点１～９）に加え，周辺漁港

の位置や漁船の航行等を考慮し，４箇所（地点 10～13）設定した。計 13 箇所の

仮想的な浮遊物の移動開始位置を第 2.5-13図に示す。 

 解析時間については，基準津波の解析時間と同様，日本海東縁部に想定される

地震による津波は６時間，海域活断層から想定される地震による津波は，３時間

とした。基準津波による軌跡解析結果を第 2.5-14図に示す。 

軌跡解析の結果，基準津波の特性で示した特徴と同様，３㎞及び５kmの地点（地

点４～９）において仮想的な浮遊物は，初期位置からほとんど移動しないことが

確認された。 

 なお，軌跡解析は津波の平面二次元解析から求まる流向及び流速により仮想的

な浮遊物が移動する経路（軌跡）を示したものであり，漂流物の挙動と仮想的な

浮遊物の軌跡が完全に一致するものではないが，仮想的な浮遊物の軌跡は漂流物

の挙動と比較して敏感であり，漂流物の影響を評価する上で重要な漂流物の移動

に係る傾向把握の参考情報として用いることができると考える。 

 

 

 

第 2.5-13図 仮想的な浮遊物の移動開始位置
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（基準津波１（防波堤有り）） 

 

 

（基準津波１（防波堤無し）） 

第 2.5-14-1図 軌跡解析結果

凡例 

■：始点 

●：終点 

地点 1 

地点 2 

地点 3 

地点 4 地点 6 

地点 10 
地点 11 

地点 12 

地点 13 

地点 5 

地点 9 

地点 8 

地点 7 

島根原子力発電所 

島根原子力発電所 

地点 1 

地点 2 

地点 3 

地点 4 地点 6 

地点 10 
地点 11 

地点 12 

地点 13 

凡例 

■：始点 

●：終点 

地点 5 

地点 9 

地点 8 

地点 7 
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（基準津波２（防波堤有り）） 

 

 

（基準津波３（防波堤有り）） 

第 2.5-14-2図 軌跡解析結果 
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（基準津波５（防波堤無し）） 

 

 

（基準津波６（防波堤無し）） 

第 2.5-14-3図 軌跡解析結果 
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（基準津波４（防波堤有り）） 

 

 

（基準津波４（防波堤無し）） 

第 2.5-14-4図 軌跡解析結果 
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 b. 漂流物調査範囲の設定 

  漂流物調査の範囲については，前項に示した発電所周辺地形並びに敷地及び

敷地周辺に襲来する津波の特性を考慮し，基準津波による漂流物の移動量を算

出し，調査範囲を設定する。 

前項「②敷地及び敷地周辺に襲来する津波の特性の把握」における基準津波

の特徴を踏まえ，漂流物の抽出における津波としては，基準津波の策定で考慮

した津波のうち，発電所へ向かう流速が最も大きいと考えられる基準津波１で

代表させる。日本海東縁部に想定される地震による津波である基準津波１につ

いて，第 2.5-13図に示す計 13 の地点において，水位，流向，流速の時系列デ

ータを抽出した。なお，日本海東縁部に想定される地震による津波は，第４図

に示すとおり，地震発生後，約 110分程度から水位が上昇し始め，190分程度

で最大水位を示し，230分以降は収束傾向（水位１m以下）となることから，100

分から 260分の範囲を検討対象とした。 

津波の流向が発電所へ向かっている時に，漂流物が発電所に接近すると考え，

流向が発電所へ向かっている時(地点１～11:南方向，地点 12:南西方向,地点

13:西方向)の最大流速と継続時間より，漂流物の移動量を算出する。 

  漂流物の移動量の算出に当たっては，発電所へ向かう流向が継続している間

にも流速は刻々と変化しているが，保守的に最大流速が継続しているものとし

て，最大流速と継続時間の積によって移動量を算出する。 

  また，保守的な想定として引き波による反対方向の流れを考慮せず，寄せ波

の２波分が最大流速で一定方向に流れるものとして評価を行った。 

  なお，評価においては，その他の基準津波に比べ，基準津波１の流速が比較

的速く，また港湾外においては，防波堤有無による有意な影響が見られないこ

と及び３㎞，５km地点（地点４～９）においては，仮想的な浮遊物の軌跡解析

の結果からも移動量が小さい傾向が確認されたことから，基準津波１における

１km圏内の地点１～３，周辺漁港等を考慮した地点 10～13 を抽出し，そのう

ち発電所方向に向かう流速が最大となる地点１及び地点 13を評価対象とした。 

基準津波１における水位，流向，流速を第 2.5-15図に示す。 

 

  移動量＝継続時間×２×最大流速 

 

  以上の条件において，漂流物の移動量を評価した（第 2.5-16図）。評価の結

果，抽出地点（地点１）における移動量 900mが最大となった。以上により漂

流物の移動量が 900mとなるが，保守的に半径５kmの範囲を漂流物調査の範囲

として設定する。 
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第 2.5-15-1図 抽出地点１における水位，流向，流速（基準津波１） 

 

 

 

 

第2.5-16-1図 
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第 2.5-15-2図 抽出地点２における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-3図 抽出地点 3における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-4図 抽出地点４における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-5図 抽出地点５における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-6図 抽出地点６における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-7図 抽出地点７における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-8図 抽出地点８における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-9図 抽出地点９における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-10図 抽出地点 10における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-11図 抽出地点 11における水位，流向，流速（基準津波１） 
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第 2.5-15-12図 抽出地点 12における水位，流向，流速（基準津波１） 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-130

151



 

-15

-10

-5

0

5

10

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

水
位
(m

)

時間(分)

水位

0

1

2

3

4

5

6

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
速
(m

/s
)

時間(分)

流速(m/s)

-5

0

5

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

流
向

時間(分)

流向

地点13

発電所方向：南

最大流速：約2.2m/s

 

 

第 2.5-15-13図 抽出地点 13における水位，流向，流速（基準津波１） 

  

第2.5-16-2図 

5条-別添1-Ⅱ-2-131

152



 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

170 180 190 200

水
位
(m

)

時間（分）

水位

-2

2

170 180 190 200

流
向

時間（分）

流向

0

1

2

3

170 175 180 185 190 195 200

流
速
(m

/s
)

時間（分）

流速(m/s)

地点１

1.2m/s

1.8m/s
1.6m/s

2.2m/s

 

 

地点１ ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 185 222 193 98 

流速(m/s) 1.2 1.8 1.6 2.2 

移動量(m) 222 400 309 216 

※ ②における継続時間を保守的に４分（240秒）とし，移動量を約 450m と算定 

第 2.5-16-1図 基準津波による水の移動量(地点１)  
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地点 13 ① ② ③ ④ 

継続時間(s) 181 150 97 31 

流速(m/s) 1.6 1.8 2.0 2.2 

移動量(m) 290 270 194 69 

※  ①における継続時間を保守的に 200 秒とし，移動量を約 320mと算定 

第 2.5-16-2図 基準津波による水の移動量(地点 13)  
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c. 漂流物となる可能性のある施設・設備の抽出 

設定した漂流物調査範囲を，発電所構内と構外，また海域と陸域に分類し，

漂流物となる可能性のある施設・設備を抽出した。各分類における調査対象，

調査方法及び調査実施期間並びに再調査実施期間を第 2.5-2表に，調査範囲

を第 2.5-17-1図及び第 2.5-17-2図に示す。また，各調査の具体的な調査要

領を添付資料 15に示す。 

調査結果を踏まえ，第 2.5-18図に示す漂流物の選定・影響確認フローに基

づき，取水性への影響を評価した。 

なお，漂流物の影響については，東北太平洋沖地震に伴う津波の被害実績（注）

も踏まえ評価した。 

 

（注）国土交通省 国土技術政策総合研究所 国土技術政策総合研究所資料第 674号 独

立行政法人 建築研究所 建築研究資料「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖

地震被害調査報告」 

 

第 2.5-2表 漂流物の調査方法 

調査範囲 

調査対象 調査方法 
調査 

実施期間 

再調査 

実施期間 
発電所 

構内・構外 
海域・陸域 

発電所 

構内 

海域 船舶等 

資料調査 
H25.1.25～H25.2.28 

H28.4.20～H28.5.13 H31.3.27～

H31.4.12 
聞取調査 

H25.1.25～H25.2.28 

H28.4.20～H28.5.13 

陸域 
人工構造物 

車両等 

聞取調査 H24.8.3～H24.8.24 

H31.3.8 
現場調査 

H24.8.3～H24.8.24 

H26.9.8～H26.10.16 

発電所 

構外※ 

海域 船舶等 

資料調査 
H24.8.3～H24.8.24 

H26.9.8～H26.10.16 
H31.3.28 

聞取調査 
H24.8.3～H24.8.24 

H26.9.8～H26.10.16 

H31.3.22～

H31.3.28， 

R2.8.6～

R2.8.11 

R2.9.8～

R2.9.10 

R3.1.7 

現場調査 
H24.8.3～H24.8.24 

H26.9.8～H26.10.16 
R元.5.10 

陸域 
人工構造物 

車両等 

聞取調査 － 
H31.3.22， 

～H31.3.27 

現場調査 
H24.8.3～H24.8.24 

H26.9.8～H26.10.16 

H31.3.22～

H31.3.27， 

R元.5.10 

※ 発電所構外については，半径 5km までの調査を実施 
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第 2.5-17-1図 漂流物調査範囲（発電所構内陸域） 

 

 

 

 

 

第 2.5-17-2図 漂流物調査範囲（発電所構外）
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d. 取水性に与える影響の評価 

 (a) 発電所構内における評価 

ⅰ.発電所構内海域（輪谷湾）における評価 

発電所の構内（港湾内）にある港湾施設としては，２号炉の取水口の西方約

60mの位置に荷揚場がある。港湾周辺及び港湾内に定期的に来航する船舶とし

ては，燃料等輸送船（総トン数約 5,000トン）が年に数度来航し，荷揚場に停

泊する。また，温排水影響調査，環境試料採取等のための作業船(総トン数１ト

ン未満～約 10トン)が港湾の周辺及び港湾内に定期的に来航し，年に５回程度，

港湾内で漁船が操業する。 

これらの他に，設備，資機材等の搬出入のための貨物船等が不定期に停泊し，

また，発電所港湾の境界を形成する防波堤，護岸がある。なお，発電所の港湾

内には海上設置物はない。 

抽出された以上の船舶等に対して第 2.5-18図に示す漂流物の選定・影響フロ

ーに従って，漂流する可能性(Step1)，到達する可能性(Step2)及び閉塞する可

能性(Step3)の検討を行い，取水性への影響を評価した。 

なお，発電所港湾の境界を形成する防波堤，護岸については津波影響軽減施

設として設計しているものではないため，地震や津波波力による損傷を想定す

ると，損傷した構成要素が滑動，転動により流される可能性は否定できず，２

号炉の取水口の通水性に影響を及ぼす可能性が考えられる。滑動する可能性を

検討する上で用いる流速は，２号炉取水口が港湾内に位置することを踏まえ，

発電所近傍の最大流速とする（添付資料 18参照）。また，評価にあたっては，

「港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会，平成 19年 7月）」に準

じて，イスバッシュ式を用いた。この式は米国の海岸工学研究センターが潮流

による洗掘を防止するための捨石質量として示したものであり，水の流れに対

するマウンド被覆材の安定質量を求めるものであることから，津波襲来時にお

ける対象物の滑動可能性評価に適用可能であると考える。イスバッシュ式の定

数はマウンド被覆材が露出した状態に相当する 0.86とする。イスバッシュ式を

もとに，対象物が水の流れによって動かない最大流速（以下，「安定流速」とい

う）を算出し，解析による流速が安定流速以下であることを確認する。 

以上を踏まえ，発電所構内海域（輪谷湾）における評価について，以下の項

目毎に，評価結果を示す。 

①燃料等輸送船 

②作業船 

③貨物船等 

④漁船 

⑤防波堤 

 ⑥護岸 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-137

158



①燃料等輸送船 

 発電所敷地内の港湾施設として荷揚場があり，燃料等輸送船が停泊する。

燃料等輸送船の主な輸送工程を第 2.5-19図に示す。 

津波注意報，津波警報及び大津波警報（以下「津波警報等」という）発令

時には，原則，緊急退避（離岸）することとしており，東日本大震災以降に，

第 2.5-20図に示すフローを取り込んだ緊急時対応マニュアルを整備してい

る。 

 

 

入港 接岸 荷役 離岸 出航 

     

 

第 2.5-19図 主な輸送工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-20 図 緊急退避フロー図（例） 

 

このマニュアルに沿って実施した訓練実績では,輸送船と輸送物の干渉が

ある「荷役」工程において津波警報が発令した場合でも，警報発令後の 30分

程度で退避が可能であることを確認しており，日本海東縁部に想定される地

震による津波に対しては，緊急退避が可能である。 

以上を踏まえ，津波の到達と緊急退避に要する時間との関係を示すと第

2.5-21図のとおりとなる。 

輸送船 輸送物 輸送船 

地
震
発
生 

荷役作業中断 

作業員・輸送物の 

安全確認 

津波警報 

等発令 

ラ
ジ
オ
，
無
線
等 

船
内
テ
レ
ビ
， 

津
波
情
報
収
集 

船
舶
の
緊
急
退
避
※ 

※ 津波到達時間を考慮し，

船長が判断・指示 
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※１ 平成 24年の訓練実績では 10 分程度。 

※２ 平成 24年の訓練実績では大津波警報発令から 50分程度で 2.5km 沖合（水深 60m

以上：船会社が定める安全な海域として設定する水深）の海域まで退避しており，

日本海東縁部に想定される地震による津波襲来(約 110分)までに退避可能。 

 

第 2.5-21図 津波の到達と燃料等輸送船の緊急退避に要する時間との関係 
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 第 2.5-21図より，燃料等輸送船は，島根原子力発電所に襲来が想定され

る津波のうち，時間的な余裕がない海域活断層から想定される地震による

津波に対しては，緊急退避ができない可能性がある。しかしながら，この

場合も以下の理由から輸送船は航行不能となることはなく，漂流物になる

ことはないと考えられる。 

 

・輸送船は荷揚場に係留されている。 

・津波高さと喫水高さの関係から，輸送船は荷揚場を越えない。 

・荷揚場に接触しても防げん材を有しており，かつ通達（海査第 520号：

照射済核燃料等運搬船の取扱いについて）に基づく二重船殻構造等十

分な船体強度を有する。 

 

以上の評価に関わる津波に対する係留索の耐力評価を添付資料 16に，荷

揚場への乗り上げ及び着底に伴う座礁及び転覆の可能性に関わる喫水と津

波高さとの関係を添付資料 17に示す。 

以上より，燃料等輸送船は，非常用海水冷却系に必要な２号炉の取水口

及び取水管の通水性及び津波防護施設に影響を及ぼさないと評価した。 

なお，燃料等輸送船の緊急退避は輸送事業者・船会社（以下，船会社）

と協働で行うことになるが，その運用における当社と船会社の関係を示す

と第 2.5-22図のとおりとなる。すなわち，地震・津波が発生した場合には，

速やかに作業を中断するとともに，船会社及び当社は地震・津波の情報を

収集し，船会社が津波襲来までに時間的余裕があると判断した際には船会

社からの輸送船緊急退避の決定連絡を受け，当社にて輸送船と輸送物の干

渉回避や係留索取り外し等の陸側の必要な措置を実施し，また陸側作業

員・輸送物の退避を決定するなど，両者で互いに連絡を取りながら協調し

て緊急退避を行う。ここで，電源喪失時にも荷揚場のクレーンを使用して

上記の対応ができるように，同クレーンには非常用電源を用意している。 

これら一連の対応を行うため，当社では，当社－船会社間の連絡体制を

整備するとともに前述の緊急時対応マニュアルを定めており,船会社との

間で互いのマニュアルを共有した上で，合同で緊急退避訓練を実施するこ

とにより，各々のマニュアルの実効性を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-140

161



 当社 船会社 

地震・

津波時

の対応 

  

第 2.5-22図 輸送船緊急退避時の当社と船会社の関係性 

 

②作業船 

港湾の周辺及び港湾内への船舶の来航を伴う作業のうち温排水影響調査，

環境試料採取のため１トン未満～約10トンの作業船が港湾内外で作業を実

施する。 

これらの作業船については，津波警報等発令時には，原則，緊急退避す

るとともに，これを定めた緊急時対応マニュアルを整備し，緊急退避に係

る対応を行うため，当社―協力会社及び関係機関との間で連絡体制を整備

する。また，協力会社及び関係機関との間で互いのマニュアルを共有した

上で，合同で緊急退避訓練を実施することにより，各々のマニュアルの実

効性を確認する。 

これにより，日本海東縁部に想定される地震による津波に対しては，緊

急退避が可能である。一方，時間的な余裕がない海域活断層から想定され

る地震による津波に対しては，緊急退避ができない可能性があるため，そ

の影響を評価する。 

海域活断層から想定される地震による津波の取水口位置における入力津

波高さ（引き波）は EL-4.3mである。取水口呑口の高さは EL-9.5mであり，

十分に低く，作業船は取水口上部の水面に留まることから，取水口に到達

せず，海水ポンプに必要な通水性が損なわれることはない。さらに，万一，

防波堤に衝突する等により沈降した場合においても，以下に示す取水口呑

口の断面寸法並びに非常用海水冷却系に必要な通水量及び作業船の寸法か

荷揚場詰所にて地震・津波情報を収集 

陸側作業員・輸送物の緊急退避 

（地震・津波発生） 

輸送船緊急退避の状況を確認 

陸側作業員・輸送物の緊急退避※を決定。 

船会社より輸送船緊急退避決定の連絡

を受領。 

※荷役中の場合，荷下ろし後に緊急退避 

輸送船内にて地震・津波情報を収集 

（地震・津波発生） 

輸送船の緊急退避を決定し，当社へ連絡 

輸送船の緊急退避 

輸送船緊急退避の状況を当社へ連絡 

連絡（無線） 

連絡（無線） 
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ら，その接近により取水口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水口及

び取水管の通水性に影響を及ぼさないと評価した。 

一方，海域活断層から想定される地震による津波の施設護岸又は防波壁

位置における入力津波高さは EL4.2m であり，輪谷湾内の津波防護施設の

EL4.2m以下の部位に到達する可能性がある。 

 

〈作業船の取水路通水性に与える影響に関わる諸元〉 

○取水口呑口断面寸法(第 2.5-23図) 

・高さ：3.0m 

・幅：17m 

○非常用海水冷却系必要通水量 

・通常時（循環水系）の５％未満 

※循環水系の定格流量約 3370m3/分に対して非常用海水冷却系の定格流

量は約 150m3/分(ポンプ全台運転) 

○作業船寸法(総トン数約 10トンの作業船代表例) 

・長さ：約 10m 

・幅：約 4m 

・喫水：約 1.5m 

・水面下断面積：約 15m2（長手方向） 

以上より，その他の作業船は非常用海水冷却系に必要な２号炉の取水口及び取

水管の通水性に影響を及ぼす漂流物とはならないものと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.5-23図 取水口呑口概要図 

 

平面図 断面図 

基準津波４における 
引き波水位 EL-4.3m 

EL-9.0ｍ 

基準津波６における 
引き波水位 EL-6.5m 
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  ③貨物船等 

定期的に来航する作業船のほか，設備，資機材等の搬出入のための貨物

船等が不定期に停泊する。これらの貨物船等については，入港する前まで

に，津波警報等発令時には，緊急退避する緊急時対応マニュアルを整備し，

緊急退避の実効性を確認することにより，日本海東縁部に想定される地震

による津波に対しては，緊急退避が可能である。時間的な余裕がない海域

活断層から想定される地震による津波に対しては，入港する前までに，津

波時には漂流物とならない係留方法を策定し，係留することから，取水口

及び取水管の通水性に影響を及ぼすことはない（津波時に漂流物とならな

い係留ができない貨物船等は用いないこととする）。 

 

④漁船 

輪谷湾内では，第 2.5-27図に示す通り，年に５回程度，漁船（4隻，総

トン数 0.4～0.7 トン）が操業する。大津波警報発令時には，「災害に強い

漁業地域づくりガイドライン（水産庁（平成２４年３月））」において，沖

合に退避すると記載されており，津波襲来まで時間的に余裕のある日本海

東縁部に想定される地震による津波に対しては，沖合に退避すると考えら

れるが，漁船が航行不能となった場合には漂流物となり，輪谷湾に面する

津波防護施設に到達する可能性がある。ただし，その場合においても，第

2.5-23 図に示すとおり，日本海東縁部に想定される地震による津波の取水

口位置における入力津波高さ（引き波）は EL-6.5m であり，取水口呑口の

高さはEL-9.5mと十分に低く，漁船は取水口上部の水面に留まることから，

取水口に到達せず，海水ポンプに必要な通水性が損なわれることはない。

さらに，万一，防波堤に衝突する等により沈降した場合においても，第

2.5-23 図に示す取水口呑口の断面寸法並びに非常用海水冷却系に必要な通

水量及び漁船の寸法から，その接近により取水口が閉塞し，非常用海水冷

却系に必要な取水口及び取水管の通水性に影響を及ぼさないと評価した。 

海域活断層から想定される地震による津波に対しては輪谷湾内で漂流物

となり，輪谷湾に面する津波防護施設の EL4.2m以下の部分に到達する可能

性がある。ただし，漂流した場合においても，日本海東縁部に想定される

地震による津波と同様に取水口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水

口及び取水管の通水性に影響を及ぼさないと評価した。 

 

⑤防波堤 

防波堤の配置及び構造概要を第 2.5-24図に示す。 

図に示されるとおり，防波堤と東防波堤から成り，ケーソン式混成堤と

混成傾斜堤により構成されている。２号炉の取水口との位置関係としては，

取水口から最短約 340mの位置に防波堤（ケーソン式混成堤）が配置されて

いる。
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防波堤 標準部（A-A断面） 

 

防波堤 堤頭部（B-B断面） 

 

東防波堤 標準部（C-C断面） 

第 2.5-24図 防波堤の配置及び構造概要 

 

 

 

防波堤 

東防波堤 

B A 

A B 

C 

C 

 
 PN防波堤 

東防波堤 

B A 

A B 

C 

C 

A B 

A B 
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防波堤と２号炉の取水口との間には最短で約 340mの距離があるが，防波

堤は津波影響軽減施設として設計しているものではないため，地震や津波

波力，津波時の越流による洗掘により漂流・滑動する可能性について検討

する。 

漂流に対する評価として，第 2.5-24図に示す防波堤の主たる構成要素で

ある防波堤ケーソン，消波ブロック，被覆ブロック及び基礎捨石は海水の

比重より大きいことから，漂流して取水口に到達することはない。 

また，損傷した状態で津波による流圧力を受けることにより，滑動する

可能性が考えられるが，防波堤近傍の津波流速（3m/s）に対して保守的に

発電所近傍の最大流速（10m/s）を用いて安定質量の評価を行うと，コンク

リートの安定質量は約 195t，石材の安定質量は 188tと算定される。これに

対し，防波堤ケーソンを除く消波ブロック，被覆ブロック及び基礎捨石は，

安定質量を有しないことから，滑動すると評価する。 

滑動すると評価した防波堤構成要素のうち，消波ブロック及び被覆ブロ

ックについては，イスバッシュ式より安定流速がそれぞれ 8.6m/s,5.8～

6.5m/s と算出されており，安定流速を上回る取水口への連続的な流れが発

生していないこと，防波堤から 2 号炉取水口との間に距離があることから

取水口に到達することはない。 

なお，50kg～500kg程度の基礎捨石については，被覆ブロック等の下層に

敷かれていること，２号炉の取水口との間に距離があること，港湾内に沈

んだ場合においても海底面から取水口呑口下端まで5.5mの高さがあること

を考えると，津波により滑動，転動し，取水口に到達することはない。 

以上より，防波堤は地震あるいは津波により損傷した場合においても，

非常用海水冷却系に必要な２号炉の取水口及び取水管の通水性に影響を及

ぼすことはないものと評価する。 

 

⑥護岸 

護岸の配置及び構造概要を第 2.5-25図に示す。 

図に示されるとおり，護岸前面は消波ブロック，被覆石及び捨石により

構成されている。 

2号炉の取水口との位置関係としては，取水口から最短約 75mの位置に護

岸が配置されている。 
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第 2.5-25 図 護岸の配置及び構造概要 

 

護岸と２号炉の取水口との間には最短で約 75m の距離があるが，地震や

津波波力により漂流・滑動する可能性が考えられる。 

漂流に対する評価として，消波ブロック，被覆石及び捨石は海水の比重

より大きいことから，漂流して取水口に到達することはない。 

また，護岸近傍の津波流速（7m/s）に対して保守的に発電所近傍の最大

流速（10m/s）を用いて安定質量の評価を行うと，コンクリートの安定質量

は約 195t，石材の安定質量は 188tと算定される。護岸の主たる構成要素で

ある消波ブロック，被覆石及び捨石はいずれも安定質量を有しないことか

ら，滑動すると評価する。 

港湾内に沈んだ場合においても，海底面から取水口呑口下端まで 5.5mの

高さがあることから，消波ブロック，被覆石及び捨石が取水口に到達する

ことはないと評価した。また，防波壁東端部付近に落石を確認しているが，

落石は消波ブロック(12.5t)より小さく，上記と同様な評価となる。 

以上より，護岸は地震あるいは津波により損傷した場合においても，非

常用海水冷却系に必要な２号炉の取水口及び取水管の通水性に影響を及ぼ

すことはないものと評価する。 

 

   これらの評価結果について，第 2.5-3表にまとめて示す。 

 PN

護岸 

（単位：m）

逆T擁壁
（鉄筋コンクリート造）

GL EL+ 8.5

岩盤

捨石

消波ブロック

EL+ 15.0

2.03.3 3.3

8.5

2
.0

5
.0

7
.0

被覆石

捨石
グラウンドアンカー

グラウンドアンカー

EL+ 6.0

鋼管杭

改良地盤

埋戻土
（掘削ズリ）

埋戻土
（掘削ズリ）
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＜安定質量の試算＞ 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説」1)の流れに対する被覆材の所要質量の

評価手法に基づき，発電所近傍の最大流速の条件（添付資料 18 より最大約 10m/s）

における安定質量を算定すると下表の結果となる。 

これより，コンクリート塊については質量が 195t 程度，石材については質量

が 188t程度あれば安定することが分かる。 

なお，本手法は石を別の石の上に乗せた状態における流圧力と摩擦力のつり合

い式及び流圧力と重力によるモーメントの釣り合い式から導出されている 2)。津

波により損傷した防波堤は本手法の想定状態と類似していると考えられ，本手法

を適用できる。 

 

港湾の施設の技術上の基準・同解説（抜粋） 

 

 

条件：①津波流速 U：10m/s 

   ②重力加速度 g：9.8m/s2 

   ③イスバッシュの定数 y：0.86 

   ④斜面の勾配：0.0° 

材料 ρ（t/m3） Sr M（t） 

コンクリート 2.34※１ 2.27 195 

石材 2.36 2.29※２ 188 

※１ コンクリートの密度は道路橋示方書・同解説より設定。 

※２ 石材の比重は港湾の施設の技術上の基準・同解説より設定。 

参考文献 

1) （社）日本港湾協会：港湾の施設の技術上の基準・同解説（下巻），pp.561，2007. 

2) 三井順，松本朗，半沢稔：イスバッシュ式の導出過程と防波堤を越流する津波への適用性，土木学会論

文集 B2（海岸工学），Vol.71，No.2，pp.I_1063-I_1068，2015．
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取
水
口
上
部

の
水
面
に
留
ま
る
こ

と
か
ら
，
取
水
口
に
到

達
し
な
い
。
 

－
 

（【
判
断
基
準
:i
】

 

万
一
，
防
波
堤
に
衝
突
す
る
等

に
よ
り
沈
降
し
た
場
合
に
お

い
て
も
，
漁
船
の
最
大
規

模
は

約
0.
7
ト
ン
（

総
ト
ン
数
）
で

あ
り
，
大
き
さ
は
約

10
ト
ン

の
作
業
船
よ
り
小
さ
く
，
取
水

口
の
取
水
面
積
は
十
分
に
大

き
い
こ
と
か
ら
，
取
水
口
を
閉

塞
す
る
可
能
性
は
な
い
。）

 

Ⅲ
 

⑤
 

防 波 堤
 

防
波
堤
 

ケ
ー
ソ

ン
 

10
,0
00
t
 

以
上

 

【
判
断
基
準
:b
】
 

当
該
設
備
と
海
水
の
比
重
を
比
較
し
た
結

果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。
 

 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
比
重

 

【
2.
27
】

 

【
判
断
基
準
:f
】
 

発
電
所
近
傍
の
最
大
流
速

10
.0
m/
s
に
対
し
て
，
当
該

設
備
の
安
定
流
速
は

19
.2
m/
s
以
上
で
あ
る
こ
と

か
ら
，
滑
動
し
な
い
。
 

－
 

－
 

Ⅱ
 

※
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
比
重
は
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
よ
り
設
定
，

石
材
の

比
重

は
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
よ

り
設

定
。
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第
2.
5-
3
表
 
漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
海
域

（
輪
谷
湾
）
）
 

No
. 

分 類
 

名
称

 
質
量
 

St
ep
1（

漂
流
す
る
可
能
性
）

 
St
ep
2 

（
到
達
す
る
可
能
性
）
 

St
ep
3 

（
閉
塞
す

る
可
能
性
）
 

評
価
 

漂
流
 

滑
動
 

検
討
結
果
 

比
重

※
 

⑤
 

防 波 堤
 

消
波
 

ブ
ロ
ッ
ク

 
80
t 

【
判
断
基
準
:b
】
 

当
該
設
備
と
海
水
の
比
重
を
比
較

し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な

い
。
 

 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
比
重

 

【
2.
27
】

 

発
電
所
近
傍
の
最
大

流
速

10
.0
m/
s
に
対
し
て
，
当
該

設
備
の
安
定
流
速
は

そ
れ

ぞ
れ
，
8.
6m
/s
，
5.

8～

6.
5m
/s
，
2.
5～

3.
7m
/s

で
あ
る
こ
と
か
ら
，

滑
動

す
る
。
 

【
判
断
基
準
:g
】
 

安
定

流
速

を
上

回
る

取
水

口
へ

の
連

続
的

な
流

れ
は

確
認

さ
れ

な
い

こ
と

か
ら

取
水

口
へ
到
達
し
な
い
。
 

－
 

Ⅲ
 

被
覆
 

ブ
ロ
ッ
ク

 
8～

16
t 

基
礎
捨
石

 
50
～
50
0k
g 

石
材
比
重

 

【
2.
29
】

 

【
判
断
基
準
:h
】
 

港
湾

内
に

沈
ん

だ
場

合
に

お
い

て
も

，
海

底
面
か
ら

5.
5m

の
高
さ
が
あ
る
取
水
口
に

到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

⑥
 

護 岸
 

消
波
ブ
ロ
ッ
ク

 
12
.5
t 

【
判
断
基
準
:b
】
 

当
該
設
備
と
海
水
の
比
重
を
比
較

し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な

い
。
 

 

コ
ン
ク
リ

ー
ト
比
重

 

【
2.
27
】

 

発
電
所
近
傍
の
最
大

流
速

10
.0
m/
s
に
対
し
て
，
当
該

設
備
の
安
定
流
速
は

そ
れ

ぞ
れ
，
6.
3m
/s
，
4.
4m
/s
，

2.
3m
/s

以
上
で
あ
る
こ
と

か
ら
，
滑
動
す
る
。
 

【
判
断
基
準

h】
 

港
湾
内
に
沈
ん
だ
場
合
に
お
い
て
も
，
海

底
面
か
ら

5.
5m

の
高
さ
が
あ
る
取
水
口
に

到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
 

－
 

Ⅲ
 

被
覆
石
 

1.
5t
 

石
材
比
重

 

【
2.
29
】

 

捨
石
 

30
kg

以
上
 

石
材
比
重

 

【
2.
29
】

 

※
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
比
重
は
道
路
橋
示
方
書
・
同
解
説
よ
り
設
定
，
石
材
の

比
重

は
港

湾
の

施
設

の
技

術
上

の
基

準
・

同
解

説
よ

り
設

定
。
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ⅱ. 発電所構内陸域における評価 

本調査範囲（構内・陸域）は防波壁外側の津波遡上域である荷揚場周辺

である。第 2.5-17図に示した本調査範囲にある漂流物となる可能性のある

施設・設備等は，大別すると，第 2.5-4表のように分類でき，評価はこの

施設・設備等の分類ごとに行った。抽出した設備を第 2.5-26図に示す。な

お，荷揚場作業に係る車両・資機材については，添付資料 35に示すとおり

漂流物になることはない。 

 

 

第 2.5-4表 荷揚場にある漂流物となる可能性のある施設・設備等の分類 

分類 
漂流物となる可能性のある施設・設備 

No. 種類 

① 鉄骨造建物 
荷揚場詰所 

デリッククレーン巻上装置建物 

② 機器類 

キャスク取扱収納庫 

デリッククレーン 

デリッククレーン荷重試験用品① 

デリッククレーン荷重試験用品② 

デリッククレーン荷重試験用品③ 

デリッククレーン荷重試験用ウエイト 

オイルフェンスドラム・オイルフェンス 

変圧器盤・ポンプ制御盤① 

変圧器盤・ポンプ制御盤② 

変圧器盤・ポンプ制御盤③ 

③ 

その他 

漂流物になり得

る物 

防舷材（フォーム式） 

防舷材（空気式） 

エアコン室外機 

電柱・電灯 

枕木 

H型鋼 

廃材箱 

フェンス 

案内板 
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荷
揚
場
詰
所

 
デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
巻
上
装
置
建
物
 

キ
ャ
ス
ク
取
扱
収
納
庫
 

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン

 

 

 
 

 

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
荷
重
試
験
用
品

①
 

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
荷
重
試
験
用
品

②
 

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン

荷
重
試
験
用
品

③
 

デ
リ
ッ
ク
ク
レ
ー
ン
荷
重
試
験
用
ウ

エ
イ
ト
 

第
2.
5-
26
-1

図
 
荷
揚
場
周
辺
に
あ
る
漂
流
物
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
・
設
備
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オ
イ
ル
フ

ェ
ン
ス
ド
ラ
ム
・
 

オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
 

変
圧
器
盤
・
ポ
ン
プ
制
御
盤

①
 

変
圧
器
盤
・
ポ
ン
プ
制
御
盤
②
 

変
圧
器
盤
・
ポ
ン
プ
制
御
盤
③

 

 
 

 

防
舷
材
（
フ
ォ
ー
ム
式
）

 
防
舷
材
（
空
気
式
）
 

エ
ア
コ
ン
室
外
機
 

電
柱
・
電
灯
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荷
揚
場
周
辺
に
あ
る
漂
流
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と
な
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
・
設
備

 

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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H
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廃
材
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フ
ェ
ン
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案
内
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揚
場
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辺
に
あ
る
漂
流
物
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
施
設
・
設
備

 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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 漂流物となる可能性のある施設・設備等として抽出されたもののうち，第

2.5-18図に示す漂流物の選定・影響確認フローに従って，漂流する可能性

(Step1)，到達する可能性(Step2)及び閉塞する可能性（Step3）の検討を行い，

取水性への影響を評価した。 

なお，調査範囲（発電所構内陸域）については，漂流する可能性（Step1）

において，滑動する可能性の検討を実施する。滑動する可能性を検討する上

で用いる流速は，荷揚場における最大流速 11.9m/sとする（添付資料 31参照）。

また，評価にあたっては，発電所構内（海域）における評価において示した

イスバッシュ式を用いた。 

 

①鉄骨造建物 

    荷揚場詰所及びデリッククレーン巻上装置建物は，鉄骨造の建物で，扉

や窓等の開口部及び壁材は地震又は津波波力により破損して気密性が喪

失し，施設内部に津波が流入すると考えられる。また，東北地方太平洋沖

地震に伴う津波の漂流物の実績から，鉄骨造の建物は津波波力により壁材

等が施設本体から分離して漂流物となったが建物自体は漂流していない

こと，主材料である鋼材の比重（7.85）が海水の比重（1.03）を上回って

いることから，施設本体は漂流物とはならないと評価した。また，施設本

体の滑動についても，施設本体が鉄骨であり，津波の波力を受けにくい構

造であること，東北地方太平洋沖地震に伴う津波の漂流物の実績でも鉄骨

造の建物本体が漂流していないことから，滑動しないと評価した。一方，

施設本体から分離した壁材等については，がれき化して漂流物となる可能

性があるが，比重が海水比重を下回る物は，取水口上部の水面に留まるこ

とから，水中にある取水口に到達することはなく，比重が海水比重を上回

る物は，津波波力を受けにくい構造であることから，滑動しないと評価し

た。 

 

②機器類 

    キャスク取扱収納庫については，定盤部は，重量物であり気密性もなく，

コンクリート基礎部にアンカーボルトで固定されていることから漂流物

とならないが，カバー部は，中が空洞であり，気密性を有するため，漂流

するものとして評価した。ただし，気密性があり漂流物となる設備は，取

水口上部の水面に留まることから，水中にある取水口に到達することはな

いと考える。万一，取水口呑口上部で沈降したとしても，取水口呑口の断

面寸法並びに非常用海水冷却系に必要な通水量及びキャスク取扱収納庫

の寸法（長さ約８m，高さ約 4.5m，幅約 4.5m）から，その接近により取水

口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水管の通水性に影響

を及ぼさないと考えられる。 
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    デリッククレーン及びデリッククレーン荷重試験用品①～③について

は，主材料である鋼材の比重（7.85）と海水比重（1.03）を比較した結果，

当該設備の比重の方が大きいことから漂流物とならないと評価した。また，

滑動については，当該設備は線状構造であり，津波波力を受けにくい構造

であることから，滑動しないと評価した。 

    デリッククレーン荷重試験用ウエイトについては，主材料であるコンク

リートの比重（2.34）と海水比重（1.03）を比較した結果，当該設備の比

重の方が大きいことから漂流物とならないと評価した。また，滑動につい

ては，荷揚場における最大流速 11.9m/sに対し，安定流速が 6.9m/sであ

ったことから，滑動すると評価した。ただし，滑動し港湾内に沈んだ場合

においても，海底面から取水口呑口下端まで 5.5mの高さがあることから，

本設備の形状(高さ約 1.5m×長さ約３m×幅 1.25m)を考慮すると取水口に

到達することはないと評価した。 

 オイルフェンスドラム・オイルフェンスについては，主材料である鋼材

の比重（7.85）と海水比重（1.03）を比較した結果，当該設備の比重の方

が大きいことから漂流物とならないと評価した。また，滑動については，

当該設備は格子状の構造であり，津波波力を受けにくい構造であることか

ら，滑動しないと評価した。 

 変圧器盤・ポンプ制御盤①～③については，主材料である鋼材の比重

（7.85）と海水比重（1.03）を比較した結果，当該設備の比重の方が大き

いことから漂流物とならないと評価した。また，滑動については，軽量物

であることから，滑動すると評価した。ただし，滑動した場合においても，

港湾内に沈むため，海底面から取水口呑口下端まで 5.5mの高さを有する

取水口に到達することはないと評価した。 

 

③その他漂流物になり得る物品 

 防舷材（フォーム式及び空気式）については，重量が比較的軽く気密性

があるため，漂流物となると評価した。ただし，気密性があり漂流物とな

るものは，取水口上部の水面に留まるため，取水口に到達することはない

と評価した。 

    エアコン室外機については，主材料である鋼材の比重（7.85）と海水比

重（1.03）を比較した結果，当該設備の比重の方が大きいことから，漂流

物とならないと評価した。また，滑動については，軽量物であることから，

滑動すると評価した。ただし，滑動した場合においても，港湾内に沈むた

め，海底面から取水口呑口下端まで 5.5mの高さを有する取水口に到達す

ることはないと評価した。 

    電柱，電灯等については，主材料であるコンクリートの比重（2.34）と

海水比重（1.03）を比較した結果，当該設備の比重の方が大きいことから

漂流物とならないと評価した。また，滑動については，当該設備は細長い
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円筒形の構造であり，津波波力を受けにくい構造であることから，滑動し

ないと評価した。 

 枕木については，主材料である木の比重（１以下）と海水比重(1.03)を

比較した結果，漂流物となると評価した。ただし，漂流物した場合におい

ても，取水口上部の水面に留まるため，取水口に到達することはないと評

価した。 

    H型鋼については，主材料である鋼材の比重（7.85）と海水比重（1.03）

を比較した結果，当該設備の比重の方が大きいことから，漂流物とならな

いと評価した。また，滑動については，軽量物であることから，滑動する

と評価した。ただし，滑動した場合においても，港湾内に沈むため，海底

面から取水口呑口下端まで 5.5mの高さを有する取水口に到達することは

ないと評価した。 

 廃材箱については，上部は開口しているが，気密性を有した形状で漂流

物になる可能性があることから，漂流すると評価した。ただし，漂流した

場合においても，取水口上部の水面に留まる場合は取水口に到達せず，港

湾内に沈む場合は海底面から取水口呑口下端まで 5.5m の高さを有する取

水口に到達することはないと評価した。 

フェンスについては，主材料である鋼材の比重（7.85）と海水比重（1.03）

を比較した結果，当該設備の比重の方が大きいことから，漂流物とならな

いと評価した。また，滑動については，当該設備は格子状の構造であり，

津波波力を受けにくい構造であることから，滑動しないと評価した。 

案内板については，主材料であるコンクリートの比重（2.34）と海水比

重（1.03）を比較した結果，当該設備の比重の方が大きいことから漂流物

とならないと評価した。また，滑動については，当該設備は線状構造であ

り，津波波力を受けにくい構造であることから，滑動しないと評価した。 

    

   以上の評価を第 2.5-5表にまとめて示す。 
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第
2.
5-
5
表
(1
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）
（
St
ep
1）

 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材

料
 

質
量
 

St
ep

1 

漂
流
 

滑
動
 

評
価
 

検
討
結
果
 

比
重
 

設
置

場
所
 

検
討

結
果
 

1 

①
 

鉄
骨

造
 

建
物
 

荷
揚

場
 

詰
所
 

施
設

本
体
 

（
鋼

材
）
 

壁
材

（
AL
C
版
）
 

－
 

【
判
断
基
準

:b
,c

】
 

扉
や
窓
等
の
開
口
部
及
び
壁
材
等
が

地
震
又
は
津
波
波
力
に
よ
り
破
損
し

て
気
密
性
が
喪
失
し
，
施
設
内
部
に

津
波
が
流
入
す
る
。
施
設
本
体
に
つ

い
て
は
，
主
材
料
で
あ
る
鋼
材
の
比

重
か
ら
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。

ま

た
，
壁
材
（
ス
レ
ー
ト

）
は

海
水
の

比
重
と

比
較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と

は
な
ら
な
い
。
 

一
方
，

海
水
比
重
を
下
回
る

壁
材

（
AL
C
版
）

に
つ
い
て
は
漂
流
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
 

≪
施

設
本
体

≫
 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】

 

発
電

所
敷

地
内
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

施
設

本
体
（

鉄
骨

の

み
）
は

，
津
波
波

力
を

受
け

に
く
い

構
造

で

あ
る

と
と
も

に
，
3
.
1
1

地
震

に
伴
う

津
波

の

実
績

か
ら
滑

動
し

な

い
。
 

Ⅱ
 

2 

デ
リ

ッ
ク

ク
レ

ー
ン

巻
上

装
置

建
物
 

施
設

本
体
 

（
鋼

材
）
 

壁
材
 

（
ス

レ
ー
ト

）
 

－
 

≪
施

設
本
体

以
外

≫
 

AL
C
版

比
重
 

【
0.

65
】

 

－
 

S
t
e
p
2 

（
漂

流
）
 

≪
施

設
本
体

以
外

≫
 

ス
レ

ー
ト
比

重
 

【
1.

5】
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

津
波

波
力
を

受
け

に

く
い

構
造
で

あ
る

こ

と
か

ら
，
滑

動
し

な

い
。
 

Ⅱ
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第
2.
5-
5
表
(2
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
1）

 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材
料
 

質
量
 

St
ep

1 

漂
流
 

滑
動
 

評
価
 

3 

②
 

機
器

類
 

キ
ャ

ス
ク
 

取
扱

収
納
庫
 

鋼
材
 

カ
バ
ー
部
：
 

約
4.
3t

 

定
盤
部
：
 

約
7.
9t

 

定
盤

部
は

，
重

量
物

で
あ

り
気

密
性

も

な
く

，
コ

ン
ク

リ
ー

ト
基

礎
部

に
ア

ン

カ
ー

ボ
ル

ト
で

固
定

さ
れ

て
い

る
こ

と

か
ら

漂
流

物
と

な
ら

な
い

が
，

カ
バ

ー

部
は

，
中

が
空

洞
で

あ
り

，
気

密
性

を

有
す

る
た

め
，

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ

る
も
の
と
し
て
評
価
。
 

－
 

発
電

所

敷
地

内
 

－
 

S
t
e
p
2 

（
漂

流
）
 

4 

デ
リ

ッ
ク
 

ク
レ

ー
ン
 

鋼
材
 

約
14
4ｔ

 

【
判
断
基
準

:b
】
 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比

重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】
 

線
状

構
造

で
あ

り
，

津
波

波
力

を
受

け
に

く
い

た

め
，

滑
動
し

な
い

。
 

Ⅱ
 

5 
 

試
験

用
品
①
 

鋼
材
 

約
6.
2t

 

【
判
断
基
準

:b
】
 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比

重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】
 

線
状

構
造

で
あ

り
，

津
波

波
力

を
受

け
に

く
い

た

め
，

滑
動
し

な
い

。
 

Ⅱ
 

6 
 

試
験

用
品
②
 

約
11
t 

7 
 

試
験

用
品
③
 

－
 

8 

 

試
験

用
 

ウ
エ

イ
ト
 

コ
ン
ク
 

リ
ー
ト
 

約
22
t 

【
判
断
基
準

:b
】
 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

コ
ン

ク

リ
ー

ト

比
重
 

【
2.

34
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

荷
揚

場
に

お
け

る
最

大
流

速
1
1.
9
m
/
s
に

対
し

て
，

当
該

設
備

の
安

定
流

速
は

6
.
9
5
m
/s

で
あ

る
こ

と
か

ら
，

滑
動
す

る
。

 

S
t
e
p
2 

（
滑

動
）
 

5条-別添1-Ⅱ-2-159

180



 

第
2.
5-
5
表
(3
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
1）

 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材

料
 

質
量
 

St
ep

1 

漂
流
 

滑
動
 

評
価
 

9 

③
 

機
器

類
 

オ
イ

ル
フ

ェ

ン
ス

ド
ラ

ム
・
オ

イ
ル

フ

ェ
ン

ス
 

鋼
材
 

約
3.
8t

 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

格
子

状
の

構
造

で
あ

り
，

津
波
波

力
を

受
け

に
く

い
た
め

，
滑

動
し

な
い

。
 

Ⅱ
 

1
0 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
①
 

鋼
材
 

約
0.
1t

 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地
内
 

軽
量

物
で
あ

り
，

滑
動

す
る

と
し
て

評
価

。
 

S
t
e
p
2 

（
滑

動
）
 

1
1 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
②
 

－
 

1
2 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
③
 

約
0.
04

t 

1
3 

そ
の

他

漂
流

物

と
な

り

得
る

物
 

防
舷

材
 

（
フ

ォ
ー

ム

式
）
 

ゴ
ム
 

約
1t
 

重
量

が
比

較
的

軽
く

，
気

密
性

が
あ

る

た
め

，
漂

流
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

し

て
評
価
。
 

－
 

発
電

所

敷
地

内
 

－
 

S
t
e
p
2 

（
漂

流
）
 

1
4 

防
舷

材
 

（
空

気
式
）
 

ゴ
ム
 

約
0.
5t
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第
2.
5-
5
表
(4
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
1）

 

N
o.
 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材

料
 

質
量
 

St
ep

1 

漂
流
 

滑
動
 

評
価
 

1
5 

③
 

そ
の

他

漂
流

物

と
な

り

得
る

物
 

エ
ア

コ
ン
 

室
外

機
 

鋼
製
 

約
0.
2t

 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

軽
量

で
あ
り

，
滑

動
す

る
も

の
と
し

て
評

価
し

た
。
 

S
t
e
p
2 

（
滑

動
）
 

1
6 

電
柱

・
電
灯
 

コ
ン
ク
 

リ
ー
ト
 

約
0.
1t

 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

比
重
 

【
2.

34
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

細
長

い
円
筒

形
の

構
造

で
あ

り
，
津

波
波

力
を

受
け

に
く
い

た
め

，
滑

動
し

な
い
。
 

Ⅱ
 

1
7 

枕
木
 

木
 

約
12
kg

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し

た
結

果
，

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ

る
。
 

木
材

比
重
 

【
１

以
下
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

－
 

S
t
e
p
2 

（
漂

流
）
 

1
8 

H
型

鋼
 

鋼
製
 

約
0.
4t

 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

軽
量

で
あ
り

，
滑

動
す

る
も

の
と
し

て
評

価
し

た
。
 

S
t
e
p
2 

（
滑

動
）
 

1
9 

廃
材
箱
 

鋼
製
 

約
0.
9t
 

気
密

性
を

有
し

た
形

状
で

漂
流

物
と

な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
か

ら
，

漂
流

す

る
可
能
性
が
あ
る

と
し
て
評
価
。

 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

－
 

S
t
e
p
2 

（
漂

流
）
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第
2.
5-
5
表
(5
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
1）

 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材

料
 

質
量
 

St
ep

1 

漂
流
 

滑
動
 

評
価
 

2
0 

③
 

そ
の

他

漂
流

物

と
な

り

得
る

物
 

フ
ェ

ン
ス
 

鋼
製
 

約
10
k
g 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

鋼
材

比
重
 

【
7.

85
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

格
子

状
の

構
造

で
あ

り
，

津
波
波

力
を

受
け

に
く

い
た
め

，
滑

動
し

な
い

。
 

Ⅱ
 

2
1 

案
内

板
 

コ
ン
ク
 

リ
ー
ト
 

約
60

㎏
 

【
判
断
基
準

:b
】

 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比

重
を

比

較
し
た
結
果
，
漂
流
物
と
は
な
ら
な
い
。 

コ
ン

ク
リ
ー

ト
 

【
2.

34
】
 

発
電

所

敷
地

内
 

【
判

断
基
準

:e
】

 

線
状
構

造
で

あ
り

，
津

波
波

力
を
受

け
に

く
い

た
め

，
滑
動

し
な

い
。
 

Ⅱ
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第
2.
5-
5
表
(6
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
2～

3）
 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材
料
 

St
ep
1
の
結
果
 

St
ep

2 

（
到
達
す
る

可
能

性
）
 

S
te
p
3 

（
閉

塞
す
る

可
能

性
）
 

評
価
 

2 
①
 

鉄
骨

造

建
物
 

荷
揚

場
 

詰
所
 

施
設
本
体
 

（
鋼
材
）
 

壁
材

（
AL
C

版
）
 

地
震

又
は

津
波

波
力

に
よ

り
施

設
本

体
か

ら
分

離
し

た
海

水
比

重
を

下
回

る
壁

材
に

つ
い

て

は
，

が
れ

き
化

し
て

漂
流

物
と

な
る
。
 

【
判
断
基
準

h】
 

想
定

す
る

壁
材

に
つ

い
て

は
，

が
れ

き
化

し
て

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
が

あ
る

が
，

取
水

口
上

部
の

水
面

に
留

ま
る

こ
と

か
ら

，
水

中
に

あ
る

取
水

口
に
到
達
し
な
い
。
 

－
 

Ⅲ
 

3 

②
 

機
器

類
 

キ
ャ

ス
ク
 

取
扱

収
納
庫
 

鋼
材
 

定
盤

部
は

，
重

量
物

で
あ

り
気

密
性

も
な

く
，

コ
ン

ク
リ

ー
ト

基
礎

部
に

ア
ン

カ
ー

ボ
ル

ト
で

固
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
漂

流
物

と
な

ら
な

い
が

，
カ

バ
ー

部
は

，
中

が
空

洞
で

あ
り

，
気

密
性

を
有

す
る

た
め

，
漂

流
す

る
可
能
性
が
あ
る

。
 

【
判
断
基
準

h】
 

気
密
性
が
あ
り
漂
流
物

と
な

る
設

備

は
，

取
水
口
上
部
の

水
面
に

留
ま

る

た
め
，
取
水
口
に
到
達

し
な

い
。

 

－
 

（
【

判
断

基
準

i】
 

万
一

，
取
水

口
呑

口
上

部
で

沈
降

し

た
と

し
て
も

，
取

水
口

呑
口

の
断

面

寸
法

並
び
に

非
常

用
海

水
冷

却
系

に

必
要

な
通
水

量
及

び
キ

ャ
ス

ク
取

扱

収
納

庫
の
寸

法
か

ら
，

そ
の

接
近

に

よ
り

取
水
口

が
閉

塞
し

な
い

。）
 

Ⅲ
 

（
Ⅳ

）
 

8 

デ
リ

ッ
ク

ク

レ
ー

ン
試

験

用
ウ

エ
イ
ト
 

コ
ン

ク
リ

ー

ト
 

荷
揚

場
に

お
け

る
最

大
流

速

11
.9

m/
s
に
対
し
て
，
当
該
設
備

の
安
定
流
速
は

6.
9m
/s

で
あ
る

こ
と
か
ら
，
滑
動
す
る
。
 

【
判
断
基
準

h】
 

滑
動
し
港
湾
内
に
沈
ん

だ
場

合
に

お

い
て
も
，
海
底
面
か

ら
5.
5m

の
高

さ

が
あ
る

取
水
口
に
到

達
す
る

こ
と

は

な
い
。
 

－
 

Ⅲ
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第
2.
5-
5
表
(7
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
2～

3）
 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材
料
 

St
ep
1
の
結
果
 

St
ep

2 

（
到
達
す
る
可
能

性
）
 

S
t
e
p
3 

（
閉

塞
す
る

可
能

性
）
 

評
価
 

1
0 

②
 

機
器

類
 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
①
 

鋼
材
 

軽
量
で
あ
り
，
滑
動
す
る
と

し
て
評
価
。
 

【
判
断
基
準

:i
】

 

滑
動
し
港
湾
内
に
沈
ん

だ
場

合
に

お
い
て
も

，
海
底
面
か
ら

5.
5m

の

高
さ
を
有
す
る
取
水
口

に
到

達
す

る
こ
と
は
な

い
。

 

－
 

Ⅲ
 

1
1 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
②
 

1
2 

変
圧

器
・
ポ

ン

プ
制

御
盤
③
 

1
3 

③
 

そ
の

他

漂
流

物

と
な

り

得
る

物
 

防
舷

材
 

（
フ

ォ
ー
ム

式
）
 

ゴ
ム
 

重
量
が
比
較
的
軽
く
，
気
密

性
が
あ
る
た
め
，
漂
流
す
る

可
能
性
が
あ
る
も
の

と
し

て
評
価
。
 

【
判
断
基
準

i】
 

気
密
性
が
あ
り
漂
流
物

と
な

る
設

備
は
，
取
水
口
上
部

の
水
面

に
留

ま
る
た
め
，
取
水
口
に

到
達

し
な

い
。
 

－
 

Ⅲ
 

1
4 

防
舷

材
 

（
空

気
式
）
 

ゴ
ム
 

1
5 

エ
ア

コ
ン
 

室
外

機
 

鋼
製
 

軽
量
で
あ
り
，
滑
動
す
る
と

し
て
評
価
。
 

【
判
断
基
準

:i
】

 

滑
動
し
港
湾
内
に
沈
ん

だ
場

合
に

お
い
て
も
，
海
底
面
か
ら

5.
5m

の

高
さ
を
有
す
る
取
水
口

に
到

達
す

る
こ
と
は
な
い
。

 

－
 

Ⅲ
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第
2.
5-
5
表
(8
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
内
陸
域
）（

St
ep
2～

3）
 

No
. 

評
価

分
類
 

種
類
 

名
称
 

主
材
料
 

St
ep
1
の
結
果
 

St
ep

2 

（
到
達
す
る
可
能

性
）
 

S
t
e
p
3 

（
閉

塞
す
る

可
能

性
）
 

評
価
 

1
7 

③
 

そ
の

他

漂
流

物

と
な

り

得
る

物
 

枕
木
 

木
 

当
該

設
備

の
比

重
と

海
水

の
比
重
を
比
較
し
た
結
果
，

漂
流

す
る

可
能

性
が

あ
る

も
の
と
し
て
評
価
。
 

【
判
断
基
準

i】
 

取
水

口
上

部
の

水
面

に
留

ま
る

た

め
，
取
水
口
に
到
達
し

な
い

。
 

－
 

Ⅲ
 

1
8 

H
型

鋼
 

鋼
製
 

軽
量
で
あ
り
，
滑
動
す
る
も

の
と
し
て
評
価
。

 

【
判
断
基
準

i】
 

滑
動

し
港

湾
内

に
沈

ん
だ

場
合

に

お
い
て
も
，
海
底
面
か
ら

5.
5m

の

高
さ

を
有

す
る

取
水

口
に

到
達

す

る
こ
と
は
な
い
。

 

－
 

Ⅲ
 

1
9 

廃
材

箱
 

鋼
製
 

気
密

性
を

有
し

た
形

状
で

漂
流

物
と

な
る

可
能

性
が

あ
る
こ
と
か
ら
，
漂
流
す
る

も
の
と
し
て
評
価
。
 

【
判
断
基
準

i】
 

気
密

性
を

有
し

た
状

態
で

漂
流

す

る
場

合
は

，
取

水
口

上
部

の
水

面

に
留

ま
る

た
め

，
取

水
口

に
到

達

し
な
い
。
 

ま
た

，
気

密
性

を
有

さ
な

い
状

態

で
滑

動
し

，
港

湾
内

に
沈

ん
だ

場

合
に

お
い

て
も

，
海

底
面

か
ら

5.
5m

の
高
さ
を
有
す
る

取
水

口
に

到
達
す
る
こ
と
は
な
い

。
 

－
 

Ⅲ
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(b) 発電所構外における評価 

ⅰ．発電所構外海域における評価 

調査範囲内にある港湾施設としては，発電所西方１km程度に片句
か た く

漁港，発

電所西方２km程度に手結
た ゆ

漁港，南西２km程度に恵
え

曇
とも

漁港，東方３㎞及び４km

程度に御津
み つ

漁港，大芦
お わ し

漁港があり，漁船が停泊している。 

また，発電所から２kmから３㎞程度離れた位置に定置網の設置海域がある。 

この他に調査範囲内を航行し得る船舶として発電所から 3.5km以内に漁船

等の総トン数 30トン程度の比較的小型な船舶が，3.5km以遠に巡視船，引き

船，タンカー，貨物船等の総トン数 100トンを超える比較的大型な船舶が挙

げられた。 

  さらに，(a) ⅰ.発電所構内海域（輪谷湾）における評価で抽出したその他

作業船についても，輪谷湾外でも作業を実施することから，ここでも抽出し

た。 

抽出された発電所構外海域の船舶等を第 2.5-6表に，周辺漁港への聞き取

り調査により確認した発電所沿岸で操業する漁船とその操業区域を第 2.5-7

表及び第 2.5-27図に，発電所沖合で操業する漁船（総トン数 10トン以上）

とその位置を第 2.5-8表及び第 2.5-28図に示す。発電所沿岸で操業する漁船

は，以下の理由から施設護岸から約 500m以内と以遠の２つに区分した。 

・水深が深くなるにつれ，流速が小さくなる傾向があり，施設護岸から 50m

以内（水深 20m程度）で比較的速い 5m/s程度の流速が確認され［第 2.5 

-29-1,2図］，施設護岸から 500m程度（水深 40m程度）の位置では流速が

1m/s程度［第 2.5-29-3 図］となっている（添付資料 34）。 

２号炉の取水口及び取水管の通水性に与える影響を，第 2.5-18図に示すフ

ローにより評価した。また，発電所周辺の漁港の船舶については，漁港に停

泊する場合，発電所沿岸及び沖合で操業する場合，各々について津波が発生

した場合の影響を評価した。 

なお，潜戸
く け ど

に観光遊覧船航路があるが，航路上の最も接近する位置でも発

電所から５km以上の距離があり，調査範囲内を航行するものではない。 
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第 2.5-6表 発電所構外海域における漂流物調査結果 

No. 名称 種類 設置箇所 
発電所からの 

距離 
総トン数 

① 
船舶 

（漁船等） 
船舶 

片句漁港（停泊） 西方約 1km 最大約 10トン 

手結漁港（停泊） 西方約 2km 最大約 10トン 

恵曇漁港（停泊） 南西約 2km 最大約 19トン 

御津漁港（停泊） 東方約 3km 最大約 12トン 

大芦漁港（停泊） 東方約 4km 最大約 3 トン 

②※１ 

漁船 船舶 

前面海域（航行） 

3.5km 以内 

約 30 トン※2 

プレジャー

ボート 
船舶 約 30 トン※3 

巡視船 船舶 

3.5km 以遠 

約 2,000 トン※4 

引き船 船舶 約 200トン※4 

タンカー 船舶 約 1000～2000 トン※4 

貨物船 船舶 約 500～2500 トン※4 

帆船 船舶 約 100トン※4 

③ 定置網 漁具 前面海域 
西方約 2km － 

東方約 3km － 

④ 
その他 

作業船※5 
船舶 港湾外周辺 － 最大約 10トン 

※1 海上保安庁への聞取調査結果（平成 30年１月～平成 30 年 12 月実績）を含

む。 

※2 船種・船体長から「漁港，漁場の施設の設計参考図書」に基づき算定する。 

※3 プレジャーボートは船体長が不明であることから，「漁港，漁場の施設の設

計参考図書」に示される最大排水トン数とした。 

※4 船種・船体長から「港湾の施設の技術上の基準・同解説」に基づき算定する。 

※5 発電所構内海域（輪谷湾）における評価で抽出したその他作業船と同じであ

る。 
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第 2.5-7 表 発電所沿岸で操業する漁船 

名称 
施設護岸か

らの距離 
目的 漁港 

総トン数 

(質量) 

数量 

(隻) 
備考 

漁船 

約 500m以内 

サザエ網・ 

カナギ漁 
片句漁港 

1トン未満 

(3t未満) 
13 

輪谷湾内で 4隻 

（0.4～0.7トン 

(5回/年)）が操業 

サザエ網・ 

採貝藻漁 

御津漁港 

1トン未満 

(3t未満) 
18 

 

2トン未満 

(6t未満) 
6 

 

一本釣り漁 
1トン未満 

(3t未満) 
13 

 

かご漁 
3トン未満 

(9t未満) 
1 

 

約 500m以遠 

わかめ養殖 

片句漁港 

1トン未満 

(3t未満) 
7 

 

イカ釣り漁 

5トン未満 

(15t未満) 
7 

 

8トン未満 

(24t未満) 
3 

 

10トン未満 

(30t未満) 
3 

 

 

  

3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：わかめ養殖場

：イカ釣り漁

片句漁港

かご漁

御津漁港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

一本釣り漁

500m

イカ釣り漁
わかめ養殖場

：かご漁

：サザエ網・採貝藻漁

：一本釣り漁

：漁業制限区域

：航行ルート片句漁港 御津漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記

 

第 2.5-27図 発電所沿岸で操業する漁船の操業区域 
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第 2.5-8表 発電所沖合で操業する漁船（総トン数 10トン以上） 

名称 目的 漁港 総トン数(質量) 数量(隻) 

漁船 

イカ釣り漁※ 恵曇漁港 約 19トン（約 57t） 2 

底引き網漁 恵曇漁港 約 15トン（約 45t） 2 

１本釣り漁 片句漁港 約 10トン（約 30t） 3 

定置網漁① 恵曇漁港 
約 10トン（約 30t） 1 

約 19トン（約 57t） 1 

定置網漁② 御津漁港 約 12トン（約 36t） 1 

※ 島根県漁業調整規則に基づき，島根県知事が総トン数 10 トン以上の漁船

によるイカ釣り漁業の操業禁止区域（最大高潮時海岸線から 10 海里(約

18km）内における操業を禁止）を定めている。（漁業調整規則：漁業法等に

基づき，各都道府県知事が定める規則）（添付資料 42参照） 

 

 

3号炉北側防波壁

2km

１km

イカ釣り漁

１本釣り漁
底引き網漁

定置網漁①

定置網漁②

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記：一本釣り漁

：イカ釣り漁

：底引き網漁

：定置網漁

１本釣り漁
操業エリアへ

底引き網漁
操業エリアへ

拡大図

イカ釣り漁
操業エリアへ

：島根原子力発電所
：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

定置網漁②

定置網漁①

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

 

第 2.5-28図 発電所沖合で操業する漁船（総トン数 10トン以上）の操業区域 
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時間 181分 30秒 

発
電
所
周
辺
海
域 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
有
り
） 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
無
し
） 

 

第 2.5-29-1図 基準津波１の水位変動・流向ベクトル 

島根原子力 
発電所 
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時間 193分 

発
電
所
周
辺
海
域 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
有
り
） 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
無
し
） 

 

第 2.5-29-2図 基準津波１の水位変動・流向ベクトル 

島根原子力 
発電所 
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時間 183分 

発
電
所
周
辺
海
域 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
有
り
） 

 

発
電
所
港
湾
部
（
防
波
堤
無
し
） 

 

第 2.5-29-3図 基準津波１の水位変動・流向ベクトル 

島根原子力 
発電所 
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①船舶（漁船） 

発電所周辺の漁港の船舶は，発電所沿岸及び沖合で操業する場合と漁

港に停泊する場合，各々について評価した。 

 大津波警報発令時には，「災害に強い漁業地域づくりガイドライン（水

産庁（平成２４年３月））」において，沖合に退避すると記載されており，

発電所沿岸及び沖合で操業する漁船は，津波襲来まで時間的に余裕のあ

る日本海東縁部に想定される地震による津波に対して，沖合に退避する

と考えられるが，航行不能となり漂流する可能性を考慮し，日本海東縁

部に想定される地震による津波及び海域活断層から想定される地震によ

る津波の各々に対して，施設護岸及び輪谷湾に到達する可能性を評価し

た。その結果を，第 2.5-9表に示す。 

施設護岸から 500m以内で操業する漁船は，添付資料 36に示すとおり，

施設護岸及び輪谷湾に到達すると評価した。ただし，その場合において

も，第 2.5-23図に示すとおり，日本海東縁部に想定される地震による津

波の取水口位置における入力津波高さ（引き波）は EL-6.5m であり，取

水口呑口の高さは EL-9.5m と十分に低く，漁船は取水口上部の水面に留

まることから，取水口に到達せず，海水ポンプに必要な通水性が損なわ

れることはない。さらに，万一，防波堤に衝突する等により沈降した場

合においても，第 2.5-23図に示す取水口呑口の断面寸法並びに非常用海

水冷却系に必要な通水量及び漁船の寸法から，その接近により取水口が

閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水管の通水性に影響を

及ぼさないと評価した。 

海域活断層から想定される地震による津波に対しては漂流物となり，

輪谷湾に面する津波防護施設の EL4.2m以下の部分に到達する可能性があ

る。ただし，漂流した場合においても，日本海東縁部に想定される地震

による津波と同様に取水口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水口

及び取水管の通水性に影響を及ぼさないと評価した。 

一方，施設護岸から 500m以遠で操業する漁船は，施設護岸及び輪谷湾

に到達する可能性は十分に小さいと評価した。 

周辺漁港に停泊する漁船については，発電所から最も近くても 1km離

れており，上述したとおり施設護岸及び輪谷湾に到達する可能性はない

と評価した。 
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第 2.5-9表 発電所沿岸及び沖合で操業する漁船等の施設護岸及び輪谷湾への到

達可能性 

漁船の種類 

施設護岸及び輪谷湾に到達する可能性 

日本海東縁部に想定される地震に 

よる津波 

海域活断層から想定される地震に

よる津波 

周辺漁港で

停泊してい

る漁船 

基準津波の流向・流速ベクトルの評価

の結果，施設護岸及び輪谷湾に到達し

ない（添付資料 36 参照）。 

基準津波の流向・流速ベクトルの評

価の結果，施設護岸及び輪谷湾に到

達しない（添付資料 36参照）。 

500m 以遠で 

操業する 

漁船 

基準津波の流向・流速ベクトルの評価

の結果，施設護岸及び輪谷湾に到達す

る可能性は十分に小さい（添付資料

36参照）。 

基準津波の流向・流速ベクトルの評

価の結果，施設護岸及び輪谷湾に到

達する可能性は十分に小さい（添付

資料 36参照）。 

500m 以内で 

操業する 

漁船 

施設護岸及び輪谷湾に到達する可能

性がある。 

入力津波高さは EL4.2mであり，津

波防護施設の EL4.2m以下の部位及

び輪谷湾に到達する可能性がある。 
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②船舶（発電所前面海域を航行する船舶） 

発電所前面海域を航行する船舶としては，発電所から 3.5km以内にお

いて漁船，プレジャーボート（総トン数 30トン程度の比較的小型の船舶）

が，発電所から 3.5km以遠において巡視船，引き船，タンカー，貨物船，

帆船（総トン数 100トン以上の比較的大型の船舶）が確認された。海上

保安庁への聞取調査結果より，発電所から 3.5km以内を航行する漁船，

プレジャーボートについても，発電所から約２km離れた沖合を航行して

いることを確認した。 

基準津波による水位変動は，基準津波の策定位置（発電所沖合 2.5km

程度）において，２m程度であり，第 2.5-14-1～4図に示す３km,５kmの

地点４～９の軌跡解析の結果からも，３㎞以遠を航行する船舶は，津波

によりほぼ移動しないことが確認される。これら航行中の船舶は，津波

襲来への対応が可能であり，漂流物にならないと考えられるが，施設護

岸及び輪谷湾へ到達する可能性について評価した。基準津波の流向・流

速等の分析を踏まえ評価した結果を，添付資料 36に示す。発電所沖合か

ら発電所方向への連続的な流れはなく，発電所前面海域を航行中の船舶

が，施設護岸及び輪谷湾に到達することはないと考えられる。 

 

③定置網 

基準津波の流向・流速等の分析を踏まえ評価した上述の結果から，定

置網を設置した海域から発電所方向への連続的な流れはなく，定置網が

施設護岸及び輪谷湾へ到達することはないと考えられる。 

 

④その他作業船 

(a) ⅰ.②その他作業船における評価に示したとおり，日本海東縁部に

想定される地震による津波に対しては，緊急退避に係る手順を整備し，

緊急退避の実効性を確認するが，海域活断層に想定される地震による津

波に対しては緊急退避できず漂流する可能性があるため，施設護岸及び

輪谷湾に到達する可能性を評価した。①船舶（漁船）に示したとおり，

その他作業船は港湾外周辺で作業することから，施設護岸に到達すると

評価した。また，輪谷湾に設置する取水口に対する到達可能性について

は，輪谷湾はその形状から，押し波後はすぐに引き波に転じることから，

取水口に到達する可能性はないと評価した。 

 

第 2.5-18図に示す漂流物の選定・影響確認フローに基づき，取水性への影

響を評価した結果を第 2.5-10表に示す。 
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表
(1
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
外
海
域
）

 

No
. 

分 類
 

名 称
 

設
置

箇
所
 

St
ep
1 

（
漂
流
す
る
可
能
性
）
 

St
ep

2 

（
到
達
す
る
可
能

性
）
 

S
t
e
p
3 

（
閉

塞
す
る

可
能

性
）
 

評 価
 

①
 

船 舶
 

漁 船
 

片
句

漁
港
（
停
泊

）
 

漂
流
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
，
施
設
護
岸

及
び
輪
谷
湾
に
到
達
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
評
価
す

る
。
 

【
判
断
基
準

:g
】
 

流
向
・
流
速

ベ
ク
ト
ル
か
ら
発
電
所
方
向
へ
の
連
続
的
な
流

れ
は
な
く
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
し
な
い
。
な
お
，

港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し
波
後
は
す
ぐ
に
引
き
波
に

転
じ
る
こ
と
か
ら
，
発
電
所
の
港
湾

内
に
設
置
す
る
取
水
口

に
到
達
し
な
い
と

評
価
。
 

－
 

Ⅲ
 

手
結

漁
港
（
停
泊

）
 

恵
曇

漁
港
（
停
泊

）
 

御
津

漁
港
（
停
泊

）
 

大
芦

漁
港
（
停
泊

）
 

施
設

護
岸
か

ら

50
0m

以
内
（
操
業

）
 

大
津
波
警
報
発
令
時
に
は
，「

災
害
に
強
い
漁
業
地
域

づ
く
り
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
水
産
庁
（
平
成
２
４
年
３

月
））
」
に
お
い
て
，
沖
合
に
退
避
す
る
と
記
載
さ
れ

て
お
り
，
津
波
襲
来
ま
で
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
日

本
海
東
縁
部
に
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
に
対

し
て
，
沖
合
に
退
避
す
る
と
考
え
る
が
，
航
行
不
能

に
な
る
こ
と
を
想
定
し
，
漂
流
す
る
可
能
性
が
あ
る

も
の
と
し
て
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
す
る

可
能
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
。
 

海
域
活
断
層
か
ら
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
に

対
し
て
は
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
。
 

【
判
断
基
準

:h
】
 

漂
流
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，
取
水
口
上
部
の
水
面
に
留
ま

る
こ
と
か
ら
，
取
水
口
に
到
達
し
な
い
。

 

－
 

（【
判
断
基
準
:i
】
 

万
一
，
防
波
堤
に
衝
突
す
る
等
に
よ
り
沈

降
し
た
場
合
に
お
い
て
も
，

漁
船
の
最
大

規
模
は
約

3
ト

ン
（
総
ト
ン
数
）
で
あ
り
，

大
き
さ
は
約

10
ト
ン
の
作
業
船
よ
り
小

さ
く
，
取
水
口
の
取
水
面
積
は
十
分
に
大

き
い
こ
と
か
ら
，
取
水
口
を
閉
塞
す
る
可

能
性
は
な
い
。）

 

Ⅲ
 

施
設

護
岸
か

ら

50
0m

以
遠
（
操
業

）
 

【
判
断
基
準

:g
】
 

流
向
・
流
速

ベ
ク
ト
ル
か
ら
発
電
所
方
向
へ
の
連
続
的
な
流

れ
は
な
く

，
輪
谷
湾
に
到
達
す
る
可
能
性
は
十
分
小
さ
い
。

な
お
，
港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し
波
後
は
す
ぐ
に
引

き
波
に
転
じ
る
こ
と
か
ら
，
発
電
所
の
港
湾

内
に
設
置
す
る

取
水
口

に
到
達
し
な
い
と
評
価
。
 

－
 

Ⅲ
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表
(2
) 

漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構
外
海
域
）

 

No
. 

分 類
 

名
称
 

設
置

箇
所
 

St
ep

1 

（
漂
流
す
る
可
能
性
）
 

St
e
p
2 

（
到

達
す
る

可
能

性
）
 

S
t
e
p
3 

（
閉

塞
す

る
可

能
性

）
 

評
価
 

②
 

船 舶
  

漁
船
 

前
面

海
域
（

航
行

）
 

海
上
保
安
庁
へ
の
聞
取
調
査
結
果
よ
り
発
電
所
か
ら
約

2k
m
以
上
離
れ
た
沖
合
を
航
行
し
て
お
り
，
基
準
津
波
の
策

定
位
置
（
発
電
所
沖
合

2.
5k
m
程
度
）
に
お
い
て
，

2m
程

度
の
水
位
変
動
で
あ
る
。
 

津
波
襲
来
へ
の
対
応
が
可
能
で
あ
り
，
漂
流

物
と
な
ら
な
い

と
考
え
ら
れ
る
が
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
す
る
可

能
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
。
 

【
判
断
基
準

:g
】
 

流
向
・
流
速
ベ
ク
ト
ル
か
ら
発
電
所
方
向
へ
の
連
続
的
な
流

れ
は
な
く
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
し
な
い
。
な
お
，

港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し
波
後
は
す
ぐ
に
引
き
波
に

転
じ
る
こ
と
か
ら
，
発
電
所
の
港
湾
内
に
設
置
す
る
取
水
口

に
到
達
し
な
い
と
評
価
。
 

 

－
 

Ⅲ
 

プ
レ

ジ
ャ

ー
ボ

ー
ト
 

巡
視

船
 

引
き

船
 

タ
ン

カ
ー
 

貨
物

船
 

帆
船
 

③
 

漁 具
 

定
置

網
 

前
面

海
域
 

漂
流
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
，
施
設
護
岸

及
び
輪

谷
湾
に
到
達
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
。

 

【
判
断
基
準

:g
】
 

流
向
・
流
速

ベ
ク

ト
ル
か
ら
発
電
所
方
向
へ
の
連
続
的
な
流

れ
は
な
く
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
し
な
い
。
な
お
，

港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し
波
後
は
す
ぐ
に
引
き
波
に

転
じ
る
こ
と
か
ら
，
発
電
所
の
港
湾

内
に
設
置
す
る
取
水
口

に
到
達
し
な
い
と

評
価
。
 

－
 

Ⅲ
 

④
 

船 舶
 

そ
の

他
 

作
業

船
 

港
湾

外
周
辺
 

日
本
海
東
縁
部
に
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
に
対
し

て
は
，
緊
急
退
避
に
係
る
手
順
を
整
備
し
，
緊
急
退
避

の
実

効
性
を
確
認
す
る
。
 

一
方
，
海
域
活
断
層
に
想
定
さ
れ
る
地
震
に
よ
る
津
波
に
対

し
て
は
，
緊
急
退
避
で
き
ず
，
漂
流
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
か
ら
，
施
設
護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
す
る
可
能
性
に
つ

い
て
評
価
す
る
。
 

【
判
断
基
準

:g
】
 

港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し
波
後
は
す
ぐ
に
引
き
波
に

転
じ
る
こ
と
か
ら
，
発
電
所
の
港
湾

内
に
設
置
す
る
取
水
口

に
到
達
し
な
い
と

評
価
。
 

－
 

Ⅲ
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ⅱ. 発電所構外陸域における評価 

調査範囲内にある港湾施設として挙げられた片句（かたく）漁港，手結（た

ゆ）漁港，恵曇（えとも）漁港，御津（みつ）漁港周辺及び大芦（おわし）

漁港に家屋，車両等が確認された。 

発電所構外陸域における漂流物調査結果を第 2.5-11表，第 2.5-30図に示

す。 

 

第 2.5-11表 漂流物調査結果 

漁港周辺 漂流物調査結果※ 

片句（かたく） 

漁港周辺 

・家屋：94戸 

・車両：約 17台 

・灯台：3基 

・タンク：1基 

手結（たゆ） 

漁港周辺 

・家屋：174戸 

・車両：約 40台 

・灯台：1基 

恵曇（えとも） 

漁港周辺 

・家屋：525戸 

・車両：約 241台 

・灯台：4基 

・工場：9棟 

・タンク：3基 

御津（みつ） 

漁港周辺 

・家屋：152戸 

・車両：約 133台 

・工場：4棟 

・灯台：4基 

・タンク：１基 

大芦（おわし） 

漁港周辺 

・家屋：271戸 

・車両：約 215台 

・工場：4棟 

・灯台：1基 

・タンク：１基 
    ※ 現地調査及び聞き取り調査により漂流物を抽出。 

家屋の数量については，現地調査及び自治体関係者への聞き取り
調査で確認した世帯数を記載。車両の数量については，現地にお
ける目視調査により確認した漁港周辺への駐車可能台数（駐車可
能面積と一般的な車両の大きさから推定）を記載（発電所構外陸
域の漂流物調査は漁港周辺の漂流物の種類を明確にすることを
目的としており，家屋や車両の数量については，規模感を示すた
め，世帯数及び駐車可能台数を記載）。 
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周辺漁港の位置 片句漁港周辺 

  

手結漁港周辺 恵曇漁港周辺 

  

御津漁港周辺 大芦漁港周辺 

第 2.5-30図 発電所構外陸域における漂流物調査結果 
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① 家屋・車両等 

家屋・車両等は漁港周辺に存在しており，津波が遡上して仮に漂流物とな

った場合においても，i.発電所構外海域における評価の①船舶（漁船等）に

示したとおり，基準津波の流向・流速を踏まえると，施設護岸及び輪谷湾に

到達する漂流物とはならないと評価する（添付資料 36参照）。 

これより，基準津波により漂流物となる可能性がある施設・設備等につい

て，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水管の通水性に影響を与えるこ

とがないことを確認した。第 2.5-12表に評価結果を示す。 
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1
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表
 
漂
流
物
評
価
結
果
（
発
電
所
構

外
陸
域
）

 

No
. 

分
類

 
名
称
 

設
置
箇
所
 

St
ep
1 

（
漂
流
す
る
可
能
性
）
 

St
ep
2 

（
到
達
す
る
可
能
性
）
 

St
ep
3 

（
閉
塞
す
る

可
能
性
）
 

評
価
 

①
 

家
屋
・

 

車
両
等

 

・
家
屋
 

・
車
両
 

・
灯
台
 

・
タ
ン
ク
 

片
句
漁
港

周
辺
 

津
波
が
遡
上
す
る
こ
と
を

仮
定
し
，
漂
流
す
る
可
能
性

が
あ
る
も
の
と
し
て
，
施
設

護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達

す
る
可
能
性
に
つ
い
て
評

価
す
る
。
 

【
判
断
基
準
:g
】
 

流
向
・
流
速
ベ
ク
ト
ル
か
ら
発
電
所
方

向
へ
の
連
続
的
な
流
れ
は
な
く
，
施
設

護
岸
及
び
輪
谷
湾
に
到
達
し
な
い
。
な

お
，
港
湾
部
は
そ
の
形
状
か
ら
，
押
し

波
後
は
す
ぐ
に
引
き
波
に
転
じ
る
こ
と

か
ら
，
発
電
所
の
港
湾
内
に
設
置
す
る

取
水
口
に
到
達
し
な
い
と
評
価
。
 

－
 

Ⅲ
 

・
家
屋
 

・
車
両
 

・
灯
台
 

手
結
漁
港

周
辺
 

・
家
屋
 

・
車
両
 

・
灯
台
 

・
工
場
 

・
タ
ン
ク
 

恵
曇
漁
港

周
辺
 

・
家
屋
 

・
車
両
 

・
灯
台
 

・
工
場
 

・
タ
ン
ク
 

御
津
漁
港

周
辺
 

・
家
屋
 

・
車
両
 

・
灯
台
 

・
工
場
 

・
タ
ン
ク
 

大
芦
漁
港

周
辺
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(c) 漂流物に対する取水性への影響評価 

  発電所周辺を含め，基準津波により漂流物となる可能性がある施設・設備

について，漂流（滑動を含む）する可能性，２号炉取水口に到達する可能性

及び２号炉取水口が閉塞する可能性についてそれぞれ検討を行い，原子炉補

機冷却海水系及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水系の取水性に影響を及ぼ

さないことを確認した。輪谷湾に到達すると評価した漂流物のうち漁船につ

いては，操業区域及び航行の不確かさがあり，取水性への影響について不確

かさを考慮した評価を行う（漁船の不確かさについては添付資料 43 参照）。

不確かさを考慮した漂流物として総トン数 19トンの漁船（船の長さ 17.0m，船

の幅 4.3m，喫水 2.2m※）を設定した場合においても，漁船は取水口上部の水面

に留まることから，深層取水方式である取水口に到達せず，万一，防波堤に

衝突する等により沈降した場合においても，第 2.5-23 図に示す取水口呑口

の断面寸法並びに非常用海水冷却系に必要な通水量及び漁船の寸法から，そ

の接近により取水口が閉塞し，非常用海水冷却系に必要な取水口及び取水管

の通水性に影響を及ぼさないことを確認した。 

  さらに，２号炉の非常用取水設備である取水口は，循環水ポンプの取水路

を兼ねており，全体流量に対する非常用海水ポンプ流量の比（５％未満）か

ら，漂流物により通水面積の約 95％以上が閉塞されない限り，取水機能が失

われることはない。敷地周辺沿岸域の林木等が中長期的に漂流し輪谷湾に到

達した場合を考慮しても，２号炉の取水口は深層取水方式であり，取水口呑

口が水面から約 9.5m 低く，水面上を漂流する林木等は取水口に到達しない

ため，取水性に影響はない。 

なお，津波襲来後，巡視点検等により取水口を設置する輪谷湾内に漂流物

が確認される場合には，必要に応じて漂流物を撤去する方針であることから，

非常用海水ポンプの取水は可能である。 

以上より，漂流物による取水性への影響はなく，検討対象漂流物の漂流防止

対策は不要である。 

※：津波漂流物対策施設設計ガイドライン（平成 26年 3 月）より船型 20ト

ンの漁船の諸元から設定 

 

e. 防波壁等に対する漂流物の選定 

漂流物による影響としては，取水性への影響の他に「津波防護施設，浸水防

止設備に衝突することによる影響（波及的影響）」があり，２号炉における同

影響を考慮すべき津波防護施設としては，基準津波が到達する範囲内に設置さ

れる防波壁，防波壁通路防波扉が挙げられる。 
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本設備に対して衝突による影響評価を行う対象漂流物及びその衝突速度は，

「d. 通水性に与える影響の評価」における「取水口及び取水管の通水性に与

える影響」の評価プロセス，津波の特性，施設・設備の設置位置を踏まえ，そ

れぞれ次のとおり設定する。 

 

・対象漂流物 

「d. 通水性に与える影響の評価」における「取水口及び取水管の通水性

に与える影響」の評価プロセスにおいて抽出された施設護岸又は輪谷湾に

到達する可能性のある漂流物として，防波壁外側の津波遡上域である荷揚

場周辺の設備，航行不能となり漂流する可能性を考慮し施設護岸から 500m

以内で操業する漁船，海域活断層から想定される地震による津波に対して

は緊急退避ができない可能性がある作業船（日本海東縁部に想定される地

震による津波に対しては緊急退避が可能）が挙げられる。これらのうち最

も重量の大きいものを基本とする設計条件として設定する（第 2.5-13表）。

基本とする設計条件として設定する対象漂流物のうち漁船については，第

2.5-14表に示す通り，操業区域及び航行の不確かさがあり，津波防護施設

に対し不確かさを考慮した設計を行う（漁船の不確かさについては添付資

料 43参照）。また，施設護岸から 500m以遠で操業及び航行する漁船につい

ては，漂流物となった場合においても施設護岸から 500m 位置における流速

が 1m/s 程度と小さいこと等から施設護岸に到達する可能性は十分に小さ

いが，仮に 500m以遠から津波防護施設に衝突する場合の影響について確認

する。 

漂流物衝突荷重については，詳細設計段階において漁船の位置や津波の

流況等に応じて適切な漂流物衝突荷重の算定式を選定のうえ設定する。 

 

・衝突速度 

a.日本海東縁部に想定される地震による津波 

  津波防護施設及び浸水防止設備の設置位置における津波流速に基づ

き，施設護岸（港湾外）では 9.0m/s，施設護岸（港湾内）では 9.0m/s

であるため，10.0m/s とする。また，荷揚場周辺の遡上時に最大流速

11.9m/s が確認されたことから，遡上する津波の継続時間や流向等を考

慮し，最大流速が発生する荷揚場周辺の津波防護施設においては

11.9m/sとする（添付資料 18参照）。 

 

b.海域活断層から想定される地震による津波 
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  津波防護施設及び浸水防止設備の設置位置における津波流速に基づ

き，施設護岸（港湾外）では 3.3m/s，施設護岸（港湾内）では 2.4m/s

であるため，4.0m/sとする（添付資料 18参照）。 

 

 

 

 

 

 

第2.5-13表 基本とする設計条件として設定する対象漂流物 

津波防護施設 
対象漂流物 

日本海東縁 海域活断層 

輪谷湾内に面する津
波防護施設 

キャスク取扱収納庫※1 
及び漁船※2 

（総トン数 3トン） 

作業船（総トン数 10トン）
 

及び漁船※2 
（総トン数 3トン） 

外海に面する津波防
護施設 

漁船※3 
（総トン数 10トン） 

作業船（総トン数 10トン） 
及び漁船※3（総トン数10トン） 

※1 ２基が隣接して設置されているため，２基分の衝突を考慮。 

※2 輪谷湾に面する津波防護施設から500m以内にかご漁漁船（総トン数3トン）の操業エリ

アがあることを踏まえ設定。 

※3 施設護岸から 500m 付近にイカ釣り漁漁船（総トン数 10 トン）の操業エリアがあるこ

とを踏まえ設定。 

 

 

第2.5-14表 対象漂流物（漁船）の設計条件 

津波防護施設 
基本とする 
設計条件 

対象漂流物の不確かさ 
不確かさを考慮
した設計条件 

輪谷湾内に
面する津波
防護施設 

総トン数３トンの
漁船 

・漁船の操業区域の不確かさ： 
発電所周辺において操業制限はないた
め，総トン数10トンのイカ釣り漁漁船が
施設護岸から500m以内で操業する可能
性は否定できない 

・漁船の航行の不確かさ： 
漁船の航行については制限がないため，
周辺漁港の漁船の最大の総トン数19ト
ンの漁船が施設護岸から500m以内を航
行する可能性は否定できない 

総トン数19トン
の漁船 

外海に面する
津波防護施設 

総トン数10トンの
漁船 

 

(4)取水スクリーンの破損による通水性への影響 
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海水中の塵芥を除去するために設置されている除塵装置については，異物

の混入を防止する効果が期待できるが，津波時に破損して，それ自体が漂流

物となる可能性がある。この場合には，破損・分離し漂流物化した構成部材

等が取水管を閉塞させることにより，取水路の通水性に影響を与えることが

考えられるため，その可能性について確認を行った。また，除塵装置につい

ては，低耐震クラス（Cクラス）設備であることから地震により破損した後

に，津波により移動した場合，長尺化を実施した非常用海水ポンプへの波及

的影響が考えられることから，これらの影響についても合わせて考察を行っ

た。 

結果は以下に示すとおりであり，除塵装置はいずれの場合においても非常

用海水冷却系の取水性に影響を与えるものではないことと評価する。 

 

ⅰ.津波による破損に対する評価 

 

a.確認方法 

 除塵装置の概要は第 2.5-31 図に示すとおりであり，除塵装置はいずれも 

多数のバケットがキャリングチェーンにより接合される構造となっている。

このため，入力津波の流速により生じるスクリーン部の水位差（損失水頭）

により，キャリングチェーン及びバケットが破損し，バケットが分離して漂

流物化する可能性について確認する。 

確認条件（津波流速）の算出位置を第 2.5-32図，算出位置における流速

評価結果を第 2.5-33 図に示す。算出位置における最大流速は 1.93m/s とな

るが，除塵装置が破損しないことは流速 2.4m/s まで確認しており，ここで

は，2.4m/sにおける確認結果を示す。 
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第 2.5-31図 除塵装置の概要 
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循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

除塵装置流速算出位置

 

第 2.5-32図 流速算出位置 
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第 2.5-33図 流速評価結果（入力津波６） 
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b. 確認結果 

津波流速が作用した際の各部材における発生値と許容値の比較結果を第

2.5-15表に示す。2.5-15 表より，2.4m/s時の発生水位差における各部材に

発生する最大応力が許容応力を下回っていることから，設備が漂流物化する

ことはなく，取水性に影響を及ぼすものでないことを確認した。 

 

第 2.5-15表 津波流速が作用した際の各部材における発生値と許容値の比較 

設備 部材 
2.4m/s 時の 

発生水位差 

発生水位差における 

発生値／許容値 

除塵機 

キャリング 

チェーン 
5.8m 

142739（MPa）／617000（MPa） 

（最大応力／許容応力） 

バケット 
225（MPa）／246（MPa） 

（最大応力／許容応力） 

 

ⅱ.地震による破損に対する評価 

除塵装置（耐震 C クラス）は，基準地震動 Ss による地震力に対して，機器

が破損し漂流しない設計とする。 
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4. 施設・設備の設計・評価の方針及び条件

4.1 津波防護施設の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波防護施設は，その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並

びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，

入力津波に対する津波防護機能が十分に保持できるように設計すること。 

【検討方針】 

津波防護施設（防波壁，防波壁通路防波扉及び１号炉取水槽流路縮小工）は，

その構造に応じ，波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒

に対する安全性を評価し，越流時の耐性にも配慮したうえで，入力津波に対する

津波防護機能が十分に保持できるよう設計する。 

【検討結果】 

２号炉では，基準津波による水位上昇時に，津波を地上部から到達，流入させ

ないよう，日本海及び輪谷湾に面した敷地面に防波壁及び防波壁通路防波扉を津

波防護施設として設置する。また，取水路からの津波の流入を防止するために，

１号炉は取水槽に流路縮小工を設置する。 

防波壁，防波壁通路防波扉及び１号炉取水槽流路縮小工は，その構造に応じ，

波力による侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を

評価し，越流時の耐性や構造境界部の止水にも配慮したうえで，入力津波による

津波荷重や地震荷重等に対して津波防護機能が十分に保持できるように以下の方

針により設計する。 

(１) 防波壁

防波壁は，津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。）

の設置された敷地に到達，流入することを防止し，津波防護対象設備（非常用

取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，日本海及び輪

谷湾に面した敷地面に設置する。 

防波壁は，津波荷重や地震荷重に対して津波防護機能が十分に保持できるよ

う以下の方針により設計する。なお，漂流物による荷重により，津波防護機能

が保持できない場合には，津波防護施設の一部として漂流物対策を講じる。 

a. 構造

防波壁は，多重鋼管杭式擁壁，逆Ｔ擁壁及び波返重力擁壁で構成され，波返

重力擁壁は，岩盤部と改良地盤部により分類される。 

多重鋼管杭式擁壁は，鋼管を多重化して鋼管内をコンクリート又はモルタル

で充填した多重鋼管による杭基礎構造とし，鋼管杭と鉄筋コンクリート造の被
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覆コンクリート壁による上部構造とする。鋼管杭は，岩盤に支持させる構造と

する。また，施設護岸が損傷した際の津波の地盤中からの回り込みに対し，防

波壁の背後に地盤改良を実施する。 

逆Ｔ擁壁は，直接基礎構造とし，鉄筋コンクリート造の逆Ｔ擁壁による上部

構造とする。逆Ｔ擁壁は，改良地盤を介して岩盤に支持させる構造とし，グラ

ウンドアンカーにより改良地盤及び岩盤に押し付ける構造とする。 

波返重力擁壁は，直接基礎構造とし，鉄筋コンクリート造の重力擁壁による

上部構造とする。また，ケーソン等を介して岩盤に支持させる構造とする。な

お，防波壁両端部については，堅硬な地山に支持させる構造とする。 

主要な構造体の境界部には，想定される荷重の作用及び相対変位を考慮し，

試験等にて止水性を確認した止水目地で止水処置を講じる設計とする。 

防波壁の配置図を第4.1-1図に，代表的な構造例を第4.1-2～5図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-1図 防波壁配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-2図 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）構造例 

6
.8

鋼管杭（単管）

EL.+ 8.2

GL EL.+ 8.5

埋戻土
（掘削ズリ） 鋼管杭（多重管）

埋戻土
（粘性土）

EL.+ 1.4

砂礫層

5
.0岩盤

改良地盤

捨石

捨石

被覆石

消波ブロック

EL.+ 15.0

被覆コンクリート壁
（鉄筋コンクリート造）

2.4

1.6

EL.- 5.00

▽H.W.L.

（単位：m）

改良地盤

波返重力擁壁（岩盤部）

波返重力擁壁
（岩盤部）

逆Ｔ擁壁

多重鋼管杭
式擁壁

波返重力擁壁
（改良地盤部）

輪 谷 湾

Ｎ
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第 4.1-3図 防波壁（逆Ｔ擁壁）構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-4図 防波壁（波返重力擁壁）岩盤支持部構造例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-5図 防波壁（波返重力擁壁）改良地盤部構造例  

（単位：m） 重力擁壁
（鉄筋コンクリート造）

岩盤 グラウンドアンカー※

1.59.0

13.0

8
.5

▽H.W.L.

ＭＭＲ

1
4
.0

4
.5

EL.+ 15.0

消波ブロック

27.0

EL.+ 8.5
GL EL.+ 6.5

砂礫層砂礫層

改良地盤

埋戻土
（掘削ズリ）

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても，耐震・耐津波安全性を担保している。

ケーソン
（施設護岸）

重力擁壁
（鉄筋コンクリート造）

GL EL.+ 8.5

岩盤

EL.+ 15.0

グラウンドアンカー※

1.59.0
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埋戻土
（掘削ズリ）

※ グラウンドアンカーの効果を期待しなくても，耐震・耐津波安全性を担保している。

ケーソン
（施設護岸）

（単位：m）

（単位：m）
逆T擁壁

（鉄筋コンクリート造）

GL EL.+ 8.5
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グラウンドアンカー
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鋼管杭（φ1.3m,t=22mm）

改良地盤

埋戻土
（掘削ズリ）

埋戻土
（掘削ズリ）

荷揚場道路

※ 鋼管杭の効果を期待しなくても，耐震・耐津波安全性を担保している。 

※  
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b. 荷重組合せ 

防波壁は日本海及び輪谷湾に面した敷地面に設置するものであることから，

設計においてはその設置状況を考慮し，以下に示す常時荷重，地震荷重，津波

荷重及び漂流物衝突荷重の組合せを考慮する。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋漂流物衝突荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に考

慮する（添付資料20参照）。 

 

c. 荷重の設定 

防波壁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

(a) 常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ｓｓを考慮する。 

(c) 津波荷重 

津波による水位上昇や，津波の繰り返し襲来を想定し，躯体に作用

する津波荷重を考慮する（添付資料26参照）。 

(d) 漂流物衝突荷重 

対象とする漂流物を定義し，漂流物の衝突力を漂流物衝突荷重とし

て設定する（添付資料21参照）。 

   (e) 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的に

は余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，これによ

る荷重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

 

d. 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，止水性の面も踏まえることにより，当該構造物

全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材がおおむね弾

性域内に収まることを基本として，津波防護機能を保持していることを確認と

する。 
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(２) 防波壁通路防波扉 

防波壁通路防波扉は，津波による遡上波が津波防護対象設備（非常用取水設

備を除く。）の設置された敷地に到達，流入することを防止し，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのないよう，防波壁の通

路開口部に設置する。 

防波壁通路防波扉は津波荷重や地震荷重等に対して津波防護機能が十分に保

持できるよう以下の方針により設計する。なお，漂流物による荷重により，津

波防護機能が保持できない場合には，津波防護施設の一部として漂流物対策を

講じる。 

防波壁通路防波扉の運用管理については添付資料23に示す。 

 

(a) 構造 

防波壁通路防波扉は，改良地盤又は鋼管杭と基礎スラブによる基礎構造と

し，鋼製の主桁，補助縦桁及びスキンプレート等により構成された防波扉か

らなる。防波扉の下部及び側部に試験等にて止水性を確認した水密ゴムを設

置し，止水性を確保する構造とする。 

防波壁通路防波扉の配置図を第4.1-6図に，構造例を第4.1-7図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-6図 防波壁通路防波扉配置図 

 

 

防波壁通路防波扉 
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第 4.1-7図 防波壁通路防波扉構造例 

 

 

(b) 荷重組合せ 

防波壁通路防波扉の設計においては，以下に示す常時荷重，地震荷重，津

波荷重及び漂流物衝突荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋漂流物衝突荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

正面図 断面図

平面図

EL.＋8.5m

EL.＋15.0m
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(c) 荷重の設定 

防波壁通路防波扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓを考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

ⅳ 漂流物衝突荷重 

対象とする漂流物を定義し，漂流物の衝突力を漂流物衝突荷重として

設定する（添付資料21参照）。 

ⅴ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震

荷重を考慮しない（添付資料22参照）。 

 

(d) 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材がおおむね弾性域内に収まることを基本とし

て，津波防護機能を保持していることを確認する。 

 

 

(３) １号炉取水槽流路縮小工 

１号炉取水槽流路縮小工は，津波が１号炉取水槽から津波防護対象設備（非常

用取水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，１

号炉取水槽の取水管端部に設置する。 

１号炉取水槽流路縮小工は，津波荷重や地震荷重に対して津波防護機能が十分

に保持できるように以下の方針により設計する。（詳細な設計方針及び構造成立

性の見通しについては，添付資料29参照） 

 

a. 構造 

１号炉取水槽流路縮小工は鋼製部材で構成し，取水管端部に設置する。 

１号炉取水槽流路縮小工の配置図を第 4.1-8図に，構造例を第 4.1-9図に

示す。 

また，１号炉取水槽流路縮小工の設置により，１号炉の取水性に影響がな

いことを確認している。詳細を添付資料 29に示す。 
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第4.1-8図 １号炉取水槽流路縮小工配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.1-9図 １号炉取水槽流路縮小工の構造例 

 

 

（位置図） （平面図） 

（縦断図） 

単位：mm

新設部

既設部

流路縮小工（新設部材）

流路縮小工（既設取水管）

（北）（南）

鋼製部材
（新設）

取水管

取水槽北側壁

流路縮小工（新設部材）

流路縮小工（既設取水管）

取水管

固定ボルト

縮小板
（開口率５割程度）

（縮小板正面図）

（断面図）

縮小板

固定ボルト

取水管

取付板

１号炉取水槽
（取付板正面図）

固定ボルト
取付板

取水管フランジ

 

流路縮小工設置位置

１号炉取水槽流路縮小工
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b. 荷重組合せ 

１号炉取水槽流路縮小工の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地

震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

また，１号炉取水槽流路縮小工は水中に設置することから，その他自然現

象の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮しな

い（添付資料20参照）。 

 

c. 荷重の設定 

１号炉取水槽流路縮小工の設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

(a) 常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ｓｓを考慮する。 

(c) 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

(d) 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には余

震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し,これによる荷重を余

震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

 

d. 許容限界 

津波防護機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，津波

防護機能を保持していることを確認する。 
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4.2 浸水防止設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

浸水防止設備については，浸水想定範囲における浸水時及び冠水後の波圧等に

対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮した上で，入力津波に対して浸水

防止機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

浸水防止設備（屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，隔離弁，

ポンプ及び配管並びに貫通部止水処置）については，基準地震動Ｓｓによる地震

力に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。また，浸水時の波圧

等に対する耐性等を評価し，越流時の耐性にも配慮したうえで，入力津波に対し

て浸水防止機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

浸水防止設備としては，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）」及び「2.3 

漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」に示したとおり，設計

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画に津波を地上部から到

達，流入させないよう，また，取水槽，放水槽等の経路から津波が流入及び漏水

することがないよう，屋外排水路逆止弁，防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁を

設置し，貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示したとお

り安全側に想定した浸水範囲に対して，浸水防護重点化範囲内が浸水することが

ないよう，浸水防護重点化範囲の境界にある扉，開口部，貫通口等に，防水壁，

水密扉，床ドレン逆止弁及び隔離弁を設置し，貫通部止水処置を実施する。さら

に，浸水防護重点化範囲内に設置する海域に接続する低耐震クラスのポンプ及び

配管のうち，破損した場合に津波の流入経路となるポンプ及び配管については，

基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を保持する設計とする。 

浸水防止設備の種類と設置位置を整理し，第4.2-1表に示す。各浸水防止設備

の設計方針を以下に示す。  
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第4.2-1表 浸水防止設備の種類と設置位置 

種類 設置位置 
箇所数 

（参考） 

外郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

屋外排水路逆止弁 屋外排水路 １４ 

防水壁 取水槽除じん機エリア １ 

水密扉 取水槽除じん機エリア ３ 

貫通部止水処置 取水槽除じん機エリア 一式 

床ドレン逆止弁 取水槽 一式 

内郭防護に 

係る浸水 

防止設備 

防水壁 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）との境界 

１ 

水密扉 一式 

床ドレン逆止弁 一式 

隔離弁 

電動弁 
取水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）との境界 
４ 

逆止弁 
放水路とタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）との境界 
２ 

ポンプ及び配管 

取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポン

プエリア及びタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア） 

一式 

貫通部止水処置 

タービン建物（復水器を設置するエリア）と

原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポ

ンプエリアとの境界 

一式 
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4.2.1 土木・建築構造物 

(１) 屋外排水路逆止弁 

屋外排水路逆止弁は，津波が屋外排水路から津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，

屋外排水路に設置する。 

屋外排水路逆止弁は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十分に

保持できるよう以下の方針により設計する。 

 

a. 構造 

屋外排水路逆止弁は，板材，補強材等の鋼製部材により構成され，海側か

らの水圧作用時の止水性を有する構造とする。 

屋外排水路逆止弁の位置図を第4.2-1図に，配置図を第4.2-2図に，構造例

を第4.2-3図に示す。 

 

 

 

 

第4.2-1図 屋外排水路逆止弁位置図 

  

 PN
：屋外排水路逆止弁 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

⑦ 

⑨ ⑩ ⑪ 
⑫ 

⑬ 

8-1 

8-2 

※第 4.2-2図参照 
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平面図 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図（Ａ－Ａ断面） 

 

第4.2-2図 屋外排水路逆止弁⑦配置図 
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第4.2-3図 屋外排水路逆止弁構造例 

 

b. 荷重組合せ 

屋外排水路逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

c. 荷重の設定 

屋外排水路逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

(a) 常時荷重 

自重等を考慮する。 

(b) 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

(c) 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

(d) 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し,これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

 

正面図 断面図 
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d. 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水

防止機能を保持していることを確認する。 
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(２) 防水壁 

a. 除じん機エリア防水壁 

除じん機エリア防水壁は，津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取水

設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象設備

（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，除じ

ん機エリアに設置する。 

除じん機エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に

保持できるように以下の方針により設計する（詳細な設計方針及び構造成立性

の見通しについては，添付資料30参照）。 

 

(a) 構造 

除じん機エリア防水壁は鋼製壁で構成し，基礎ボルトにより取水槽躯体に

固定する。なお，主要な構造体の境界部には，想定される荷重の作用及び相

対変位を考慮し，試験等にて止水性を確認した止水目地で止水処置を講じる

設計とする。 

除じん機エリア防水壁の配置図を第4.2-4図に，構造図を第4.2-5図に示す。 

 

 

 

第4.2-4図 除じん機エリア防水壁配置図 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ

EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

除じん機エリア防水壁
EL.＋1.1m

EL.＋11.3m
EL.＋8.8m

EL.＋8.5m

EL.＋4.0m

EL.＋0.4m
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第4.2-5図 除じん機エリア防水壁構造図 

 

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア防水壁は防波壁内側の敷地にある取水槽の天端に設置する

ものであることから，設計においてはその設置状況を考慮し，以下に示す常

時荷重，地震荷重及び津波荷重の組合せを考慮する。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

 

 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

 

 

EL.＋11.3m

EL.＋8.8m

EL.＋11.3m

EL.＋8.8m

 

正面図 断面図 
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ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震荷

重を考慮しない（添付資料22参照）。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水防止

機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については，耐圧・漏水

試験で確認する。 
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 b. 復水器エリア防水壁 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す津波による

溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した際に，浸水防護重点化範

囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）への浸水を防

止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に復水器エリア防水壁を設置する。 

復水器エリア防水壁の設置位置を第 4.2-6図に示す。 

復水器エリア防水壁は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保

持できるように以下の方針により設計する。 

 

(a) 構造 

復水器エリア防水壁は鋼製壁で構成し，アンカーボルトによりタービン建物

躯体に固定する。 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア防水壁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

 

なお，復水器エリア防水壁は，建物内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮しない

（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア防水壁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，これによる荷重

を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 
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(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水防止

機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については，耐圧・漏水

試験で確認する。 

 

第4.2-6図 復水器エリア防水壁 設置位置 
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(３)水密扉 

a. 除じん機エリア水密扉 

除じん機エリア水密扉は，津波が取水槽から津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。）の設置された敷地に流入することを防止し，津波防護対象

設備（非常用取水設備を除く。）が機能喪失することのない設計とするため，

除じん機エリアに設置する。 

除じん機エリア水密扉は津波荷重や地震荷重等に対して浸水防止機能が十

分に保持できるように以下の方針により設計する（詳細な設計方針及び構造

成立性の見通しについては，添付資料30参照）。 

なお，水密扉の運用管理については添付資料23に示す。 

 

(a) 構造 

除じん機エリア水密扉は鋼製部材により構成し，扉枠は基礎ボルトにより

取水槽躯体に固定する。また，扉体又は扉枠に止水ゴム等を取り付けること

で浸水を防止する構造とする。 

除じん機エリア水密扉の配置図を第4.2-7図に，構造例を第4.2-8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.2-7図 除じん機エリア水密扉配置図 

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ

EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

除じん機エリア水密扉

EL.＋1.1m
EL.＋11.3m

EL.＋8.8m

EL.＋8.5m

EL.＋4.0m

EL.＋0.4m
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第4.2-8図 除じん機エリア水密扉構造例 

 

(b) 荷重組合せ 

除じん機エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震

荷重及び津波荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

除じん機エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定

する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する

（添付資料26参照）。 

EL.＋11.3mEL.＋11.3m

EL.＋8.8mEL.＋8.8m

正面図 断面図 

平面図 
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ⅳ 余震荷重 

海域活断層に想定される地震による津波の影響を受けないため，余震荷

重を考慮しない（添付資料22参照）。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余

裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水

防止機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については，耐

圧・漏水試験で確認する。 
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 b. 復水器エリア水密扉 

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す津波による

溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した際に，浸水防護重点化範

囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）への浸水を防

止するため，タービン建物（復水器を設置するエリア）とタービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を設置するエリア）の境界に復水器エリア水密扉を設置する。 

復水器エリア水密扉の設置位置を第 4.2-9図に示す。 

復水器エリア水密扉は津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保

持できるように以下の方針により設計する。なお，水密扉の運用管理について

は，添付資料23に示す。 

 

(a) 構造 

復水器エリア水密扉は板材，補強材，扉枠等の鋼製部材により構成し，扉

枠はアンカーボルトにより建物躯体等に固定する。また，扉枠にパッキンを

取りつけることで浸水を防止する構造とする。水密扉の構造例を第 4.2-10図

に示す。 

 

 

第4.2-9図 復水器エリア水密扉 設置位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

凡例 

   ：浸水範囲 

   ：復水器エリア防水壁 

   ：貫通部止水処置 

   ：水密扉 

復水器 
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第4.2-10図 水密扉の構造例 

 

 

(b) 荷重組合せ 

復水器エリア水密扉の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

なお，復水器エリア水密扉は，建物内に設置することから，その他自然現象

の影響が及ばないため，その他自然現象による荷重との組合せは考慮しない

（添付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

復水器エリア水密扉の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 
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余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

 

(d) 許容限界 

浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後，津波後の再使用性や，

津波の繰り返し作用を想定し，当該構造物全体の変形能力に対して十分な余裕

を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まることを基本として，浸水防止

機能を保持していることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試

験で確認する。 

 

4.2.2 機器・配管等の設備 

(１) 床ドレン逆止弁 

津波防護対象設備を設置する区画である取水槽の床面高さEL1.1mに対し，

取水槽の入力津波高さがEL10.6mであることから，取水槽海水ポンプエリア

及び循環水ポンプエリアへの津波の流入を防止するため，浸水防止設備とし

て逆止弁を設置する。 

また，「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す津

波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定した際に，浸水防

護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

への浸水を防止するため，浸水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり

得る床ドレンライン部に対して，浸水防止設備として逆止弁を設置する。 

床ドレン逆止弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，

津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重 

・常時荷重＋津波荷重 

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計にあたっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

 

床ドレン逆止弁の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 
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余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には，

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

 

  また，上記荷重の組合せに対して，床ドレン逆止弁の浸水防止機能が十分

に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 

 

 a. 構造 

床ドレン逆止弁は，鋼製の構造物であり，フロートが水の浮力により上昇

し，開口部を閉鎖することで津波の流入を防止する構造とする。 

構造例を第4.2-11図に示す。 

 

 

第4.2-11図 床ドレン逆止弁の構造の例 

 

b. 耐圧性及び水密性 

床ドレン逆止弁は，床面下部からの流入に対してフロートが押し上げられ，

弁座に密着することで漏水を防止する。 

また，溢水時には溢水を当該エリア外へ排出する。逆止弁が十分な水密性を

もっていることを試験で確認する。試験概要を第4.2-12図に示す。 

 

 

 

第 4.2-12図 逆止弁の試験概要 
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c. 耐震性 

基準地震動Ｓｓに対して，浸水防止機能が保持できることを評価または加振

試験により確認する。 

加振試験の例を第4.2-13図に示す。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.2-13図 加振試験例（逆止弁） 

 

（２）隔離弁 

 a.電動弁 

  「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す地震によ

る配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路となり得るタービン補機

海水ポンプ出口に電動弁（以下「タービン補機海水ポンプ出口弁」という。）

を設置する。タービン補機海水ポンプ出口弁は，インターロックの動作によ

る自動閉とし，インターロックに係る設備は，浸水防護重点化範囲（耐震Sク

ラスの設備を内包する建物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，

津波襲来前に確実に閉止するため，多重化・多様化を図る。 

  また，津波荷重や地震荷重に対して浸水防止機能が十分に保持できるよう

に以下の方針により設計する。 

 

 

 

■加振試験条件 

・水平方向振動周波数：20Hz 

・水 平 方 向 加 速 度：6.0G 

・鉛直方向振動周波数：20Hz 

・鉛 直 方 向 加 速 度：6.0G 

・加 振 時 間：５分間 
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(a) 構造 

 タービン補機海水ポンプ出口弁は，当該配管損傷後，取水路から浸水防護

重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に

津波が浸水することを防止するため，タービン補機海水ポンプ出口に設置す

る。設置位置及び構造例を第4.2-14図及び第4.2-15図に示す。 

  

  

第4.2-14図 タービン補機海水ポンプ出口弁 設置位置 

 

 

第4.2-15図 タービン補機海水ポンプ出口弁 構造例 

：ＴＳＷポンプ出口弁
：配管（点線部は埋設配管を示す）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ
：タービン補機海水ポンプ
：循環水ポンプ
：除じんポンプ
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(b) 荷重組合せ

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計においては，以下のとおり，常時荷重，

地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

タービン補機海水ポンプ出口弁の設計において考慮する荷重は，以下のとお

り設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力及

び静的地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し,これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

(d) 許容限界

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後の

再使用性を考慮し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対しては，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分

な余裕を有することを基本とし，浸水防止機能を保持していることを確認する。

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施設に適用する静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対しては，応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまることとする（添付資料40参照）。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界

として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，止水性の面も踏ま

えることにより，当該設備全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，

各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機

能を保持していることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試験

で確認する。 
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b.逆止弁

「2.4 重量な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す地震によ

る配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路となり得るタービン補機

系放水配管及び液体廃棄物処理系配管に浸水防止設備として逆止弁を設置す

る。 

タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は津波荷重や地

震荷重に対して浸水防止機能が十分に保持できるように以下の方針により設

計する。 

(a) 構造

タービン補機系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁は，当該配管損

傷後，放水路から浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）に津波が浸水することを防止するため，タービン補

機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管に設置する。設置位置及び構造

例を第4.2-16図及び第4.2-17図に示す。 

第4.2-16図 タービン補機海水系放水配管逆止弁及び液体廃棄物処理系配管逆

止弁 設置位置 

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系配管

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽
タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

復
水
器

TCW熱交
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第4.2-17図 タービン補機海水系放水配管逆止弁 構造例 

(b) 荷重組合せ

タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁の設計にお

いては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重及び余震荷重を適切

に組み合わせて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

(c) 荷重の設定

タービン補機海水系放水配管及び液体廃棄物処理系配管逆止弁の設計にお

いて考慮する荷重は，以下のとおり設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力及

び静的地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し,これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 
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(d) 許容限界

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後の

再使用性を考慮し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対しては，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分

な余裕を有することを基本とし，浸水防止機能を保持していることを確認する。

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施設に適用する静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対しては，応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまることとする（添付資料40参照）。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界

として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，止水性の面も踏ま

えることにより，当該設備全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，

各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機

能を保持していることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試験

で確認する。 

（３）ポンプ及び配管

「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す地震による

配管損傷後に，浸水防護重点化範囲への浸水経路となり得る循環水ポンプ及び

配管，タービン補機海水ポンプ及び配管，除じんポンプ及び配管，原子炉補機

海水配管（放水配管）及び高圧炉心スプレイ補機海水配管（放水配管）につい

て，基準地震動Ｓｓによる地震力に対してバウンダリ機能を保持する設計とす

る。また，基準地震動Ｓｓに対する浸水防止機能保持の信頼性を高めるために，

弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる設計

とする。 

(a) 荷重組合せ

ポンプ・配管においては，以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波荷重

及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 

・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

(b) 荷重の設定

ポンプ・配管の設計において考慮する荷重は，以下のとおり設定する。

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 
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ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ｓｓによる地震力，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力及び

静的地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には余

震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し,これによる荷重を

余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

(c) 許容限界

地震荷重に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界として，地震後の

再使用性を考慮し，基準地震動Ｓｓによる地震力に対しては，塑性ひずみが生

じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分

な余裕を有することを基本とし，浸水防止機能を保持していることを確認する。

また，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又はＳクラスの施設に適用する静的

地震力のいずれか大きい方の地震力に対しては，応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまることとする（添付資料40参照）。 

津波荷重（余震荷重含む）に対しては，浸水防止機能に対する機能保持限界

として，津波後の再使用性や，津波の繰返し作用を想定し，止水性の面も踏ま

えることにより，当該設備全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，

各施設・設備を構成する材料が弾性域内に収まることを基本とし，浸水防止機

能を保持していることを確認する。なお，止水性能については耐圧・漏水試験

で確認する。 

(４) 貫通部止水処置

２号炉取水槽での入力津波高さに対して，敷地への津波の到達，流入を防

止するため，津波防護対象設備を設置する区画への浸水経路，浸水口となり

得る貫通口部等に対して，浸水防止設備として貫通部止水処置を実施する。 

また，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に示す浸

水防護重点化範囲への浸水経路，浸水口となり得る貫通口部等に対して，浸

水防止設備として貫通部止水処置を実施する。貫通部止水処置の実施範囲及

び実施例は添付資料11に示す。 

貫通部止水処置は，第4.2-2表に示す充填構造（シリコン），ブーツ構造

（ラバーブーツ），及び充填構造（モルタル）に分類でき，貫通部の形状等

に応じて適切な止水構造を選択し実施する。 

これらの止水処置の設計においては，以下に示すとおり，常時荷重，地震

荷重，津波荷重及び余震荷重を適切に組み合わせて設計を行う。 
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・常時荷重＋地震荷重

・常時荷重＋津波荷重

・常時荷重＋津波荷重＋余震荷重

また，設計に当たっては，その他自然現象による荷重との組合せを適切に

考慮する（添付資料20参照）。 

ここで，貫通部止水処置の設計において考慮する荷重は，以下のように設

定する。 

(a)常時荷重

自重等を考慮する。 

(b)地震荷重

基準地震動Ｓｓによる地震力を考慮する。 

(c)津波荷重

設置位置における，入力津波高さに基づき算定される水圧を考慮する。 

(d)余震荷重

余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には

余震による地震動として弾性設計用地震動Ｓｄを適用し，これによる荷

重を余震荷重として設定する（添付資料22参照）。 

また，上記荷重の組合せに対して，各止水構造の浸水防止機能が十分

に保持できるよう，それぞれ以下の方針により設計する。 
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第 4.2-2表 止水構造 

貫通物 止水処理 
施工内容 

説明 
断面図 写真 

低温配管 

モルタル 

 
 
 
 
 
 

 
貫通スリーブ

と配管の間に

モルタルを充

填する 

シリコン 

 
 

 
 
 
 

 
貫通スリーブ

と配管の間に

シリコンを充

填する 

高温配管 
ラバー 

ブーツ 

 
 
 
 
 
 

 
貫通スリーブ

と配管にラバ

ーブーツの端

部を固定する 

ケーブル 

トレイ 

シリコン 

 

 
 
 
 
 

 貫通スリーブ

とケーブルト

レイの間，ケ

ーブルトレイ

内にシリコン

を充填する 

電線管 

 
 
 
 
 
 

 
電線管が接続

するプルボッ

クス内にシリ

コンを充填す

る 

 

 

a. 充填構造（シリコン） 

 

(a) 構造 

充填構造（シリコン）は貫通口と貫通物の間の隙間に，鋼板による補強板

を設けた上でシリコンを充填することにより止水する構造である。 

本構造の概要を第4.2-18図に示す。 

 

 

壁 モルタル 

保温 

配管 

貫通スリーブ 

壁 

保温 

シリコン 

貫通スリーブ 

配管 

ラバーブーツ 

配管 

貫通スリーブ 

保温 

壁 

シリコン 

電線管 

ダム材 

貫通スリーブ 

シリコン 

ケーブルトレイ 

壁 

壁 
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第4.2-18図 充填構造（シリコン）の概要 

(b) 水密性

耐圧性は補強板及びシリコンが担い，シリコンにより水密性を確保するこ

とを基本としており，設置箇所で想定される浸水に対して，浸水防止機能が

保持できることを，実機を摸擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-19図に示す。 

【試験体寸法】 

スリーブ径［A］50,150,250

施工幅[mm] 40,150 

【試験体数】 

 各組合せ6体 

【試験方法】 

試験装置に注水後，水により加圧 

試験圧力（0.11MPa），保持時間15分 

第 4.2-19図 実機模擬試験例 
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(c) 耐震性 

シリコンは伸縮性に優れたシール材であり，配管の貫通部に適用するシー

ル材の耐震性を満足させるために，貫通部近傍に支持構造物を設置すること

としており，配管等の変位追従性に優れた構造となっていることから，地震

によりシリコンの健全性が損なわれることはない。 

 

b. ブーツ構造（ラバーブーツ） 

(a) 構造 

ブーツ構造（ラバーブーツ）はブーツと締付バンドにて構成され，高温配

管等の熱膨張変位及び地震時の変位を吸収できるよう伸縮性ゴムを用い，壁

面に溶接した取付用座と配管に締付バンドにて締結する。 

本構造の概要を第4.2-20図に示す。 

 

 

 

第4.2-20図 ブーツ構造の概要 

 

 

(b) 水密性 

伸縮性のあるシールカバーを貫通口と貫通物の隙間に設置することで，耐

圧性及び水密性を確保することを基本としており，設置箇所で想定される浸

水に対して，浸水防止機能が保持できることを，第4.2-21図に示す実機を模

擬した耐圧・漏水試験により確認する。 

実機模擬試験の例を第4.2-3表，第4.2-4表に示す。 
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【試験方法】 

ラバーブーツ内側・外側から水により加圧 

 

第4.2-21図 実機模擬試験例 

 

第4.2-3表 実機模擬試験（型式１） 

No. 
呼び寸法 水圧[MPa] 

配管径[A] スリーブ径[A] 内圧 外圧 

1 400 550 0.04 0.03 

2 80 250 0.03 0.02 

 

第4.2-4表 実機模擬試験（型式２） 

No. 
呼び寸法 水圧[MPa] 

配管径[A] スリーブ径[A] 内圧 外圧 

1 25 200 0.20 0.20 

2 350 650 0.20 0.20 

3 750 1000 0.20 - 

 

 

(c) 耐震性 

ラバーブーツについては，伸縮性ゴムを使用しており，配管等の変位追従

性に優れた構造となっていることから，地震によりラバーブーツの健全性が

損なわれることはない。 
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ｃ. 充填構造（モルタル） 

(a) 構造 

モルタルは，貫通口と貫通物の間の隙間にモルタルを充填することにより

止水する構造とし，充填硬化後は，貫通部内面，配管等の外面と一定の付着

力によって結合される。 

本構造の概要を第4.2-22図に示す。 

 

第4.2-22図 充填構造（モルタル）の概要 

 

(b) 水密性 

貫通部の止水処置として使用するモルタルについて，性能試験等により，

止水性能を確認した。 

貫通部の止水処置に用いるモルタルについては，以下のとおり静水圧に対

し十分な耐性を有していることを確認している。モルタルの評価概要を第

4.2-23図に示す。 

 

【検討条件】 

 ・スリーブ径：D［mm］ 

 ・モルタルの充填深さ：L［mm］ 

 ・配管径：d［mm］ 

 ・モルタル許容付着強度※：0.9［N/mm2］ 

 ・静水圧：0.2［N/mm2］（保守的に 20m相当の静水圧を想定） 

 ※コンクリート標準示方書[構造性能照査編](2002年制定)による。 

 

第 4.2-23図 モルタル評価概要図 

 

貫通物 
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○評価方法

① モルタル部分に作用する水圧荷重（P1）

静水圧がモルタル部分に作用したときに生じる荷重は以下のとお

り。 

P1［N］＝0.2［N/mm2］×（π×（D2-d2）／4）［mm2］ 

② モルタルの許容付着荷重（P2）

静水圧がモルタル部分に作用したときに，モルタルが耐える限界

の付着荷重は以下のとおり。 

P2［N］＝0.9［N/mm2］×（π×（D+d）×L）［mm2］ 

モルタルの付着強度は，付着面積及び充填深さに比例するため，ここ

では，保守的に貫通部に配管がない状態（d=0）を想定すると，許容付着

荷重(P2)は次のとおりとなる。 

P2[N]＝0.9[N/mm2]×(π×R×L)[mm2] 

静水圧に対して止水性能を確保するためには，P1≦P2 であるため，以

下のように整理できる。 

0.06×D［mm］≦ L［mm］ 

上式より，モルタル施工個所が止水性能を発揮するためには，貫通スリー

ブ径の6％以上の充填深さが必要である。 

例えば400mmの貫通スリーブに対して，約24mm以上の充填深さが必要であ

るが，実機における対象貫通部の最小厚さ200mmに対し，モルタルは壁厚さ

と同程度の厚さで充填されていることを踏まえると，止水性能は十分に確保

できる。 

(c) 耐震性

貫通口内に貫通部が存在する構造では，基準地震動Ｓｓによりモルタル充

填部に発生する配管反力がモルタルの許容圧縮強度及び許容付着強度以下で

あることを確認する。 
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4.3 津波監視設備の設計 

【規制基準における要求事項等】 

津波監視設備については，津波の影響（波力，漂流物の衝突等）に対して，影

響を受けにくい位置への設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津波に対

して津波監視機能が十分に保持できるよう設計すること。 

 

【検討方針】 

津波監視設備については，津波の影響（波力，漂流物の衝突等）に対して，影

響を受けにくい位置への設置，影響の防止策・緩和策等を検討し，入力津波に対

して津波監視機能が十分に保持できるよう設計する。 

 

【検討結果】 

津波監視設備としては，津波監視カメラと取水槽水位計を設置する。 

津波監視カメラは，耐震性，耐津波性を有し，敷地前面における津波襲来状況

の監視が可能な場所として，２号炉排気筒のＥＬ.＋64.0m，３号炉北側の防波壁

上部東側及び３号炉北側の防波壁上部西側のＥＬ.＋15.0mに設置する。 

一方，取水槽水位計は２号炉の取水槽床面ＥＬ．＋4.0mに設置するものであり

当該部における入力津波高さよりも低位への設置となるが，「2. 設計基準対象

施設の津波防護方針」に示したとおり，当該設置エリアは外郭防護と内郭防護に

より浸水の防止及び津波による影響からの隔離を図っている。このため，取水槽

水位計についても津波の影響を受けることはない。 

 

以上のとおり，津波監視設備は入力津波に対して津波監視機能が保持できる設

計としている。 

津波監視設備の設置の概要を第4.3-1図に，また，設備ごとの設計方針の詳細

を以下に示す。  
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第4.3-1図 津波監視設備の配置 

※ 設計中であり，詳細設計段階にて変更する可能性がある。 

 

(1) 津波監視カメラ 

a. 仕様 

津波監視カメラは，耐震性，耐津波性を有し，敷地前面における津波襲来

状況の監視が可能な場所として，２号炉排気筒のＥＬ.＋64.0m，３号炉北側

の防波壁上部東側及び３号炉北側の防波壁上部西側ＥＬ.＋15.0mに設置する。

なお，排気筒に設置する津波監視カメラの設置位置は高所であるが，本設の

グレーチングフロア上であり，かつ同じフロアへは本設の階段が敷設されて

いるため，施工や保守の作業，アクセスに当たり支障はない。 

地震後や津波前後の主要位置における津波防護施設及び浸水防止設備の状

態，並びに敷地前面における津波襲来状況をリアルタイムかつ継続的に把握

Ｎ

EL.＋8.5m

取水槽水位計

津波監視カメラ

EL.＋6.5m

EL.＋15.0m

EL.＋44.0m

EL.＋8.5m

津波監視カメラ

設置位置：２号炉排気筒 ＥＬ.＋64.0m

３号炉北側の防波壁上部（東・西） ＥＬ.＋15.0m
視野角：360°，垂直±90°（排気筒による死角を除く）

（※）図中矢印はカメラの監視範囲を示す。

取水槽水位計

設置位置：２号炉取水槽 ＥＬ.＋4.0m

測定範囲：ＥＬ.＋10.7m～ＥＬ.－9.3m
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するため，視野角が広く（水平360°，垂直±90°旋回可能），光学及び赤

外線撮像機能を有するカメラを選定する。撮影した映像は２号炉の中央制御

室に設置した監視設備に表示可能とし，本体及び監視設備は非常用電源設備

及び代替交流電源設備から受電可能な設計とする。 

津波監視カメラの仕様を第4.3-1表に，設置位置を第4.3-2図に，監視カメ

ラの映像イメージを第4.3-3図に，監視カメラの視野範囲を第4.3-4図に示す。

第4.3-4図に示すとおり，発電所敷地内に設置した3台の津波監視カメラによ

り，津波防護施設及び浸水防止設備の状態，並びに敷地前面の津波の襲来の

状況を確認するための視野範囲は確保される。 

また，津波監視カメラは基準地震動Ｓｓによる地震力に対して機能を保持

する設計とするため，地震時に機能喪失することはないが，万一，独立事象

である竜巻等の自然現象や機器の単一故障により機能喪失した場合において

も，予備品を有しており，速やかに復旧（１日程度）することも可能である。 

なお，津波監視カメラは津波監視設備であり，「発電用軽水型原子炉施設

の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に示される重要度の特に高い安

全機能を有する施設に該当しないため，設置許可基準規則第12条の多重性又

は多様性を要求される設備ではないが，仮に1台が機能喪失した場合におい

ても，残り2台の津波監視カメラにより主要位置（発電所前面海域，輪谷湾

及び防波壁）における津波襲来時の状況を継続的に把握することが可能であ

る。津波監視カメラが１台機能喪失した場合の視野範囲について第4.3-5図

に示す。 

 

敷地内の状況は，第4.3-6図に示すとおり「設置許可基準規則第26条（原

子炉制御室等）」の要求に基づき中央制御室から外の状況を把握する設備と

して設置する構内監視カメラにより監視可能な設計とする。 

 

第4.3-1表 津波監視カメラの仕様 
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第4.3-2図 津波監視カメラ設置位置 

Ｎ

EL.＋8.5m

津波監視カメラ

EL.＋6.5m

EL.＋15.0m

EL.＋44.0m

EL.＋8.5m

津波監視カメラ設置位置

EL+8.5m

EL+55m
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第4.3-3図 津波監視カメラ映像イメージ（排気筒ＥＬ.＋64.0m） 

 

 

第4.3-4図 津波監視カメラの視野範囲 

凡例

：カメラ監視不可範囲

：カメラ設置場所

輪 谷 湾

発 電 所 前 面 海 域

浸水防止設備

(内郭防護)

設計基準対象施設の

津波防護対象設備を

内包する建物・区画

津波防護施設

浸水防止設備

(外郭防護)

津波監視設備

Ａ-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）

原子炉建物

制御室建物

廃棄物処理建物

取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア

タービン建物

B-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト（ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

除じん機エリア水密扉

取水槽水位計

床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

除じん機エリア防水壁
防波壁

隔離弁

貫通部止水処置

復水器エリア水密扉

復水器エリア防水壁

床ドレン逆止弁

津波監視カメラ

貫通部止水処置

隔離弁

1号炉取水槽流路縮小工

津波監視カメラ

津波監視カメラ

凡例

：カメラ監視不可範囲

：カメラ設置場所

：防波壁通路防波扉

：屋外排水路逆止弁

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第4.3-5-1図 津波監視カメラが１台機能喪失した場合の視野範囲 

（２号炉排気筒ＥＬ.＋64.0m位置が機能喪失した場合） 

第4.3-5-2図 津波監視カメラが１台機能喪失した場合の視野範囲 

（３号炉北側の防波壁上部東側ＥＬ.＋15.0m位置が機能喪失した場合） 

第4.3-5-3図 津波監視カメラが１台機能喪失した場合の視野範囲 

（３号炉北側の防波壁上部西側ＥＬ.＋15.0m位置が機能喪失した場合） 

凡例

：カメラ監視不可範囲

：カメラ設置場所

発 電 所 前 面 海 域防波壁

輪 谷 湾

凡例

：カメラ監視不可範囲

：カメラ設置場所

防波壁

輪 谷 湾

発 電 所 前 面 海 域

凡例

：カメラ監視不可範囲

：カメラ設置場所

防波壁

輪 谷 湾

発 電 所 前 面 海 域
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（注）説明のため設置許可基準規則第26条「原子炉制御室等」の審査資料に を追記。 

第4.3-6図(1) 津波監視カメラ及び構内監視カメラの監視範囲について 

5条-別添1-Ⅱ-4-48

257



 

 

 

 

第4.3-6図(2) 津波監視カメラ及び構内監視カメラの監視範囲について 
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b. 設備構成

津波監視カメラは，カメラ本体，カメラ取付用架台，通信ボックス，監視

設備，電線管から構成されている。設備構成の概要を第4.3-7図に示す。 

第4.3-7図 津波監視カメラ設備構成 

c. 構造・強度評価及び機能維持評価

津波監視カメラが使用条件及び想定される自然条件下において要求される

機能を喪失しないことを確認する。 

当該設備は２号炉排気筒，３号炉北側の防波壁上部東側及び３号炉北側の

防波壁上部西側に設置されるものであることから，想定される自然条件のう

ち設備に与える影響が大きいものとして地震と竜巻が考えられる。このうち，

竜巻については「第６条 外部からの衝撃による損傷の防止」において説明

するものとし，ここでは使用条件及び地震に対する評価方針を示す。 

なお，自然現象のうち津波については，前述のとおり，その影響を受ける

ことのない設計としているため，荷重組合せ等での考慮は要しない。 

(a) 評価方針

津波監視カメラが基準地震動Ssに対して要求される機能を喪失しないこと

を確認するため，カメラ取付用架台及び電線管に対する構造強度評価を実施

する。また，カメラ本体，通信ボックス，監視設備の機能維持評価を実施す

る。カメラ取付用架台の構造概略図を第4.3-8図に示す。 

２号炉タービン建物 

２号炉原子炉建物 

制御室建物 
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（平面図） 

 

（断面図） 

第4.3-8図 カメラ取付用架台の構造概略図（排気筒の例）※ 

※ 設計中であり，詳細設計段階にて変更する可能性がある。 

 

(b) 荷重組合せ 

津波監視カメラの設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷重の組

合せを考慮する（添付資料20参照）。 

・常時荷重＋地震荷重 

 

また，設計に当たっては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する。

（添付資料20参照） 

 

(c) 荷重の設定 

津波監視カメラ 

カメラ取付プレート 

排気筒 

カメラ取付架台 

カメラ取付架台 

カメラ保護カバー 

溶接接合 
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津波監視カメラの設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

i 常時荷重 

自重を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssによる地震力を考慮する。 

ⅲ 積雪荷重 

屋外に設置される津波監視カメラ取付用架台及び電線管に対しては，

堆積量35cmを考慮する。 

ⅳ 降雨荷重 

降雨に対しては，津波監視カメラは防水性能IP66(あらゆる方向からの

ノズルによるジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならな

い)に適合する設計とする。 

  ⅴ 風荷重 

基準風速30m/s相当の風荷重を受けた場合においても，津波監視カメラ

設置用架台及び電線管は継続監視可能であることを確認する。 

なお,竜巻については発生頻度が小さいことから他の自然現象による荷

重との組合せの観点では考慮せず,竜巻に対する評価は上記のとおり「第

六条外部からの衝撃による損傷の防止」において説明する。 

 

d. 許容限界 

津波監視機能に対する機能保持限界として，津波監視カメラが基準地震動

Ssに対して機能維持することを確認する。 

また，津波監視カメラを支持する２号炉排気筒，防波壁及びカメラ取付用

架台については，それらを構成する部材が(b)にて考慮する荷重の組合せに

対して，津波監視カメラの支持機能を維持することを確認する。 

 

e.防塵性能・防水性能 

上記の荷重に関する評価に加えて，防塵性能および防水性能についても考

慮する。 

津波監視カメラは，保護等級「IP66」（日本工業規格JISC0920）相当のも

のを設置することで，防塵性能と防水性能（防塵性能については，粉塵が内

部に入らない程度。防水性能については，あらゆる方向からの強い噴流水に

よっても，有害な影響がない程度。）が保証される。 

 

(2) 取水槽水位計 

a. 仕様 

取水槽水位計は，地震発生後に津波が発生した場合，津波の襲来を想定し，

特にその水位変動の兆候を早期に把握するため，２号炉取水槽のＥＬ.－

9.3mに設置する。なお，取水槽水位計設置位置は，砂の堆積高さ0.001m未満
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を考慮しても影響がない（取水槽底面高さＥＬ.－9.8m）。取水槽水位計は，

投げ込み式の水位計であり，検出器を水中に設置し，受圧ダイアフラムにか

かる水頭圧を検出して水位を測定する。検出器の動作原理概要図を第4.3-9

図に示す。 

基準津波襲来時の取水槽水位（入力津波高さ）に関しては，第4.3-2表の

とおり評価している。 

 

 

第4.3-9図 検出器の動作原理概要図 

 

第4.3-2表 取水槽の入力津波高さ 

 ２号炉 

取水槽 

水位上昇側 入力津波高さEL(m) ＋10.6 

水位下降側 入力津波高さEL(m) -6.5 

 

上記の取水槽水位を考慮し，測定範囲をＥＬ.＋10.7m～ＥＬ.－9.3mとし

た設計としている。また，取水槽水位計は非常用交流電源設備及び非常用直

流電源設備から受電可能な設計とする。 
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b. 設備構成 

取水槽水位計は，検出器，案内管，中継器，電線管及び中央制御室に設置

された監視設備から構成されている。第4.3-10図に取水槽水位計の設置位置

及び設備構成を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第4.3-10図 取水槽水位計の設置位置及び設備構成 

  

循環水ポンプ EL 8.8m

EL 8.5m

EL 1.1m海水ポンプ EL 4.0m

EL 0.4m

EL 11.3m

：除じん機エリア防水壁

：除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

②案内管 ①検出器 

 

③中継器 

④電線管 
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c. 構造・強度評価及び機能維持評価 

取水槽水位計が使用条件及び想定される自然条件下において要求される機

能を喪失しないことを確認する。 

当該設備は屋外に設置されるものであり想定される自然条件のうち設備に

与える影響が大きいものとしては，地震と竜巻が考えられる。このうち，竜

巻については，「第６条 外部からの衝撃による損傷の防止」において説明

するものとし，ここでは使用条件及び地震に対する評価方針を示す。 

 

(a) 評価方針 

取水槽水位計が基準地震動Ssに対して要求される機能を喪失しないことを

確認するため，水位計本体（案内管）に対する構造強度評価，検出器，中継

器の機能維持評価，さらに監視設備については，構造強度評価及び機能維持

評価の両者を実施する。 

 

(b) 荷重組合せ 

取水槽水位計の設計においては以下のとおり，常時荷重，地震荷重，津波

荷重，余震荷重を考慮する。 

 

また，取水槽水位計は，漂流物が衝突する恐れのない位置に設置すること

から，漂流物衝突荷重は考慮しない。 

・ 常時荷重＋地震荷重 

・ 常時荷重＋津波荷重 

・ 常時荷重＋津波荷重＋余震荷重 

また，設計においては，その他自然現象との組合せを適切に考慮する（添

付資料20参照）。 

 

(c) 荷重の設定 

取水槽水位計の設計において考慮する荷重は，以下のように設定する。 

ⅰ 常時荷重 

自重等を考慮する。 

ⅱ 地震荷重 

基準地震動Ssによる地震力を考慮する。 

ⅲ 津波荷重 

潮位のばらつきを考慮した取水槽における入力津波高さＥＬ.＋10.6mに

参照する裕度である＋0.64mも含めても，保守的な値である津波荷重水位

ＥＬ.＋11.3m（許容津波高さ）を考慮する。 

ⅳ 余震荷重 
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余震による地震動について検討し，余震荷重を設定する。具体的には余

震による地震動として弾性設計用地震動Sdを適用し,これによる荷重を余

震荷重として設定する。適用に当たっての考え方を添付資料22に示す。 

 

d. 許容限界 

津波監視機能に対する機能保持限界として，検出器，中継器，監視設備が

基準地震動Ssに対して機能維持することを確認する。 

また，地震後，津波後の再使用性や，津波の繰り返し作用を想定し，水位

計本体（案内管），監視設備を構成する部材が弾性域内に収まることを確認

する。 
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添付資料 21 

基準類における衝突荷重算定式及び衝突荷重について 

１．はじめに 

島根原子力発電所において考慮する漂流物の衝突荷重の算定に当たり，島根原子

力発電所における基準津波の津波特性を平面二次元津波シミュレーションより確

認し，「2.5.2 (3) 基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する取水性確保」に示

す取水口に対する漂流物の影響の評価プロセスより，漂流物衝突荷重の設定に考慮

する漂流物を抽出するとともに，既往の衝突荷重の算定式とその根拠について整理

した。 

２．基準類における衝突荷重算定式について 

耐津波設計に係る工認審査ガイドにおいて挙げられている参考規格・基準類のう

ち，漂流物の衝突荷重又は衝突エネルギーについて記載されているものは，「道路

橋示方書・同解説 Ⅰ共通編（平成 14年 3月）」と「津波漂流物対策施設設計ガイ

ドライン（平成 26 年）」であり，それぞれ以下のように適用範囲・考え方，算定式

を示している。 

①道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編（（社）日本道路協会，平成 14年 3月）

○適用範囲・考え方：

橋（橋脚）に自動車，流木あるいは船舶等が衝突する場合の衝突荷重を算定す

る式である。 

○算定式：

衝突力 P=0.1×W×v 

ここに，P：衝突力（kN） 

W：流送物の重量（kN） 

v ：表面流速（m/s） 

②津波漂流物対策施設設計ガイドライン（沿岸技術研究センター，寒地研究センター，

平成 26年）

○適用範囲・考え方：

「漁港・漁場の施設の設計の手引き（全国漁港漁場協会 2003 年版）」の接岸エ

ネルギーの算定方法に準じて設定されたものであり，漁船の他，車両・流木・コ

ンテナにも適用されるが，支柱及び漂流物捕捉スクリーンの変形でエネルギーを

吸収させることにより漂流物の進入を防ぐための津波漂流物対策施設の設計に

適用される式である。 
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○算定式：

   船舶の衝突エネルギーE=E0＝W×V2／(2g) 

  （船の回転により衝突エネルギーが消費される（1/4点衝突）場合 

 E=E’=W×V2／(4g) 

  ここに，W=W0＋W’＝W0＋(π／4)×(D2Lγw)

W：仮想重量（kN） 

W0：排水トン数（kN） 

W’：付加重量（kN） 

D ：喫水（ｍ） 

L ：横付けの場合は船の長さ，縦付けの場合は船の幅（ｍ） 

γw：海水の単位体積重量（kN／m3） 

これは，鋼管杭等の支柱の変形及びワイヤロープの伸びにより衝突エネルギー

を吸収する考え方であり，弾性設計には適さないものである。 

３．漂流物の衝突荷重算定式の適用事例 

安藤ら(2006)※1 によれば，南海地震津波による被害を想定して高知港を対象に，

平面二次元津波数値シミュレーション結果に基づいた被害予測手法の検討を行い，

特に漂流物の衝突による構造物の被害，道路交通網等アクセス手段の途絶について

検討を行い，港湾全体における脆弱性評価手法を検討している。この中で荷役設

備・海岸施設の漂流物による被害を検討するに当たって，漂流物の衝突力を算定し

ており，船舶に対しては道路橋示方書を採用している（表－１）。 

※１ 地震津波に関する脆弱性評価手法の検討，沿岸技術研究センター論文集，No.6（2006）

表－１ 各施設の許容漂流速度 
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４．漂流物による衝突力評価式に関する既往の研究論文 

道路橋示方書等の基準類以外でも，漂流物による衝突力評価に対する研究が複数

存在している。以下に，これらの研究概要を例示するが，木材やコンテナ等を対象

とした事例が多く，船舶の衝突を考慮した事例は少ない。 

○適用範囲・考え方：

「平成 23 年度建築基準整備促進事業 40.津波危険地域における建築基準等の

整備に資する検討」（東京大学生産技術研究所(2011)）では，「漂流物の衝突によ

る建築物への影響の評価については，研究途上の段階であり，また，被害調査に

おいても，被害をもたらした漂流物の詳細な情報を得ることは難しいため，既往

の知見の検証は困難であった」としている。また，津波による漂流物が建築物に

衝突する際の衝突力に関する研究を以下に示しているが，「対象としている漂流物

は（a），（b），（d），（e）」が流木，（c），（d），（e）がコンテナである（（e）は任意

の漂流物を対象としているものの実質流木とコンテナしか算定できない。）として

いる。

島根原子力発電所における漂流物としては，船舶を想定していることから評価

式(a)～(e)については，その他の衝突荷重の算定式の適用性も踏まえて今後検討

する。 
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○算定式(a)：

（a）松冨の評価式※2

津波による円柱形上の流木が縦向きに衝突する場合の衝突力を次式のとおり

提案している。 

  Fm=1.6･CMA･{ vA0／(gD)0.5}1.2･(σf／γL)0.4･(γD2L) 

ここに，Fｍ：衝突力 

CMA：見かけの質量係数 

（段波・サージでは 1.7，定常流では 1.9） 

vA0：流木の衝突速度 

D ：流木の直径 

L ：流木の長さ 

σf：流木の降伏応力 

γ：流木の単位体積重量 

g ：重力加速度 

※2 松冨英夫(1999) 流木衝突力の実用的な評価式と変化特性，土木学会論文集，

No621,pp.111-127 

○算定式(b)：

（b）池野らの評価式※3

円柱以外にも角柱，球の形状をした木材による衝突力を次式のとおり提案して

いる。 

 FH=S･CMA･{(VH／(g0.5 D0.25 L0.25)}2.5･(gM) 

ここに，FH：漂流物の衝突力（kN） 

S ：係数（5.0） 

CMA：見かけの質量係数 

（円柱横向き：2.0（２次元），1.5（３次元）， 

角柱横向き：2.0～4.0（２次元），1.5（３次元）， 

円柱縦向き：2.0程度，球：0.8程度） 

VH：段波速度（m/s） 

D ：漂流物の代表高さ（m） 

L ：漂流物の代表長さ（m） 

M ：漂流物の質量（t） 

g  ：重力加速度 

※3 池野正明・田中寛好(2003) 陸上遡上波と漂流物の衝突力に関する実験的研究，海岸工学論文

集，第 50巻，pp.721-725 

5条-別添1-添付21-4

269



○算定式(c)：

（c）水谷らの評価式※4

津波により漂流するコンテナの衝突力を次式のとおり提案している。

Fｍ＝2 ρw ηm Bc Vx
2＋(WVx／gdt) 

ここに，Fｍ：漂流衝突力(kN) 

dt ：衝突時間(s) 

ηm：最大遡上水位（m） 

ρw：水の密度（t/m3） 

Bc：コンテナ幅(m) 

Vx：コンテナの漂流速度（m/s） 

W：コンテナ重量(kN) 

g ：重力加速度 

※４ 水谷法美・高木祐介・白石和睦・宮島正悟・富田孝史（2005） エプロン上のコンテナに作用

する津波波力と漂流衝突力に関する研究,海岸工学論文集,第 52巻,pp.741-745 

○算定式(d)：

（d）有川らの評価式※5

コンクリート構造物に鋼構造物（コンテナ等）が漂流衝突する際の衝突力を次

式のとおり提案している。 

F＝γp χ
2/5 {(5/4)m}3/5 v6/5 

χ＝{4√a／3π} {1／( k1＋k2)} 

k＝(1－ν2)／(πE) 

m＝(m1m2)／(m1＋m2) 

ここに，F：衝突力 

a：衝突面半径の 1/2 (コンテナ衝突面の縦横長さの平均の 1/4) 

E：ヤング率（コンクリート板） 

ν：ポアソン比 

m：質量 

v：衝突速度 

γp：塑性によるエネルギー減衰効果(0.25) 

mや k の添え字は衝突体と被衝突体を示す。 

※５ 有川太郎・大坪大輔・中野史丈・下迫健一郎・石川信隆（2007） 遡上津波によるコンテナ漂

流力に関する大規模実験,海岸工学論文集,第 54 巻,pp.846-850 
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○算定式(e)：

（e）FEMAの評価式※6

漂流物による衝突力を正確に評価するのは困難としながら，以下の式を一例と

して示している。 

Fi＝1.3umax√{km(1+c)} 

ここに，Fi：衝突力(kN) 

umax：最大流速(m/s) 

m：漂流物の質量 

c：付加質量係数 

k：漂流物の有効剛性(kN/m2) 
※6 FEMA（2012） Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation fromTsunamis

Second Edition, FEMA P-646.

５．基準津波の特性(流向・流速) 

漂流物の衝突荷重算定に用いる流速は，津波の流速に支配されることから，漂流

物の漂流速度として津波の流速を用いる。 

平面二次元津波シミュレーション結果より，島根原子力発電所の津波防護施設に

対して，日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）及び海域活断層

から想定される地震による津波（基準津波４）における津波高さ及び流況（流向・

流速）を確認した。 

日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）に対して入力津波高さ

はＥＬ.＋11.9m，海域活断層から想定される地震による津波（海域活断層上昇側最

大ケース※）に対して入力津波高さはＥＬ.＋4.2mである。 

ここで，施設護岸港湾内及び港湾外の防波壁前面における，最大流速発生時の流

況確認結果を表－２に示す。 

※海域活断層上昇側最大ケースの津波は，基準津波４が水位下降側の津波として策定した

ものであることを踏まえ，津波の到達有無を評価したうえで，津波荷重と余震荷重の組

合せの要否を判断するために設定したものであり，施設護岸又は防波壁において海域活

断層から想定される地震による津波の最大水位を示す。

表－２ 最大流速発生時の流況 

対象箇所※１ 基準津波※１ 流向※１ 最大流速※１ 発生時刻

日本海東縁部に想定される
地震による津波
（基準津波１）

施設護岸港湾外
防波壁前面

基準津波１
(防波堤あり)

南 9.0m/s 181分27.10秒

施設護岸港湾内
防波壁前面

基準津波１
(防波堤なし)

南東 9.0m/s 192分40.85秒

海域活断層から想定される
地震による津波
（基準津波４）

施設護岸港湾外
防波壁前面

基準津波4
(防波堤あり)

南西 3.3m/s 5分47.25秒

施設護岸港湾内
防波壁前面

基準津波4
(防波堤なし)

東・南東※２ 2.4m/s 7分22.30秒

※１ 5条-別添1-添付18「漂流物の評価において考慮する津波の流速・流向について」参照
※２ 代表として流向が東のケースについて，水位分布と流向・流速ベクトル図及び流速分布図を示す。
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表－２に示す各対象箇所の最大流速発生時刻近傍（最大時刻，最大時刻前後 30

秒）における水位分布と流向・流速ベクトル図，及び最大流速発生時刻における流

速分布図を図－１～１６に示す。 

【基準津波１(防波堤あり)_施設護岸港湾外防波堤前面】 
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水位分布と流向・流速ベクトル

流速
5.0m/s

図－１ 水位分布と流向・流速ベクトル(180 分 57.10秒：最大流速発生時刻－30秒) 
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図－２ 水位分布と流向・流速ベクトル(181分 27.10秒：最大流速発生時刻) 
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図－３ 水位分布と流向・流速ベクトル(181 分 57.10秒：最大流速発生時刻＋30秒) 
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図－４ 流速分布_南方向(181分 27.10秒：最大流速発生時刻) 

【基準津波 1(防波堤なし)_施設護岸港湾内防波壁前面】 

水位
(m)

10.0

8.0

6.0

4.0

0.0

2.0

-2.0

-4.0

-6.0

-8.0

-10.0

水位分布と流向・流速ベクトル

流速
5.0m/s

図－５ 水位分布と流向・流速ベクトル(192 分 10.85秒：最大流速発生時刻－30秒) 
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図－６ 水位分布と流向・流速ベクトル(192分 40.85秒：最大流速発生時刻) 
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図－７ 水位分布と流向・流速ベクトル(193 分 10.85秒：最大流速発生時刻＋30秒) 
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図－８ 流速分布_南東方向(192 分 40.85秒：最大流速発生時刻) 
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【基準津波 4(防波堤あり)_施設護岸港湾外防波壁前面】 
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図－９ 水位分布と流向・流速ベクトル(5 分 17.25秒：最大流速発生時刻－30秒) 
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図－１０ 水位分布と流向・流速ベクトル(5分 47.25秒：最大流速発生時刻) 
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図－１１ 水位分布と流向・流速ベクトル(6 分 17.25秒：最大流速発生時刻＋30秒) 
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図－１２ 流速分布_南西方向(5 分 47.25秒：最大流速発生時刻) 

【基準津波 4(防波堤なし)_施設護岸港湾内防波壁前面】 
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図－１３ 水位分布と流向・流速ベクトル(6 分 52.30秒：最大流速発生時刻－30秒) 
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図－１４ 水位分布と流向・流速ベクトル(7分 22.30秒：最大流速発生時刻) 
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図－１５ 水位分布と流向・流速ベクトル(7分 52.30秒：最大流速発生時刻＋30秒) 
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図－１６ 流速分布_東方向(7分 22.30秒：最大流速発生時刻) 
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また，日本海東縁部に想定される地震による津波（基準津波１）に対して，保守的

に荷揚場周辺を沈下（防波壁前面を一律１ｍ沈下させる）させた場合の荷揚場付近の

最大浸水深分布※を図－１７に示す。 

荷揚場周辺における流速評価結果を表－３に示しており，遡上域における最大流速

を示す地点における 8.0m/s を超える時間は極めて短い（１秒以下である）が，最大

流速は 11.9m/s※が確認された。 

※5条-別添 1-添付 31「施設護岸の漂流物評価における遡上域の範囲及び流速について」参照

基準津波１（防波堤無し）

：海陸境界
（ｍ）

図－１７ 荷揚場付近の最大浸水分布 

表－３ 荷揚場周辺における流速評価結果 

Vx(+)
東向き

Vy(+)
北向き

①

④

⑤

⑩

⑥

⑪

⑫

②
③

⑦
⑧
⑨

地点
Vx方向

最大流速
(m/s)

Vy方向
最大流速
(m/s)

全方向最大流速(m/s)

Vx方向
流速

Vy方向
流速

全方向流速
（√Vx2+Vy2)

1 -4.2 2.1 -4.2 1.9 4.6

2 -4.0 2.5 -4.0 1.4 4.2

3 -6.7 2.1 -6.7 -0.8 6.8

4 -3.6 3.7 -3.2 3.4 4.6

5 -3.6 3.8 -3.6 3.7 5.1

6 -5.5 4.1 -5.5 2.7 6.1

7 -11.8 3.4 -11.8 1.1 11.9

8 -5.3 1.5 -5.3 1.3 5.4

9 -5.9 1.9 -5.9 1.6 6.1

10 4.8 -7.6 4.8 -7.6 9.0

11 -8.9 2.5 -8.9 -1.2 9.0

12 -2.7 5.1 -1.4 5.1 5.3

（切上げの関係で値があわない場合がある）
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６．対象漂流物の配置位置及び種類等 

日本海東縁部に想定される地震による津波及び海域活断層から想定される地震

による津波に対する津波防護施設の評価において，基本とする設計条件として設定

する対象漂流物とその配置及び船舶の操業エリアを表－４，表－５，図－１８及び

図－１９に示す。また，津波防護施設における漂流物配置を図－２０に示す。 

対象漂流物のうち漁船については，基本とする設計条件に加え，島根原子力発電

所周辺海域で操業する漁船の漁業法の制限等を踏まえて漁船の総トン数，操業区域

及び航行の不確かさを考慮し，津波防護施設の評価に総トン数19トンの漁船を対象

とする。また，施設護岸から500m以遠で操業及び航行する漁船については，漂流物

となった場合においても，施設護岸から500m位置における流速が1m/s程度と小さい

こと等から施設護岸に到達する可能性は十分に小さいが，仮に500m以遠から津波防

護施設に衝突する場合の影響について確認する。 

漂流物の津波防護施設への到達可能性については，「2.5.2 (3) 基準津波に伴う

取水口付近の漂流物に対する取水性確保」参照。 

表－４ 津波防護施設に考慮する漂流物について 

図－１８ 漂流物の配置（港湾内に面する津波防護施設に考慮する） 
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表－５（１） 発電所沿岸で操業する漁船※１ 

3号炉北側防波壁

：サザエ網・カナギ漁

：わかめ養殖場

：イカ釣り漁

片句漁港

かご漁

御津漁港

サザエ網・採貝藻漁

サザエ網・カナギ漁

一本釣り漁

500m

イカ釣り漁
わかめ養殖場

：かご漁

：サザエ網・採貝藻漁

：一本釣り漁

：漁業制限区域

：航行ルート片句漁港 御津漁港

手結漁港

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った
操業区域及び航行ルートを追記

図－１９（１） 発電所沿岸で操業する漁船の操業エリア 

表－５（２）発電所沖合で操業する漁船（総トン数 10 トン以上）※１ 

  
※1  漂流物調査は，まとめ資料別添１添付資料15「津波漂流物の調査要領について」に基づき実施。
※2 島根県漁業調整規則に基づき，島根県知事が総トン数10トン以上の漁船によるイカ釣り漁業の操業禁止区域（最大高潮時海岸線か

ら10海里(約18km）内における操業を禁止）を定めている。（漁業調整規則：漁業法等に基づき，各都道府県知事が定める規則）
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3号炉北側防波壁

2km

１km

イカ釣り漁

１本釣り漁
底引き網漁

定置網漁①

定置網漁②

地理院地図ＨＰに，JFしまねより聞き取った操業
区域及び航行ルートを追記：一本釣り漁

：イカ釣り漁

：底引き網漁

：定置網漁

１本釣り漁
操業エリアへ

底引き網漁
操業エリアへ

拡大図

イカ釣り漁
操業エリアへ

：島根原子力発電所
：航行ルート

：漁業制限区域

御津漁港

：航行ルート

定置網漁②

定置網漁①

恵曇漁港

片句漁港

手結漁港

図－１９（２）発電所沖合で操業する漁船（総トン数 10 トン以上）の操業エリア 

防波壁（波返重力擁壁） 防波壁（逆Ｔ擁壁） 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 

：津波防護施設から500ｍの範囲

図－２０ 津波防護施設における漂流物配置 
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７．既往の漂流物荷重算定式の整理 

漂流物荷重算定式は，運動量理論に基づく推定式や実験に基づく推定式等があり，

対象漂流物の種類や仕様により適用性が異なるため，既往の荷重算定式を整理した。

ここで，表－６に算定式のまとめ一覧を示す。 

表－６ 漂流物荷重算定式のまとめ 

出典 種類 概要 算定式の根拠（実験条件）

①
松冨ほか
(1999)

流木

津波による流木の衝突力を提案し
ている。本式は円柱形状の流木が
縦向きに衝突する場合の衝突力
評価式である。

「実験に基づく推定式」
・見かけの質量係数に関する水路実験
・衝突荷重に関する空中での実験
水理模型実験及び空中衝突実験において,流木(植生林ではない丸太)
を被衝突体の前面(2.5m以内)に設置した状態で衝突させている。

②
池野・田中
(2003) 流木

円柱以外にも角柱,球の形状をし
た木材による衝突力を提案している。

「実験に基づく推定式」(縮尺1/100の模型実験)受圧板を陸上構造物
と想定し,衝突体を受圧板前面80cm(現地換算80m)離れた位置に
設置した状態で衝突させた実験である。模型縮尺(1/100)を考慮した
場合,現地換算で直径2.6～8mの仮定となる。

③
道路橋示方書
(2002) 流木等

橋(橋脚)に自動車,流木あるいは
船舶等が衝突する場合の衝突力
を定めている。

漂流物が流下(漂流)してきた場合に,表面流速(津波流速)を与えること
で漂流流速に対する荷重を算定できる。

④

津波漂流物対
策施設設計ガ
イドライン
(2014)

漁船等

漁船の仮想重量と漂流物流速か
ら衝突エネルギーを提案している。

「漁港・漁場の施設の設計の手引」(2003)に記載されている，接岸エネ
ルギーの算定式に対し，接岸速度を漂流物速度とすることで，衝突エネ
ルギーを算定。

⑤
FEMA
(2012)

流木・
コンテナ

漂流物による衝突力を正確に評価
するのは困難としながら,一例として
評価式を示している。

「運動方程式に基づく衝突力方程式」非減衰系の振動方程式に基づい
ており,衝突体及び被衝突体の両方とも完全弾性体としている。

⑥
水谷ほか
(2005) コンテナ

津波により漂流するコンテナの衝突
力を提案している。

「実験に基づく推定式」(縮尺1/75の模型実験)使用コンテナ:長さを
20ftと40ft,コンテナ重量:0.2N～1.3N程度遡上流速:1.0m/s以下,
材質:アクリル

⑦
有川ほか
(2007)

流木・
コンテナ

コンクリート構造物に鋼製構造物
(コンテナ等)が漂流衝突する際の
衝突力を提案している。

「接触理論に基づく推定式」(縮尺1/5の模型実験)使用コンテナ:長さ
1.21m,高さ0.52m,幅0.49m衝突速度:1.0～2.5m/s程度,材質:
鋼製
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８．詳細設計段階における漂流物衝突荷重の設定方針 

漂流物衝突荷重（以下，衝突荷重）については，漂流物が津波と遭遇する位置や

漂流物の種類・仕様が衝突荷重の大きさに関係することから，詳細設計段階におい

て以下のとおり検討する。 

・津波防護施設の評価において，基本とする設計条件として設定する対象漂流物

は，漂流物評価結果及び対策等を踏まえて決定する。
・衝突荷重の算定に当たっては，漂流物の位置，種類，仕様，ソリトン分裂波・
砕波の発生の有無等に応じて，既往の衝突荷重の算定式や非線形構造解析を適
切に選定する。

・衝突荷重の主な影響因子として，「対象漂流物，衝突速度，衝突位置，荷重組合
せ」を抽出した。衝突荷重の評価に当たっては，表－７のとおり設計上の考慮

を行う。

表－７ 詳細設計段階における設計上の考慮 

・施設護岸から 500m 以遠で操業及び航行する漁船については，漂流物となった場
合においても施設護岸に到達する可能性は十分に小さいが，仮に 500m以遠から
津波防護施設に衝突する場合の影響について確認する。 

・衝突荷重の影響を踏まえ，津波防護施設の各部位の照査の結果，津波防護施設
本体の性能目標を維持することを確認し，維持できない場合は漂流物対策を講
じる。

漂流物対策工を設置する場合は，漂流物衝突荷重を受け持つこと，又は漂流物衝

突荷重を軽減・分散させること等が可能な構造とする。 

漂流物対策工に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズムを表－８，図

－２１に示しており，漂流物対策工は，漂流物衝突荷重を踏まえて，各部材を適切

に組み合わせて漂流物対策工の仕様を決定する。 

表－８ 漂流物対策工に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズム 

期待する効果 効果を発揮するためのメカニズム 部材（材質）

・漂流物の衝突荷重を軽減する。
・漂流物が衝突した際に，変形することにより衝突エネ
ルギーを吸収する。

鋼材

・漂流物衝突荷重を受け持つ，又は分
散して伝達する。

・漂流物対策工を構成する部材が，漂流物の衝突荷
重を受衝することで，漂流物対策工のみで衝突荷重
を受け持つ，又は漂流物対策工の構成部材により分
散した荷重を背後の津波防護施設本体に伝達する。

鋼材
コンクリート

・漂流物衝突による津波防護施設の局所
的な損傷を防止する。

・漂流物を漂流物対策工が受衝することで，津波防護
施設まで到達・貫入しない。

鋼材
コンクリート

5条-別添1-添付21-18

283



図－２１ 防波壁（波返重力擁壁）の漂流物対策工における荷重図（例） 

漂流物対策工の役割及び設計方針概要を以下に示す。 

・津波防護施設本体の性能目標である「概ね弾性状態に留まること」を確保する

ため，漂流物対策工に表－８に記載の効果を期待することとし，漂流物対策工を

津波防護施設の一部として位置づける。

・鋼材の性能目標として鋼材が破断しないこと，またコンクリートの性能目標と

してコンクリート全体がせん断破壊しないこととする。

・検討ケースは，荷重の組合せを考慮し，表－９のとおり実施する。

表－９ 漂流物対策工の検討ケース 

検討ケース 荷重の組合せ※

地震時 常時荷重＋地震荷重

津波時

常時荷重＋津波荷重＋漂流物衝突荷重
（海域活断層から想定される地震による津波においては入力

津波高さ以深の防波壁の部位においても漂流物が衝突する
ものとして照査を実施する。）

重畳時
(津波＋余震時)

常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
（海域活断層から想定される地震による津波が到達する防波

壁（波返重力擁壁）のケーソン等については，海域活断
層から想定される地震による津波に対する評価を実施する）

※その他自然現象(風，積雪等)による荷重は設備の設置状況，構造(形状)等の条件
を含めて適切に組み合わせを考慮する

・漂流物対策工は防波壁の擁壁と一体構造とし，詳細設計段階において，津波防

護施設本体の性能目標を維持できるよう，漂流物衝突荷重を踏まえて漂流物対

策工の仕様を決定する。

・漂流物対策工の仕様においては，構成する部材を適切に配置して軽量化するこ

とで，津波防護施設に作用する地震時慣性力の低減を図る。また，津波防護施

設本体への影響が懸念される場合は，適切な補強対策（地盤改良，擁壁の増厚

等）を講じる。
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漂流物衝突時の漂流物対策工の非線形性を考慮するために，３次元ＦＥＭモデル

等による非線形構造解析を実施する。 

３次元ＦＥＭモデルによる漂流物衝突評価の適用性について，審査実績を有する

先行サイト（伊方３号炉，美浜３号炉）における衝突評価との比較を行った結果，

表－１０に示すとおり，解析手法及び衝突物の質量等に有意な差異はないことから，

適用性があると判断する。 

表－１０ 先行サイトとの比較結果 

項目
島根2号炉

漂流物対策工
伊方３号炉
重油タンク

美浜３号炉
海水ポンプエリア

止水壁

先行サイトと島根2号炉との差異
及び島根２号炉への適用性

先行サイトと島根2号炉との差異 適用性

対象とする事象
津波時における

漂流物衝突検討
竜巻時における飛来

物衝突検討

地震時における移動
式クレーンブーム折損

による衝突検討

事象は異なるものの，衝突荷重による影響検討の
ため，差異はない。

○

解析手法 非線形構造解析
非線形構造解析
（LS-DYNA）

非線形構造解析
（LS-DYNA）

同様な解析手法を用いるため，差異はない。 ○

被衝突物
津波防護施設

及び漂流物対策工
（鋼製及びコンクリート）

重油タンク
（鋼製）

止水壁架構
（鋼製）

被衝突物の材質が一部異なるものの，使用する
解析手法は，鋼材だけでなくコンクリートにも適用
性があることから，島根2号炉への適用性はあると
判断する。

○

衝突物
船舶

（FRP）
鋼製材

（SS400）

クレーンブーム
（WEL-

TEN950RE)

衝突物の材質は異なるものの，使用する解析手
法は，鋼材だけでなく樹脂にも適用性があることか
ら，島根2号炉への適用性はあると判断する。

○

衝突物の質量 約30t 135kg 36.2t
審査実績を有する衝突物の質量の範囲内に収
まっており，島根2号炉への適用性はあると判断す
る。

○

衝突物の速度 10m/s 57m/s,38m/s 約30m/s
審査実績を有する衝突物の速度の範囲内に収
まっており，島根2号炉への適用性はあると判断す
る。

○

※先行サイトの情報に係る記載内容については，会合資料等をもとに弊社の責任において独自に解釈したものです。
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漂流物衝突荷重は，対象となる漂流物の位置・仕様及び必要に応じ対策等を踏まえ

て，既往の漂流物衝突荷重の算定式，又は非線形構造解析を適切に選定して算出し，

津波時における静的解析により津波防護施設の照査を実施する。津波防護施設（防波

壁：波返重力擁壁）における津波時の検討フロー（例）を図－２２に示す。 

なお，漂流物対策工は，基準地震動Ｓｓに対して，構造強度を有することを確認す

る。 

START

津波防護施設の
解析モデル作成

ＦＥＭ解析

OK

漂流物の選定

津波荷重・土圧等

既往の漂流物衝突
荷重算定式の適用※１

漂 流 物 衝 突 荷 重

【照査】
■防波壁（波返重力擁壁）

■漂流物対策工※２

END

【荷重の算定】
OK

漂流物の解析
モデル作成

N.G.

非線形構造解析
漂
流
物
対
策
工
の
設
置※

３

N.G.

※１：既往の漂流物衝突荷重算定式の適用性としては，算定式の根拠や算定式に用いる
パラメータ（材質，剛性）が適切に設定できるか等を確認

※２：漂流物対策工を設置する場合において，非線形構造解析に基づき照査を実施
※３：漂流物対策工の仕様設定及びモデル作成

図－２２ 津波防護施設（防波壁:波返重力擁壁）における津波時の検討フロー（例） 
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津波防護施設（防波壁：波返重力擁壁）における漂流物対策工の設計例として，不

確かさを考慮した総トン数 19 トンの漁船に対しては，漂流物対策工が必要となると

考えており，検討の流れを図－２３に示す。 

※１：現時点では，既往の漂流物衝突
荷重算定式の適用性として，適切
な算定式に用いるパラメータ（剛
性）が設定できないため，漂流物
のモデル化を行い，非線形構造解
析にて漂流物衝突荷重を算定する。

※２：津波防護施設本体（防波壁）と
しての性能目標に対する照査結果
として，性能目標を満足できないた
め，漂流物対策工を設置

START

津波防護施設の
解析モデル作成

ＦＥＭ解析

OK

漂流物の選定

津波荷重・土圧等

既往の漂流物衝突
荷重算定式の適用

漂 流 物 衝 突 荷 重

【照査】
■防波壁（波返重力擁壁）

■漂流物対策工

END

【荷重の算定】
OK

漂流物の解析
モデル作成

N.G.

非線形構造解析

漂
流
物
対
策
工
の
設
置

N.G.

※1

※２

：漂流物対策工設置前の検討の流れ

：漂流物対策工設置後の検討の流れ

【凡例】

図－２３ （例）津波防護施設（防波壁:波返重力擁壁）における 

漂流物対策工に係る検討の流れ 
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９．漂流物衝突荷重の設定方針のまとめ 

津波防護施設の評価において，外海に面する津波防護施設に対しては作業船（総

トン数 10トン）及び漁船（総トン数 10 トン）を，輪谷湾内に面する津波防護施設

に対しては，入力津波高さを考慮し，荷揚場設備（キャスク取扱収納庫約 4.3t×2

基），作業船（総トン数 10トン）及び漁船（総トン数 3トン）を基本とする設計条

件として設定する対象漂流物とする。 

なお，対象漂流物のうち漁船については，基本とする設計条件に加え，島根原子

力発電所周辺海域で操業する漁船の漁業法の制限等を踏まえて漁船の総トン数，操

業区域及び航行の不確かさを考慮し，総トン数 19トンの漁船を対象とする。 

日本海東縁部に想定される地震による津波の津波特性として，施設護岸港湾内及

び港湾外の防波壁前面で最大流速 9.0m/s(流向:南東・南)が確認されたことから，

津波防護施設における津波による漂流物衝突荷重の評価には，安全側に流速

10.0m/s を用いる。また，荷揚場周辺の遡上時に最大流速 11.9m/s が確認されたこ

とから，遡上する津波の継続時間や流向等を考慮し，最大流速が発生する荷揚場周

辺の津波防護施設における漂流物衝突荷重の評価には，流速 11.9m/s を用いる。 

海域活断層から想定される地震による津波の津波特性として，施設護岸港湾内の

防波壁前面で最大流速 2.4m/s（流向:東・南東），港湾外の防波壁前面で最大流速

3.3m/s（流向:南西）となることを確認した。以上より，津波防護施設における津

波による漂流物衝突荷重の評価には，安全側に流速 4.0m/sを用いる。 

漂流物衝突荷重について，道路橋示方書を含む既往の算定式とその根拠について

整理した。漂流物衝突荷重は，詳細設計段階において，対象となる漂流物の位置・

仕様及び必要に応じ対策等を踏まえて，既往の漂流物衝突荷重の算定式，又は非線

形構造解析（漂流物衝突評価）にて算定し，津波時における静的解析により津波防

護施設の照査を実施する。 

漂流物衝突荷重の影響を踏まえ，津波防護施設の各部位の照査の結果，津波防護

施設本体の性能目標を維持することを確認し，津波防護施設本体の性能目標を維持

できない場合は漂流物対策を講じる。 

津波防護施設における詳細設計段階では，漂流物衝突荷重の算定に当たり，漂流

物衝突荷重の主な影響因子（対象漂流物，衝突速度，衝突位置，荷重組合せ）に対

して，設計上の考慮を行う。 

また，施設護岸から 500m 以遠で操業及び航行する漁船については，漂流物とな

った場合においても施設護岸から 500m位置における流速が 1m/s程度と小さいこと

等から施設護岸に到達する可能性は十分に小さいが，仮に 500m 以遠から津波防護

施設に衝突する場合の影響について確認する。 

漂流物調査範囲内の人工構造物（漁船を含む）については，基準適合性維持の観

点から漂流物調査を定期的（1 回／定期事業者検査）に実施するとともに，津波防

護施設への影響評価を実施し，必要に応じて対策を実施する。 
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参考１ 

漂流物対策工の構造形式の検討について 

１.はじめに

漂流物対策工は，基準適合状態の維持の観点から，操業する漁船の将来的な変更

の不確かさについて裕度を持たせることとしているが，漂流物衝突荷重の増大によ

り，必要とする漂流物対策工（防波壁の擁壁と一体型構造）の規模が大きくなった

場合には，津波防護施設の地震時の安全性への影響が懸念される。特に，防波壁（多

重鋼管杭式擁壁）については，杭基礎構造であることから地震時の安全性の裕度が

小さくなる可能性がある。 

したがって，詳細設計段階において検討する漂流物対策工の構造形式について，

新たな構造形式として，漂流物対策工を防波壁の前面に設置する構造（防波壁の擁

壁と分離型構造）の採用について検討する。 

２.漂流物対策工（分離型構造）の検討経緯及び理由

（１）漂流物対策工（分離型構造）の検討経緯

漂流物対策工（分離型構造）の検討経緯を以下に示す。

・漂流物衝突荷重については，既往の漂流物衝突荷重の算定式，又は非線形構造

解析を適切に選定して算出することとしている。ただし，詳細設計段階におい

て算出する漂流物衝突荷重が大きくなった場合，津波防護施設本体の性能目標

の維持のため，漂流物対策工（一体型構造）の規模が大きくなる。

・漂流物対策工（一体型構造）は防波壁の擁壁と一体化することから，地震時に

おいて，防波壁の擁壁の安全性へ影響を与える。

・防波壁（逆Ｔ擁壁）及び防波壁（波返重力擁壁）については，その構造から漂

流物対策工による地震時の影響が小さいと想定される。一方，防波壁（多重鋼

管杭式擁壁）については，突出長の長い杭基礎構造であるため，漂流物対策工

の設置により上部工重量が大きくなるため，地震時において安全性の裕度が小

さくなる可能性がある。

（２）漂流物対策工（分離型構造）の検討理由

詳細設計段階で考慮する漂流物衝突荷重により，漂流物対策工（一体型構造）

の規模が大きくなり，津波防護施設本体の地震時の安全性の裕度が小さくなる場

合に備えて，漂流物対策工（分離型構造）を追加検討し，津波防護施設の地震時

の安全性向上を図る。 

漂流物対策工（分離型構造）のうち支柱のみの構造においては，支障物が存在

する区間の設置ができないため，支柱及びワイヤロープによる構造を検討するこ

ととする。 
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漂流物対策工の仕様（例）を図－１に，防波壁の擁壁と分離型構造の漂流物対

策工の配置イメージ（例）を図－２に，漂流物対策工の一体型構造及び分離型構

造における構造形式の比較結果を表-１に示す。 

岩盤

ＭＭＲ

消波ブロック

砂礫層砂礫層

改良地盤

防波壁の擁壁と一体型構造 防波壁の擁壁と分離型構造

防波壁
(多重鋼管
杭式擁壁)

防波壁
(逆Ｔ擁壁)

防波壁
(波返重力

擁壁)
▽

ＭＭＲ

消波ブロック

改良地盤

埋戻土
（掘削ズリ）

漂流物対策工

鋼材＋コンクリート
漂流物対策工

支柱＋ワイヤロープ

岩盤

▽

漂流物対策工

支柱＋ワイヤロープ

漂流物対策工

支柱＋ワイヤロープ

防波壁（逆Ｔ擁壁）漂流物対策工

鋼材＋コンクリート

岩盤

▽

漂流物対策工

鋼材＋コンクリート

防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）

岩盤 岩盤

岩盤
岩盤

防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）

防波壁（逆Ｔ擁壁）

防波壁（波返重力擁壁） 防波壁（波返重力擁壁）

図－１ 漂流物対策工の仕様（例） 

図－２ 漂流物対策工（分離型構造）の配置イメージ（例） 

Ｎ

取水管

多重鋼管杭式擁壁

凡例

施設護岸

波返重力擁壁

防波壁通路防波扉

逆T擁壁

漂流物対策工
（分離型構造）
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表－１ 漂流物対策工の構造形式比較結果（一体型構造及び分離型構造） 

構造形式 防波壁の擁壁と一体型構造 防波壁の擁壁と分離型構造

目的
・津波防護施設本体の津波時の安全性
を向上する

・津波防護施設と分離することで，一体型構造に比べ，津波防護施設の地震時の
安全性向上を図る

・津波防護施設本体の津波時の安全性を向上する

期待する
効果

・漂流物衝突荷重を軽減・分散して，
津波防護施設に荷重を伝達する

・漂流物衝突荷重を受け持ち，津波防護施設に荷重を伝達しない

仕様(例) 鋼材＋コンクリート 支柱 支柱＋ワイヤロープ

メリット

・漂流物衝突荷重を軽減・分散して伝
達するため，津波防護施設の津波時
の安全性が向上する

・防波壁の擁壁と分離させるため，
地震時の安全性に影響がない

・漂流物衝突荷重を受け持つため，
津波防護施設の津波時の安全性
が向上する

・防波壁の擁壁と分離させるため，地震時の
安全性に影響がない

・漂流物衝突荷重を受け持つため，津波防
護施設の津波時の安全性が向上する

・ワイヤロープとすることで支柱間隔を広げられ
るため，支障物（取水管等）が存在する
区間にも設置可能

デメリット
・漂流物対策工の規模が大きくなった場

合，津波防護施設の地震時の安全
性に影響がある

・支障物（取水管等）が存在する
区間では，設置間隔が対象漂流
物より大きくなるため，設置困難

・ワイヤロープの腐食対策が必要

評価

○ △ ○

・漂流物対策工を設置した津波防護施
設の構造成立性は確認済

・漂流物対策工は，一体化させることに
より，構造成立性の見通しあり

・津波防護施設への地震時の影響が大
きくなる場合は，漂流物対策工の軽
量化や地盤改良等により対応可能

・津波防護施設の構造成立性に影
響はない

・漂流物対策工は，支障物のない
範囲において設置が可能

・漂流物対策工は，減災を目的とし
て一般産業施設において同形式の
実績を有する

・津波防護施設の構造成立性に影響はない
・漂流物対策工は，支障物がある範囲にお

いても設置が可能
・漂流物対策工は，減災を目的として一般

産業施設において同形式の実績を有する
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３.漂流物対策工（分離型構造）の設計方針概要

（１）漂流物対策工（分離型構造）の設計方針

漂流物対策工（分離型構造）を津波防護施設に設置する場合は，「津波防護施設

の一部」として位置付け，防波壁の前面に設置することで津波防護施設と基礎が

異なる場合は，「津波防護施設への影響防止装置」として位置付ける。 

漂流物対策工（分離型構造）の設計方針を以下に示す。 

・津波防護施設本体の性能目標の維持に影響を及ぼすおそれのある漂流物が防波壁

へ衝突することを防止するため，漂流物対策工（分離型構造）を設置する。

・漂流物対策工（分離型構造）は，基準地震動Ｓｓによる地震動に対して，構造全

体として変形能力について十分な余裕を有するとともに，設備の機能が保持でき

るように設計する。

・漂流物対策工（分離型構造）は，津波（漂流物を含む），余震及びその他自然現象

（風，積雪等）を考慮し，これらの自然現象による荷重を適切に組み合わせる。

（２）漂流物対策工（分離型構造）の効果等

漂流物対策工（分離型構造）に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニ

ズムを表－２に，漂流物対策工（分離型構造）における漂流物衝突荷重の荷重伝

達イメージ（例）を図－３に示す。 

漂流物対策工を構成する部材の性能目標として，鋼材（ワイヤロープ含む）に

おいては破断しないこと，コンクリートにおいてはコンクリート全体がせん断破

壊しないこととする。 

表－２ 期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズム 

期待する効果 効果を発揮するためのメカニズム 部材（材質）

・漂流物衝突荷重を受け持つ
・漂流物対策工を構成する部材が，漂流物
の衝突荷重を受衝することで，漂流物対策
工のみで衝突荷重を受け持つ。

・鋼材（ワイヤロープ含む）
・コンクリート

・漂流物衝突による津波防護施
設の局所的な損傷を防止する

・漂流物を漂流物対策工が受衝することで，
津波防護施設まで到達・貫入しない。

・鋼材（ワイヤロープ含む）
・コンクリート
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漂流物
衝突荷重

支柱(鋼材)支柱(鋼材) ワイヤ
ロープ

漂流物衝突荷重発生
張力 支柱(鋼材)

支柱(鋼材) ワイヤロープ

発生張力 発生張力

作用力
作用力

作用力

作用力

津波防護施設

津波防護施設

支柱(鋼材)

作用力

発生
張力

発生
張力

発生
張力発生

張力
発生
張力

海

陸

【漂流物がワイヤロープに衝突する場合】

【漂流物が支柱に衝突する場合】

図－３ 漂流物衝突荷重の荷重伝達イメージ（例） 

（３）漂流物対策工（分離型構造）における荷重の組合せ

漂流物対策工（分離型構造）における荷重の組合せを表－３に示す。 

表－３ 漂流物対策工（分離型構造）における荷重の組合せ 

検討ケース 荷重の組合せ※

地震時 常時荷重＋地震荷重

津波時

常時荷重＋津波荷重＋漂流物衝突荷重
（海域活断層から想定される地震による津波においては入力

津波高さ以深の漂流物対策工においても漂流物が衝突す
るものとして照査を実施する。）

重畳時
（津波＋余震時）

常時荷重＋津波荷重＋余震荷重
（海域活断層から想定される地震による津波が到達する漂

流物対策工については，海域活断層から想定される地震
による津波に対する評価を実施する）

※その他自然現象(風，積雪等)による荷重は設備の設置状況，構造(形状)等の条件を
含めて適切に組み合わせを考慮する
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４.漂流物対策工（分離型構造）の設置許可基準規則への適合性について

（１）設置許可基準規則への適合性の確認方法

漂流物対策工（分離型構造）の設置許可基準規制への適合性の確認方法として，

同構造形式（支柱及びワイヤロープ）における設計・施工実績及び実用発電用原

子炉における新規制基準適合性審査実績について確認を行う。 

（２）設置許可基準規則への適合性の確認結果

漂流物対策工（分離型構造）において，同構造形式における設計・施工実績及

び実用発電用原子炉における新規制基準適合性審査実績を確認した。結果として，

一般産業施設において減災を目的とした，同構造形式の実績はあるが，実用発電

用原子炉に関する新規制基準適合性審査実績を有していないことを確認した。以

下に，一般産業施設における実績例を示す。 

【実績例１】えりも港の漂流物対策工 

えりも港：漂流物対策工の設計条件

えりも港：漂流物対策工の設置状況出典：津波漂流物対策施設設計ガイドライン（平成26年3月）
：港湾・漁港における津波漂流物対策に関する研究

条 件 内 容

対象地震 十勝沖・釧路沖地震(M8.1前後)

対象漂流物 漁船(総トン数5～20トン),普通自動車

構造形式 鋼管杭(支柱)＋ワイヤロープ

施設延長 50.0m

ワイヤー設置間隔 0.7m間隔（高さ方向）

支柱高さ D.L.+5.90m

衝突速度 0.8m/s(普通自動車のみ)

【実績例２】釧路港の漂流物対策工 

出典：津波漂流物対策施設設計ガイドライン（平成26年3月）

釧路港：漂流物対策工の設計条件

条 件 内 容

対象地震 根室沖・釧路沖地震(M8.3前後)

対象漂流物 漁船(総トン数5,10トン),普通自動車

構造形式 鋼管杭(支柱)＋ワイヤロープ

施設延長 137.0m

ワイヤー設置間隔 0.55m間隔（高さ方向）

支柱高さ G.L.+2.10m

衝突速度 4.5m/s

釧路港：漂流物対策工の設置状況

※適用事例に係る記載内容については，公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。
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【実績例３】核燃料サイクル工学研究所再処理施設における津波漂流物防護柵 

核燃料サイクル工学研究所再処理施設において，支柱及びワイヤロープにより

構成された津波漂流物防護柵の設計例がある。 

津波漂流物防護柵の設計条件

漂流物防護柵の標準構造出典：第55回東海再処理施設安全監視チーム会合（令和３年１月２８日）
資料4 漂流物の影響防止施設として設ける津波漂流物防護柵について

（再処理施設に関する設計及び工事の計画）

条 件 内 容

対象津波 設計津波

対象漂流物
（最大）

環水タンク 約14トン

構造形式 鋼管杭(支柱)＋ワイヤロープ

施設延長 約220m

ワイヤー設置間隔 0.3m間隔（高さ方向）

支柱高さ T.P.+14.0m

衝突速度 5.6m/s

※適用事例に係る記載内容については，公開情報をもとに弊社の責任において独自に整理したものです。

以上のことから，実用発電用原子炉における新規制基準適合性の審査実績を有し

ておらず，同構造形式の評価方法及び基準の適用には十分な適用性・妥当性の確認

が必要となるため，漂流物対策工（分離型構造）の採用を取り止めることとし，漂

流物対策工（一体型構造）による検討を行う。 

なお，漂流物対策工（分離型構造）については，津波防護施設への漂流物衝突荷

重を軽減することが可能であることから，将来的な津波防護施設の安全性向上方策

の一つとして，検討を継続する。 
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５.漂流物対策工（一体型構造）における構造成立性の見通しについて

（１）構造成立性の検討内容

漂流物対策工（一体型構造）について，詳細設計段階において仕様を決定する

が，漂流物対策工（一体型構造）の仕様（例）を用いて漂流物対策工（一体型構

造）を設置する防波壁の構造成立性の見通しを確認する。 

構造成立性の確認に当たっては，漂流物対策工（一体型構造）を設置すること

により地震時の影響が最も大きい防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における地震時の

構造成立性を確認する。 

また，津波時の構造成立性においては，漂流物対策工（一体型構造）を設置し

て防波壁への荷重を分散させることで，漂流物衝突荷重が小さくなるため，津波

時の構造成立性評価は省略する。 

（２）構造成立性の検討方針

漂流物対策工（一体型構造）の構造成立性の検討方針として，添付資料 25「防

波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について」で示した，地盤改良部断面（②

－②断面）の地震時における鋼管杭の発生曲げモーメントに，漂流物対策工に生

じる慣性力による発生曲げモーメントを足し合わせて照査する。 

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における漂流物対策工（一体型構造）の荷重イメ

ージを図－４に示す。 

漂流物対策工

岩盤

▽

防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）

岩盤

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）
の地震時の発生曲げモーメント

漂流物対策工の
地震時の発生曲げモーメント

漂流物対策工の慣性力
（水平，鉛直）

図－４ 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）における漂流物対策工 

（一体型構造）の荷重イメージ 
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（３）構造成立性の検討結果

漂流物対策工（一体型構造）を設置する防波壁（多重鋼管杭式擁壁）において，

構造成立する見通しを確認した。 

照査項目及び許容限界を表－４に，照査結果を表－５に示す。 

表－４ 照査項目及び許容限界 

評価部位 検討ケース 照査項目 設計で用いる許容限界 適用基準

鋼管杭 地震時 曲げ (曲げ)降伏モーメント
道路橋示方書・同解説
Ⅳ下部構造編（平成14年3月）

表－５ 漂流物対策工（一体型構造）設置時の照査結果 

※１ 添付資料25「防波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について」の結果を記載。
※２ 地中部【4重管構造】は，照査値が最も大きくなる外側から2つ目の鋼管杭φ2000(SKK490)の数値を示す。

ケース
評価
部位

照査部位
照査
項目

地震動
発生曲げﾓｰﾒﾝﾄ

M(kN・m)
降伏ﾓｰﾒﾝﾄ
My(kN・m)

安全率
My/M

判定
(＞1.0)

地盤改良部断面
(②－②断面)前面有り
漂流物対策工有り

鋼管杭
地中部※２

【4重管構造】
曲げ Ｓｓ-D

19,511 23,692 1.21 OK

地盤改良部断面
(②－②断面)前面有り
漂流物対策工なし※1

13,153 23,692 1.53 OK
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添付資料 40 

浸水防止設備のうち機器・配管系の基準地震動 Ssに対する許容限界について 

１．概要 

島根２号炉の浸水防止設備は，「4.2 浸水防止設備の設計 第 4.2-1表 浸水

防止設備の種類と設置位置」に示したとおり，建物・構築物及び機器・配管系

から成る。建物・構築物に属する防水壁及び水密扉は，鋼製の構造物であるが，

大きな変形が生じた場合はその取付部，閉止部等（防水壁の鋼板の繋ぎ目，水

密扉のフレームと扉の間隙等）が津波の浸水経路となり得ることから，当該構

造物全体の変形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域

内に収まることを基本とする。また，建物・構築物のうち屋外排水路逆止弁並

びに機器・配管系のうち床ドレン逆止弁については，鉄筋コンクリート製の建

物・構築物に直接設置され，当該設備に大きな変形が生じて躯体との取付部に

間隙が生じた場合は津波の浸水経路となり得ることから，当該構造物全体の変

形能力に対して十分な余裕を有するよう，構成する部材が弾性域内に収まるこ

とを基本とする。これらの設備に対する許容限界は，他プラントの浸水防止設

備に係る設工認において適用実績がある。これに対し，島根２号炉の浸水防止

設備には，表１に示すとおり，機器・配管系に属する隔離弁，ポンプ及び配管

系があることから，その許容限界を定める必要がある。 

ポンプ及び配管系（隔離弁を含む。以下同じ。）は，耐震重要施設として基準

地震動Ｓｓに対する弾性解析を用いた耐震設計の実績が十分にある。これらの

設備は，延性に優れた鋼製部材で構成されており，延性破断，塑性崩壊，疲労

破損等の損傷モードを考慮して応力等を制限する許容限界が定められている。

従来からの耐震設計と同様に，基準地震動Ｓｓによる地震荷重に対する許容限

界は「塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどまっ

て破断延性限界に十分な余裕を有すること」を基本とし，具体的には「原子力

発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－1987，原子力発電所耐震設計技術

指針 重要度分類・許容応力編ＪＥＡＧ４６０１・補－1984，原子力発電所耐

震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０１－1991追補版（以下，「ＪＥＡＧ４６０１とい

う。」）」に定める許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を適用する。また，基準地震動

Ｓｓに対する浸水防止機能保持の信頼性を高めるために，弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる設計とする。なお，浸水

防止設備に該当する隔離弁，ポンプ及び配管系の耐震設計にあたっては，浸水

防止機能保持の観点で適切な評価部位を選定する。 

浸水防止設備に該当する各設備の基準地震動Ｓｓに対する許容限界を整理し
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て表２に示す。本資料は，浸水防止設備のうち隔離弁，ポンプ及び配管系の許

容限界に対して，浸水防止機能保持の観点での適用性及び妥当性を示すもので

ある。なお，隔離弁，ポンプ及び配管系を地震後に再使用する場合は，点検，

評価等を実施し，その健全性を確認のうえで使用する。 

 

 

表１ 浸水防止設備のうち機器・配管系に属する隔離弁，ポンプ及び配管系 

系統 設備 

タービン補機海水系 

ポンプ 

ポンプ出口弁，第二出口弁，放水側逆止弁 

配管系（ポンプ～第二出口弁） 

配管系（放水槽～逆止弁） 

液体廃棄物処理系 

（ランドリドレン系） 

逆止弁 

配管系（放水槽～逆止弁） 

循環水系 
ポンプ 

配管系（取水槽循環水ポンプエリア内） 

原子炉補機海水系 

高圧炉心スプレイ補機海水系 
配管系（放水槽～熱交出口） 

除じん系 
ポンプ 

配管系（取水槽海水ポンプエリア内） 
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表２ 浸水防止設備に該当する各設備の基準地震動Ｓｓに対する許容限界 

区分 設備 
基準地震動Ｓｓに対

する許容限界 
許容限界設定の考え方 

建物・ 

構築物 

防水壁及

び水密扉 

構成する部材が弾性

域内に収まることを

基本とし，浸水防止

機能を保持している

ことを確認する。 

鋼製の構造物であるが，大きな変形が生

じた場合はその取付部，閉止部等（防水

壁の鋼板の繋ぎ目，水密扉のフレームと

扉の間隙等）が津波の浸水経路となり得

るため，おおむね弾性状態にとどまる設

計とし，浸水防止機能を保持する。 

建物・ 

構築物 

屋外排水

路逆止弁 
構成する部材が弾性

域内に収まることを

基本とし，浸水防止

機能を保持している

ことを確認する。 

鉄筋コンクリート製の建物・構築物に直

接設置され，当該設備に大きな変形が生

じて躯体との取付部に間隙が生じた場合

は津波の浸水経路となり得るため，おお

むね弾性状態にとどまる設計とし，浸水

防止機能を保持する。 

機器・ 

配管系 

床ドレン

逆止弁 

機器・ 

配管系 

隔離弁，

ポンプ及

び配管系 

塑性ひずみが生じる

場合であってもその

量が小さなレベルに

とどまることを基本

とし，浸水防止機能

を保持していること

を確認する。 

延性に優れた鋼製部材で構成されてお

り，延性破断，塑性崩壊，疲労破損等の

損傷モードを考慮して応力等を制限する

許容限界が規格・基準に定められている

ことから，これを満足する設計とし，浸

水防止機能を保持する。 

 

 

２．適用実績及び適用性 

浸水防止設備のうちポンプ及び配管系の地震荷重に対する許容限界（許容応

力状態ⅣＡＳの許容限界）について，従来からの耐震設計に係る規格・基準等を

整理して適用実績を示すとともに，浸水防止機能の保持に係る許容限界として

の適用性を以下に示す。 

 

（１）機器・配管系のバウンダリ機能保持に係る規格・基準等 

耐震重要施設の基準地震動Ｓｓに対する許容限界について，設置許可基準規

則の解釈別記－２において以下のとおり規定されており，浸水防止設備のうち

ポンプ及び配管系の地震荷重に対する許容限界はこれと同等の内容である。具

体的な許容限界としては，「耐震設計に係る工認審査ガイド」において「安全

上適切と認められる規格及び基準等」とされているＪＥＡＧ４６０１に基づき

許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を設定する。ＪＥＡＧ４６０１は従来から機

器・配管系の耐震設計に広く用いられており，原子炉冷却材圧力バウンダリ，

原子炉格納容器バウンダリ等の安全上重要な設備を含めて適用実績がある。 
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設置許可基準規則の解釈 別記－２より抜粋 

６ 第４条第３項に規定する「安全機能が損なわれるおそれがないものでな

ければならない」ことを満たすために、基準地震動に対する設計基準対象施

設の設計に当たっては、以下の方針によること。 

一 耐震重要施設のうち、二以外のもの 

（中略） 

・機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び

事故時に生じるそれぞれの荷重と基準地震動による地震力を組み合わ

せた荷重条件に対して、その施設に要求される機能を保持すること。な

お、上記により求められる荷重により塑性ひずみが生じる場合であって

も、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。 

（以下省略） 

 

（２）浸水防止機能の保持に係る許容限界としての適用性 

浸水防止設備の有する機能は，津波の浸水防止機能である。内部流体に対す

る水密性又は気密性を確保するというバウンダリ機能は，浸水防止設備と他の

耐震重要施設で同等である。したがって，浸水防止設備のうちポンプ及び配管

系に対して，耐震重要施設のバウンダリ機能保持に適用される許容応力状態Ⅳ

ＡＳの許容限界を適用することは妥当である。 

 

３．評価部位ごとの許容限界の妥当性 

浸水防止設備のうちポンプ及び配管系の地震荷重に対する許容限界として許

容応力状態ⅣＡＳの許容限界を適用することについて，評価部位ごとにその妥当

性を確認する。 

 

（１）ポンプ，配管及び隔離弁（弁箱部のバウンダリ機能） 

ポンプ（ディスチャージケーシング他），配管及び隔離弁（弁箱部のバウン

ダリ機能）は，バウンダリ機能の喪失に至るおそれのある損傷モードを考慮し

て応力等を制限するように許容限界が定められている。許容応力状態ⅣＡＳの

許容限界は，構造物が塑性変形した場合であっても，過大な変形等が生じて当

該施設の機能に影響を及ぼすことがないこととされており，基準地震動Ｓｓに

対して許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を満足する設計とすることにより，地震

後においてもバウンダリ機能を保持することができる。 

鋼製材料は延性に優れているため，荷重を加えて塑性ひずみが生じた後に，

再度，荷重を負荷した場合であっても，構造物に生じる応力が降伏点を超えな
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い範囲ではおおむね弾性的な挙動となる。鋼製材料（炭素鋼）の応力－ひずみ

線図の一例を図１に示す。応力－ひずみ線図は，材料の単調引張試験により取

得されたものであるが，交番荷重に対しては，降伏応力を超過する応力が生じ

た場合，塑性変形が発生するものの，荷重を除荷して再度負荷すると弾性的な

挙動を繰り返す。このような鋼製材料の特性をシェイクダウンという。シェイ

クダウンに係る解説を引用し，図２に示す。 

配管系を例として，基準地震動Ｓｓに相当する地震を受けた後に津波荷重

（余震荷重含む）を受けた場合の挙動（復元力－変形量の関係と応力－ひずみ

の関係）を図３に示す。クラス１配管の場合，許容限界は許容応力状態ⅢＡＳ

では一次応力 2.25Sm, 一次＋二次応力 3Sm(全振幅)であり, 許容応力状態Ⅳ

ＡＳ では 一次応力 3Sm, 一次＋二次応力 3Sm(全振幅)である。ここでは，基

準地震動Ｓｓにより 3Smの一次応力が生じ，その後に津波荷重（余震荷重含む）

を受けることを想定する。また，配管系を曲げの地震荷重（交番荷重）を受け

るはり（弾完全塑性体）として，弾性体に生じる変位が弾完全塑性体に生じる

とする。なお，表１に示した浸水防止設備の配管系はクラス３配管に該当する

が，これらの配管系の材質（炭素鋼）に関してはクラス３配管の許容応力状態

ⅣＡＳ の許容応力 0.9Suより 3Sm (=2Sy）の方が大きいため，クラス３配管の

挙動は図３に示すクラス１配管の挙動より更に制限される。 

  図３において，基準地震動Ｓｓによる曲げの地震荷重を受けたはりは，点

Ａにて端部が降伏応力に達し，荷重を増すと点Ｂにて復元力－変形量関係で

の降伏点(許容応力状態ⅢＡＳの許容限界に達した状態）に至る。さらに地震

荷重を増大させて弾性応力が 3Sm（=2Sy）に達した状態が点Ｃであり，塑性変

形が発生している。ここで地震荷重を除荷すると復元力がゼロとなるため，

内力もゼロとなるように塑性変形に伴う残留応力が生じて点Ｄに至る。地震

後の点Ｄの状態から津波荷重（余震荷重含む）を受けた場合，引張側の荷重

に対しては点Ｄから点Ｅに至ったのち点Ｆに戻るという弾性的な挙動を示す。

また，圧縮側の荷重に対しては，点Ｇにて端部が降伏するが，復元力－変形

量の関係でみれば点Ｆから点Ｉまで弾性的な挙動を示す。津波荷重（余震荷

重含む）に対してはおおむね弾性にとどまる設計とすることから，荷重が繰

り返された場合，応力―ひずみ関係の点ＡＥＧＨの範囲内の状態にあり，復

元力－変形量関係の点ＥＨ間で弾性的に挙動する。 

このように，津波荷重（余震荷重含む）に対しては構成する材料が弾性にと

どまることを許容限界とするため，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した後

に津波荷重が作用することを想定したとしても，繰り返し作用する津波荷重に

対してシェイクダウンによりおおむね弾性的な挙動となることから，ラチェッ

ト変形が進行してバウンダリ機能を喪失することはない。なお，基準地震動Ｓ
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ｓの地震荷重により 3Smの一次応力が生じた場合，図３の点Ａから点Ｃに至る

過程で一次＋二次応力が 3Sm(全振幅)を超過するが，ＪＥＡＧ４６０１に基づ

き弾塑性解析及び疲労評価を行うことにより疲労破損が生じないことを確認

する。 

以上のことから，基準地震動Ｓｓに対して許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を

満足するよう設計することにより，ポンプ及び配管の浸水防止機能を保持する

ことができる。 

 

 

 

図１ 炭素鋼の応力－ひずみ線図の一例 

出典：平成 11年度原子力発電施設耐震信頼性実証試験に関する報告書その３

配管系終局強度実証試験，平成 12年３月，（財）原子力発電技術機構 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません 
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図２ シェイクダウンに係る解説 

出典：発電用原子力設備規格 設計・建設規格（（社）日本機械学会，2005/2007） 
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図３ 基準地震動Ｓｓによる地震荷重及び津波荷重（余震荷重含む）を 

受けた場合の配管系の挙動 
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（２）隔離弁（弁閉止機能） 

隔離弁（弁閉止機能）については，基準地震動Ｓｓによる応答加速度が加振

試験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度（以下「機能確認済加

速度」という。）を超えないことを確認する。機能確認済加速度は，ヨーク部

等の構造上の弱部においても隔離弁の機能に影響を及ぼす変形が生じないこ

と，弁座からの漏えいが無いことを含めて機能維持することを加振試験等によ

り確認して設定されたものである。したがって，基準地震動Ｓｓによる応答加

速度が機能確認済加速度を超えないことにより，地震後においても隔離弁の弁

閉止機能を保持することができる。 

また，津波荷重に対しては構成する材料が弾性にとどまることを許容限界と

するため，基準地震動Ｓｓによる地震力が作用した後に津波荷重が作用するこ

とを想定したとしても，繰り返し作用する津波荷重に対してシェイクダウンに

よりおおむね弾性的な挙動となることから，ラチェット変形が進行して弁閉止

機能を喪失することはない。 

 

（３）支持構造物 

支持構造物はバウンダリ機能を有するものではなく，その機能は配管等の支

持機能である。支持構造物は，支持機能の喪失に至るおそれのある損傷モード

を考慮して応力等を制限するように許容限界が定められている。したがって，

基準地震動Ｓｓに対して許容応力状態ⅣＡＳの許容限界を満足するよう設計

することにより，支持機能を保持することができる。 

 

（４）立形ポンプ取付部 

立形ポンプ取付部は，その構造的な特徴から，構成部材が塑性域に至り大変

形が生じる場合，バウンダリ機能を保持できないおそれがある。このため，立

形ポンプ取付部のボルト材については，おおむね弾性状態にとどまることを確

認する。 

浸水防止設備に該当するポンプのうち循環水ポンプの構造を図４に示す。取

水路からの津波の流入を防止する機能を有する立形ポンプ取付部のボルト材

は，基礎ボルト及びポンプ取付ボルトである。浸水防止設備に該当する立形ポ

ンプのボルト材の材質を表３に示す。 

これらのボルト材の設計にあたっては，ＪＥＡＧ４６０１のその他の支持構

造物の規定を適用している。本規定におけるオーステナイト系ステンレス鋼の

許容応力は，表４に示すとおり，許容応力状態ⅢＡＳとⅣＡＳで同一の値とな

る。浸水防止機能を有する立形ポンプ取付部に設置された基礎ボルト及びポン

プ取付ボルトの材質は，すべてオーステナイト系ステンレス鋼であることから，
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許容応力状態ⅣＡＳの許容応力を満足する設計とすることにより，許容応力状

態ⅢＡＳの許容限界も満足することとなり，基礎ボルト及びポンプ取付ボルト

はおおむね弾性状態にとどまるといえる。 

 

 

表３ 浸水防止設備に該当する立形ポンプのボルト材 

設備※ 基礎ボルト ポンプ取付ボルト 

循環水ポンプ SUS304 SUS304 

タービン補機海水ポンプ SUS304 SUS304 

※ 除じんポンプは横形ポンプであり，取水路からの津波の流入を防止 

する機能を有する取付部はない。 

 

 

  表４ 支持構造物の許容応力（オーステナイト系ステンレス鋼の場合） 

設備区分 許容応力状態 許容応力算出に用いる F値 

クラス３支持構造物 

その他の支持構造物 

ⅢＡＳ min[1.35Sy，0.7Su，Sy(RT)] 

ⅣＡＳ min[1.35Sy，0.7Su，Sy(RT)] 
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図４ 循環水ポンプ 

基礎ボルト 

ポンプ取付ボルト 

ディスチャージケーシング 

コラムパイプ 

ベースプレート 

立形ポンプ取付部 
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添付資料 44 

基礎底面の傾斜による防波壁の構造成立性について 

１．耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設の基礎底面の傾斜 

基礎地盤の安定性評価において，評価対象施設を４つのグループに分類して

いる。このうち防波壁については，グループＣ（T.P.+15m盤以下，杭基礎）及

びグループＤ（T.P.+15m 盤以下，直接基礎）に分類し，それぞれ影響要因及び

簡便法による最小すべり安全率を比較検討した結果，代表施設として防波壁（多

重鋼管杭式擁壁）及び防波壁（逆Ｔ擁壁）を選定している。 

代表施設について動的ＦＥＭ解析（全応力解析）結果に基づいて基礎底面の

傾斜を算定した結果，２号炉原子炉建物等は審査ガイドの目安値（基本設計段

階の目安値：1/2,000）を下回っていることを確認している。 

しかしながら，防波壁（逆Ｔ擁壁）は岩盤に支持されるその他の施設に比べ

て，大きな傾斜を生じる結果となった。 

設置許可基準規則第３条第２項において，耐震重要施設は変形した場合にお

いてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないこ

とから，防波壁（逆Ｔ擁壁）について基礎底面の傾斜に対する設計方針を整理

し，基礎底面の傾斜を考慮しても防波壁（逆Ｔ擁壁）の安全機能が損なわれな

いことを確認する。 
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表１ 地殻変動解析による最大傾斜及び地震動による最大傾斜の 

重ね合わせ結果 

対象断層 評価施設
①地殻変動による傾斜 ②地震動による最大傾斜 ①＋②

地殻変動及び地震動を
考慮した最大傾斜※最大傾斜 傾斜方向 最大傾斜 傾斜方向

陸域活断層
（宍道断層）

２号炉原子炉建物 1/17,000
（不確かさケース（断層傾斜角））

西方向 1/22,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/9,000

ガスタービン発電機建物 1/15,000
（不確かさケース（断層傾斜角））

西方向 1/28,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/9,000

海域活断層
（F-Ⅲ～F-Ⅴ断層）

２号炉原子炉建物 1/19,000
（下降最大ケース）

東方向 1/22,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/10,000

ガスタービン発電機建物 1/18,000
（下降最大ケース）

東方向 1/28,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/10,000

陸域活断層
（宍道断層）

防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）

1/22,000
（不確かさケース（すべり角））

北方向 1/39,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/14,000

防波壁
（逆Ｔ擁壁）

1/17,000
（不確かさケース（断層傾斜角））

東方向 1/158
（Ｓｓ－Ｄ）

東方向 1/156

海域活断層
（F-Ⅲ～F-Ⅴ断層）

防波壁
（多重鋼管杭式擁壁）

1/22,000
（上昇最大ケース）

北方向 1/39,000
（Ｓｓ－Ｄ）

北方向 1/14,000

防波壁
（逆Ｔ擁壁）

1/17,000
（下降最大ケース）

西方向 1/158
（Ｓｓ－Ｄ）

東方向 1/156

※ ①と②の傾斜方向が異なる場合も，保守的に①と②の傾斜を足し合わせることにより評価を実施する。
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２．防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜に対する性能目標と設計評価方針 

基礎底面の傾斜（第３条）について，防波壁の要求機能を担保するため，防

波壁（逆Ｔ擁壁）の各部位に対する性能目標及び設計方針（損傷モード，許容

限界等）を表２のとおり整理し，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造），止水目地及

びグラウンドアンカーの構造成立性について確認する。 

表２ 防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜に対する性能目標と設計評価方針 

要求機能 評価対象部位
傾斜による性能目標

（第３条）
応力等の状態 損傷モード 設計に用いる許容限界

・防波壁は，地
震後の繰返しの
襲来を想定した
入力津波に対し
て，津波による漏
水及び浸水を防
止することが要求
される。
・防波壁（逆T擁
壁）は，基準地
震動Ｓｓに対し，
津波防護施設が
要求される機能を
損なう恐れがない
よう，十分な構
造強度を有した
構造であることが
要求される。

防
波
壁
（
逆
Ｔ
擁
壁
）

逆Ｔ擁壁
（鉄筋コンクリート造）

構造部材の健全性を保持するために，逆T
擁壁が概ね弾性状態に留まること。

曲げ・せん断
部材が弾性域に留まらず
塑性域に入る状態

「コンクリート標準示方書，構造性能照査編，
2002年制定」を踏まえた短期許容応力度と
する。

止
水
目
地

止水目地
逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）間から有意
な漏えいを生じないために，止水目地の変
形性能を保持すること。

変形・水圧
有意な漏えいに至る

変形・水圧

メーカー規格及び今後必要に応じて実施する
性能試験に基づく許容変形量及び許容水
圧以下とする。

止水目地の
鋼製部材

曲げ・せん断
部材が弾性域に留まらず
塑性域に入る状態

「建築基準法施行令2006年6月」を踏まえ
た許容応力度とする。

グラウンド
アンカー

逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）及び改良
地盤の転倒抑止のために，グラウンドアンカー
が概ね弾性状態に留まること。

変位
グラウンドアンカーが伸張し，

逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）
が転倒

「グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説
（平成24年5月）」を踏まえた弾性変位量
とする。

地

盤

改良地盤 逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）を鉛直支
持するため，十分な支持力を保持すること。

基礎地盤のすべり安定性を確保するため，
十分なすべり安全性を保持すること。

支持力 鉛直支持機能を喪失する状態
「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編
（平成14年３月）」を踏まえ，妥当な安
全余裕を考慮した極限支持力度とする。

すべり安全率
すべり破壊し，難透水性を喪失す

る状態
「耐津波設計に係る工認審査ガイド」を準用
してすべり安全率1.2以上とする。

岩盤 支持力 鉛直支持機能を喪失する状態
「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編
（平成14年３月）」を踏まえ，妥当な安
全余裕を考慮した極限支持力度とする。

：本資料において，構造成立性を確認する部位
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３．防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜により要求機能を喪失する事象の抽出 

防波壁（逆Ｔ擁壁）の各部位が，損傷して要求機能を喪失する事象を抽出し，

それに対する設計・施工上の配慮について表３及び図１のとおり整理した。 

表３ 防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜により要求機能を喪失する事象及び 

設計・施工上の配慮 

部位の名称 要求機能を喪失する事象
想定
ケース※

設計・施工上の配慮 照査

逆T擁壁
（鉄筋コンクリート
造）

• 地盤が傾斜することにより曲げ・せん断破壊し，遮水
性を喪失する。

①
• 逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）の発生応力

度が，許容応力度以下であることを確認する。
○

• 地盤が傾斜することにより逆T擁壁の隣接する躯体同
士が相互に支圧することにより破壊し，遮水性を喪失
する。

②

• 隣接する躯体同士が衝突しないことを確認す
る。

• 隣接する躯体同士が衝突する場合，逆T擁
壁の支圧応力度が，許容応力度以下である
ことを確認する。

○

止水目地
（支持部含む）

• 地盤が傾斜することにより隣接する躯体間（法線方
向，法線直交方向）の変形により，止水目地の許
容変形量を超える変形が生じ，遮水性を喪失する。

③
• メーカー規格及び性能試験に基づく許容変形

量以下であることを確認する。
○

グラウンドアンカー
• 地盤が傾斜することによりグラウンドアンカーが破損し，
逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）が転倒する。

④
• 地盤の傾斜による変位量が，グランドアンカー

の弾性変位量以下であることを確認する。
○

※ 要求機能を喪失する事象の想定ケース
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①逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の損傷

②隣接する躯体同士の支圧による損傷

③防波壁間の変形による止水目地の損傷

④グラウンドアンカーの破損

図１ 防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による要求機能を喪失する事象 

陸→←海

←北 南→

支圧

←北 南→

目開き
目開き

陸→←海

変位量
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４．防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による構造成立性検討 

（１）設計方針及び検討概要

防波壁（逆Ｔ擁壁）における要求機能を喪失する事象に対する設計方針を表

４に示す。 

設置許可段階においては，表４の設計方針による構造成立性の見込みについ

て確認する。 

構造成立性の確認に当たっては，地盤の安定解析に用いた動的ＦＥＭ解析（全

応力解析）に加え，防波壁の耐震性及び耐津波性に関する構造成立性の確認に

用いた動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）を用いる。 

表４ 防波壁（逆Ｔ擁壁）における要求機能を喪失する事象に対する設計方針 

施設 部位の名称 設計方針
照査
項目

設置許可段階での検討方針

防
波
壁
（
逆
Ｔ
擁
壁
）

逆T擁壁
（鉄筋コンクリート造）

• 逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）の発生
応力度が，許容応力度以下となる設計
とする。

曲げ
せん断

• 逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）の発生応
力度が，許容応力度以下であることを確
認する。

• 隣接する躯体同士が衝突しないように離
隔を設ける等の設計とする。

• 上記設計が困難な場合，逆T擁壁
（鉄筋コンクリ―ト造）の支圧応力度が，
許容応力度以下となる設計とする。

曲げ
せん断

• 隣接する躯体同士が衝突すると仮定し，
支圧応力度を算定し，許容応力度以下
であることを確認する。

止水目地
（支持部含む）

• 隣接する躯体間の相対変位量が，止水
目地のメーカー規格及び性能試験に基
づく許容変形量以下となる設計とする。

変形
• 隣接する躯体間の相対変位量を算定し，

その相対変位量が止水目地の許容変形量
以下であることを確認する。

グラウンドアンカー
• 地盤の傾斜による変位量が，グランドア

ンカーの弾性変位量以下となる設計とす
る。

変位
• 基礎底面の傾斜による変位量を算定し，

その変位量がグラウンドアンカーの弾性変位
量以下であることを確認する。
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ここで，動的ＦＥＭ解析（全応力解析）及び動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）

の概要を説明する。 

防波壁（逆Ｔ擁壁）基礎地盤の安定解析における動的ＦＥＭ解析（全応力解

析）では，以下のとおり解析条件を設定している。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）直下の改良地盤については，PS 検層結果

を踏まえた剛性を解析用物性値として設定している。

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）と改良地盤のモデル化において，両者の節

点を共有させているため，改良地盤は地震時慣性力による逆Ｔ擁壁（鉄筋コ

ンクリート造）の変形の影響を受け易い。

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）及び改良地盤の転倒等を抑止する機能を有

するグラウンドアンカーをモデル化していないため，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンク

リート造）及び改良地盤が変形し易い。

図２ 動的ＦＥＭ解析（全応力解析）解析モデル図 

-50

-75

-100

T.P（m）

25

0

-25

0 50m

T.P.+8.5m
T.P.+6.0m

逆Ｔ擁壁
（鉄筋コンクリート造）

逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）
と地盤部は節点を共有

グラウンドアンカーはモデル化しない。

改良地盤の剛性は，ＰＳ検層結
果等に基づいて設定

改良地盤 埋戻土
（掘削ズリ）

EL.(m)

EL.+8.5m
EL.+6.0m
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防波壁（逆Ｔ擁壁）基礎底面の地震時傾斜が最大となる時刻（Ｓｓ－Ｄ，34.51

秒）における変形図及び主応力図を図３，図４に示す。逆Ｔ擁壁（鉄筋コンク

リート造）及びその直下の改良地盤部は，接点を共有しているため，基礎底面

に生じた傾斜（表５）は，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）に作用した地震時

慣性力の作用による影響が大きいと考えられる。 

図３ 最大傾斜発生時の変形図（Ｓｓ－Ｄ,34.51 秒） 

（動的ＦＥＭ解析（全応力解析）） 

図４ 最大傾斜発生時の主応力図（Ｓｓ－Ｄ,34.51 秒） 

（動的ＦＥＭ解析（全応力解析）） 

表５ 地震動による最大傾斜 

EL.(m)

20

0

0 10m

逆Ｔ擁壁
（鉄筋コンクリート造）

0.5

変形前 変形後

(m)

表示倍率：7倍

EL.(m)

20

0

10

0 10m

逆Ｔ擁壁
（鉄筋コンクリート造）

全応力解析

地震動による傾斜 1/158
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防波壁（逆Ｔ擁壁）の構造成立性を確認した動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）

の条件は以下の特徴を有しており，より現実的な応答を示すモデルとなってい

る。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）直下の改良地盤については，PS検層結果

を踏まえた剛性を解析用物性値として設定している。

・防波壁と周辺地盤など，要素間の滑り・剥離を考慮する箇所は，ジョイント

要素でモデル化している。

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の変形抑制機能を有するグラウンドアンカ

ーをモデル化していない。なお，グラウンドアンカーは実態に合ったモデル

化を実施し，詳細設計段階において説明する。

図５ 防波壁（逆Ｔ擁壁）の解析モデル図（例） 

動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）の最大傾斜発生時の変形図及び主応力図を

図６，図７に示す。最大傾斜発生時には，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の

直下の改良地盤部及び周辺地盤に大きな変形は生じておらず，防波壁（逆Ｔ擁

壁）の基礎地盤の傾斜は，表６に示す結果となり，動的ＦＥＭ解析（全応力解

析）と比較して小さい。 

EL.(m)EL.(m)

100m 140m

240m

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

10

0

-10

-20

-30

-40

-50

0 10 20 30 40 50(m)

岩盤
（第②速度層）

岩盤
（第⑤速度層）

埋戻土（掘削ズリ） 改良地盤① 改良地盤②

改良地盤③ 改良地盤④ 被覆石（捨石を含む）

基礎捨石

ジョイント要素；

施設護岸；

：積雪荷重

岩盤
（第④速度層）

積雪荷重；

▽EL.-0.02m

42.25m

26m

▽EL.+15.00m

▽EL.+8.50m
▽EL.+6.0m

消波ブロック荷重；

防波壁 ＋ 鋼管杭
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図６ 最大傾斜発生時の変形図 

（動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）） 

図７ 最大傾斜発生時の主応力図 

（動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）） 

表６ 地震動による最大傾斜 

逆Ｔ擁壁

※動的ＦＥＭ解析（全応力解析）の変形図に合わせ，左右反転している。

変形前
変形後

表示倍率：7倍

逆Ｔ擁壁

※動的ＦＥＭ解析（全応力解析）の主応力図に合わせ，左右反転している。

0 10 (m)

：引張

0.5N/mm2

：圧縮

有効応力解析

地震動による傾斜 1/446
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地盤の安定解析で用いた動的ＦＥＭ解析（全応力解析）と防波壁の構造成立

性で用いた動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）の結果を比較すると，動的ＦＥＭ

解析（全応力解析）の逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）と改良地盤のモデル化

において，両者の節点を共有させていることにより，基礎底面の傾斜が大きく

なっていると判断した。 

また，防波壁基礎底面の傾斜は躯体の地震時加速度による影響が大きいと判

断した。 

防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による構造成立性検討に当たっては，地殻変動に

よる傾斜が地震動による最大傾斜と比較して十分小さいことを踏まえ，地震時

の地盤の安定解析で用いた動的ＦＥＭ解析（全応力解析）及び防波壁の構造成

立性で用いた動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）の結果を確認する。 

詳細設計段階においては，現実的な応答を示す動的ＦＥＭ解析（有効応力解

析）を用いて傾斜の影響を確認する。 
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（２）構造成立性検討方法及び構造成立性検討結果

ａ．逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の損傷 

（ａ）構造成立性検討方法 

動的ＦＥＭ解析における逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の発生応力度

が，許容応力度以下であることを確認する。 

（ｂ）構造成立性検討結果 

動的ＦＥＭ解析（全応力解析）の結果を表７に示す。逆Ｔ擁壁（鉄筋

コンクリート造）基礎底面に最大傾斜が発生した時刻における部材照査

の結果，当該時刻において逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）に作用する

曲げ・せん断は短期許容応力度以下であることを確認した。 

表７ 短期許容応力に対する照査（全応力解析） 

添付資料 25「防波壁の設計方針及び構造成立性評価結果について」で確

認した動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）による結果を以下に示す。 

逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の部材照査（曲げ，せん断照査の最小

安全率時刻）の結果，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）に作用する曲げ・

せん断は短期許容応力度以下であることを確認した。 

表８ 短期許容応力に対する照査（有効応力解析） 

評価
部位

照査項目 地震動
発生応力
(N/mm2)

許容応力
(N/mm2)

安全率
(許容応力／
発生応力)

判定
(＞1.0)

竪壁
曲げ・軸力

Ｓｓ-D

曲げ圧縮応力度σc 2.4 許容曲げ圧縮応力度σca 18 7.5 OK

引張応力度σs 117 許容引張応力度σsa 323 2.76 OK

せん断 せん断応力度τ 0.11 許容せん断応力度τa 0.9 8.18 OK

底版
曲げ・軸力

曲げ圧縮応力度σc 2.7 許容曲げ圧縮応力度σca 18 6.67 OK

引張応力度σs 95 許容引張応力度σsa 323 3.4 OK

せん断 せん断応力度τ 0.27 許容せん断応力度τa 0.9 3.33 OK

評価
部位

照査項目 地震動
時刻
（ｓ）

発生応力
(N/mm2)

許容応力
(N/mm2)

最小
安全率

(許容応力／
発生応力)

判定
(＞1.0)

竪壁
曲げ・軸力

Ｓｓ-D

9.17 曲げ圧縮応力度σc 5.6 許容曲げ圧縮応力度σca 18 3.21 OK

9.17 引張応力度σs 242.3 許容引張応力度σsa 323 1.33 OK

せん断 23.91 せん断応力度τ 0.32 許容せん断応力度τa 0.9 2.81 OK

底版
曲げ・軸力

9.17 曲げ圧縮応力度σc 5.4 許容曲げ圧縮応力度σca 18 3.33 OK

9.17 引張応力度σs 262.8 許容引張応力度σsa 323 1.22 OK

せん断 23.91 せん断応力度τ 0.46 許容せん断応力度τa 0.9 1.95 OK
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ｂ．隣接する躯体同士の支圧による損傷 

（ａ）構造成立性検討方法 

防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による構造成立性検討に当たっては，隣接す

る躯体同士は同位相で挙動すると考えているが，隣接する躯体同士が衝突

すると仮定し，動的ＦＥＭ解析（全応力解析）の躯体加速度から躯体間に

作用する支圧応力度を算定し，許容応力度以下であることを確認する。ま

た，動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）においても同様の確認を行う。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）に働く慣性力 F 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）側の支圧応力度 σcv

図８ 逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の相互の支圧イメージ図 

：逆Ｔ擁壁の質量
：地震時加速度

：防波壁の幅
：防波壁の高さ
：支圧応力度の許容応力度

←北 南→

隣接する躯体に働く慣性力
F=ma
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（ｂ）構造成立性検討結果 

地盤の安定解析に用いた動的ＦＥＭ解析（全応力解析）及び防波壁の

構造成立性に用いた動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）における逆Ｔ擁壁

（鉄筋コンクリート造）に作用する支圧応力度は許容応力度以下である

ことを確認した。 

表９ 短期許容応力度に対する照査（支圧） 

ｃ．防波壁間の変形による止水目地の損傷 

（ａ）構造成立性検討方法 

防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による構造成立性検討にあたっては，隣接す

る躯体同士は同位相で挙動すると考えているが，保守的に逆位相になった

場合の変形量を算定し，先行炉で審査実績を有する止水目地で対応可能で

あることを確認する。 

止水目地の変形量は，法線直交方向の動的ＦＥＭ解析（全応力解析，有

効応力解析）における最大傾斜から算出された防波壁（逆Ｔ擁壁）天端の

相対変位と，保守的に法線方向においても同傾斜とした場合の相対変位を

基に合成変形量を算出した。 

止水目地の仕様については，現時点では，先行炉で審査実績を有する止

水目地（2000mm）に余裕を考慮して 1000mmとする。 

図９ 逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の目開き（法線方向）イメージ

図 

評価部位
照査
項目

地震動
支圧応力度
(N/mm2)

支圧応力度の許容応力度
(N/mm2)

安全率
(許容応力／
発生応力)

判定
(＞1.0)

逆T擁壁
（鉄筋コンクリー

ト造）
支圧 Ｓｓ-D

全応力解析 0.81 圧縮応力度σca 10.8 13.3 OK

有効応力解析 0.81 圧縮応力度σca 10.8 13.3 OK

←北 南→

目開き

止水目地
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図１０ 逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の相対変位 概念図 

 

 （ｂ）構造成立性検討結果 

    地盤の安定解析に用いた動的 FEM 解析（全応力解析）及び防波壁の構

造成立性に用いた動的 FEM 解析（有効応力解析）における止水目地の変

形量は先行炉で審査実績を有する止水目地で対応可能であることを確認

した。 

 

表１０ 止水目地の許容変形量に対する照査 

 

 

 

 ｄ．グラウンドアンカーの破損 

 （ａ）構造成立性検討方法 

防波壁（逆Ｔ擁壁）はグラウンドアンカーを設置するため，基礎底面の

傾斜による顕著な変位は生じないと考えているが，動的ＦＥＭ解析では，

グラウンドアンカーを考慮していないことから，基礎底面の傾斜によるグ

ラウンドアンカーの変位量は，動的ＦＥＭ解析（全応力解析，有効応力解

析）における初期位置からの変位量を算出し，グラウンドアンカーの弾性

変位量以下であることを確認する。 

グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説（平成 24 年５月）により

算出したグランウンドアンカーの弾性変位量ｕは，グラウンドアンカーの

仕様からｕ＝約 133mmとなる。 

 

【同一構造形式間の合成変形量の算出方法】

X方向の相対変位δx：δx=abs{δx(T)×２}

y方向の相対変位δy：δy=abs{δy(T)×２}

z方向の相対変位δz：δz=abs{δz(T)×２}

δx(T)： X方向の最大相対変位

δy(T)： y方向の最大相対変位

δz(T)： z方向の最大相対変位

合成方向変位（3方向合成）δ＝ δx
2+δx

2+δx
2

δx(T)

δy(T)δx(T)

δy(T)

評価
部位

照査項目 地震動
変形量
（mm）

止水目地の仕様
(mm)

安全率
(止水目地／
変形)

判定
(＞1.0)

止水目地 変形 Ｓｓ-D
全応力解析 240 変形量 1000 4.17 OK

有効応力解析 90 変形量 1000 11.11 OK
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図１１ 逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）の傾斜イメージ図 

・グラウンドアンカー弾性変位量ｕ

表１１ グラウンドアンカーの緒元及び弾性変位量 

（ｂ）構造成立性検討結果 

地盤の安定解析に用いた動的ＦＥＭ解析（全応力解析）及び防波壁の

構造成立性に用いた動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）における最大傾斜

時の変位量は弾性変位量以下であることを確認した。 

表１２ グラウンドアンカーの破損に対する照査 

陸→←海

変位量

グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説（平成24年５月）

項 目 記号 備 考

計画最大荷重 T 2,400kN（テンドン降伏荷重）

テンドン自由長 lsf 16,220mm

テンドン弾性係数 ES 191kN/mm2

テンドン断面積 AS 1,525.7mm2

弾性変位量 u 133mm

評価
部位

照査項目 地震動
変位量
（mm）

弾性変位量
(mm)

安全率
(弾性変位／
最大変位)

判定
(＞1.0)

グラウンド
アンカー

変位 Ｓｓ-D
全応力解析 23 弾性変位量 133 5.78 OK

有効応力解析 18 弾性変位量 133 7.38 OK
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（３）詳細設計段階での検討方針

 防波壁（逆Ｔ擁壁）における要求機能を喪失する事象における詳細設計段階

での検討方針を表１３に示す。 

表１３ 詳細設計段階での検討方針 

施設 部位の名称 要求機能を喪失する事象
照査
項目

詳細設計段階での検討方針

防
波
壁
（
逆
Ｔ
擁
壁
）

逆T擁壁
（鉄筋コンクリート造）

• 地盤が傾斜することにより曲げ・せん断破
壊し，遮水性を喪失する。

曲げ
せん断

• 動的FEM解析（有効応力解析）を行い，
逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）が損傷し
ないことを確認する。

• 地盤が傾斜することにより逆T擁壁（鉄筋
コンクリ―ト造）の隣接する躯体同士が
相互に支圧することにより破壊し，遮水
性を喪失する。

曲げ
せん断

• 防波壁（逆T擁壁）の法線方向の動的
FEM解析（有効応力解析）を行い，隣
接する躯体の挙動を把握し，防波壁が損
傷しないことを確認する。

• 逆T擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）の支圧応
力度が許容応力度を上回る場合，許容
限界を満足する対策を講じる。

止水目地
（支持部含む）

• 地盤が傾斜することにより隣接する躯体間
（法線方向，法線直交方向）の変形
により，止水目地の許容変形量を超える
変形が生じ，遮水性を喪失する。

変形
水圧

• 防波壁の法線直交方向及び法線方向の
動的ＦＥＭ解析（有効応力解析）を行
い，止水目地の変形量が許容変形量以
下であることを確認する。

• また，止水目地にかかる水圧が許容水圧
以下であることを確認する。

グラウンドアンカー
• 地盤が傾斜することによりグラウンドアン
カーが破損し，逆T擁壁が転倒する。

引張

• グラウンドアンカーをモデル化した動的ＦＥ
Ｍ解析（有効応力解析）を行い，設計
アンカー力により逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリ―
ト造）が転倒しないことを確認する。

• 裕度が確保できなくなった場合には，グラウ
ンドアンカーを追加設置する。
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（参考）地盤改良による強度増加を見込まない動的ＦＥＭ解析（全応力解析）

における基礎底面の傾斜による防波壁（逆Ｔ擁壁）の検討 

  

防波壁（逆Ｔ擁壁）基礎地盤のすべり安定性評価において，保守的な評価の

観点から，地盤改良による強度増加を見込まないこととした場合の動的ＦＥＭ

解析（全応力解析）により基礎底面の傾斜を算定した結果，地震動による最大

傾斜が 1/59となった。 

基礎底面の傾斜が大きくなった要因として，以下の解析条件が挙げられる。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）直下の改良地盤の解析用物性値については，

すべり安定性に大きく寄与する強度特性の増加を見込まないようにするた

め，保守的に埋戻土（掘削ズリ）の解析用物性値を流用していることから，

有効応力解析における剛性の１／２以下となっている。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）と改良地盤のモデル化において，両者の節

点を共有させているため，改良地盤は地震時慣性力による逆Ｔ擁壁（鉄筋コ

ンクリート造）の変形の影響を受け易い。 

・逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）及び改良地盤の転倒等を抑止する機能を有

するグラウンドアンカーをモデル化していないため，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンク

リート造）及び改良地盤が変形し易い。 

 

 

図１２ 動的ＦＥＭ解析（全応力解析）解析モデル図 

 

防波壁（逆Ｔ擁壁）基礎底面の地震時傾斜が最大となる時刻（Ｓｓ－Ｄ，12.09

秒）における変形図及び主応力図を図１３，図１４に示す。最大傾斜発生時に

は，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）及びその直下の改良地盤部は，大きく変

形しているが，その周辺の地盤には，その影響は及んでいない。このことから，

表１４に示す基礎底面に生じた傾斜は，逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリート造）に作

用した地震時慣性力の作用による影響が大きいと考えられる。 

-50

-75

-100

T.P（m）

25

0

-25

0 50m

T.P.+8.5m
T.P.+6.0m

逆Ｔ擁壁
（鉄筋コンクリート造）逆Ｔ擁壁（鉄筋コンクリ―ト造）と

地盤部は節点を共有

グラウンドアンカーはモデル化しない。

改良地盤の解析用物性値は，埋
戻土（掘削ズリ）を流用する。

EL.+8.5m
EL.+6.0m

EL.(m)
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図１３ 最大傾斜発生時の変形図（Ｓｓ－Ｄ,12.09 秒） 

（動的ＦＥＭ解析（全応力解析）） 

 

 

図１４ 最大傾斜発生時の主応力図（Ｓｓ－Ｄ,12.09 秒） 

（動的ＦＥＭ解析（全応力解析）） 

 

表１４ 地震動による最大傾斜 

 

T.P.m

20

0

0 10m

逆Ｔ擁壁

0.5

変形前 変形後

(m)

表示倍率：7倍

T.P.m

20

0

10

0 10m

逆Ｔ擁壁

全応力解析

地震動による傾斜 1/59
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 なお，基礎底面の傾斜（1/59）を踏まえた防波壁（逆Ｔ擁壁）の傾斜による

構造成立性検討を実施したところ，表１５～１８の結果となり，基礎底面の傾

斜（1/59）を考慮しても防波壁は構造成立することを確認した。 

表１５ 短期許容応力に対する照査（全応力解析） 

表１６ 短期許容応力度に対する照査（支圧） 

表１７ 止水目地の許容変形量に対する照査 

表１８ グラウンドアンカーの破損に対する照査 

評価
部位

照査項目 地震動
発生応力
(N/mm2)

許容応力
(N/mm2)

安全率
(許容応力／
発生応力)

判定
(＞1.0)

竪壁
曲げ・軸力

Ｓｓ-D

曲げ圧縮応力度σc 2.4 許容曲げ圧縮応力度σca 18 7.5 OK

引張応力度σs 117 許容引張応力度σsa 323 2.76 OK

せん断 せん断応力度τ 0.11 許容せん断応力度τa 0.9 8.18 OK

底版
曲げ・軸力

曲げ圧縮応力度σc 2.7 許容曲げ圧縮応力度σca 18 6.67 OK

引張応力度σs 95 許容引張応力度σsa 323 3.4 OK

せん断 せん断応力度τ 0.27 許容せん断応力度τa 0.9 3.33 OK

評価部位
照査
項目

地震動
支圧応力度
(N/mm2)

支圧応力度の許容応力度
(N/mm2)

安全率
(許容応力／
発生応力)

判定
(＞1.0)

逆T擁壁
（鉄筋コンクリ―ト

造）

支圧 Ｓｓ-D 全応力解析 0.51 圧縮応力度σca 10.8 21.1 OK

評価
部位

照査項目 地震動
変形量
（mm）

止水目地の仕様
(mm)

安全率
(止水目地／
変形)

判定
(＞1.0)

止水目地 変形 Ｓｓ-D 全応力解析 640 変形量 1000 1.56 OK

評価
部位

照査項目 地震動
変位量
（mm）

弾性変位量
(mm)

安全率
(弾性変位／
最大変位)

判定
(＞1.0)

グラウンド
アンカー

変位 Ｓｓ-D 全応力解析 102 弾性変位量 133 1.30 OK
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